




































































































































































兼松ビル別館（物件番号：事務所Ａ－２） 

立地条件 都営地下鉄浅草線「宝町」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,874百万円

信託期間 平成13年12月27日～平成33年12月31日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 兼松株式会社ほか 取得年月日 平成13年12月27日

土地
所在 東京都中央区京橋二丁目17番５号 地積

全体敷地

（注１）
679.06㎡

持分対応 539.17㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合79.4％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付８階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
4,351.46㎡

持分対応 3,455.06㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合79.4％） 竣工年月 平成５年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の共有者の持分を含みます。） 

（注３）他の共有者：第一生命保険株式会社 

［特記事項］１．本信託不動産は、「街並み誘導型地区計画」の区域内にあり、本建物の建替え時には、行政機関との協議が必要になります。 

２．本信託不動産の当初委託者と他の共有者との間で本信託不動産に関する平成６年３月31日付「兼松ビルディング別館に関する

基本協定書」及び平成13年12月27日付「『兼松ビルディング別館に関する基本協定書』変更合意書」が締結されており、共有

者間での本信託不動産の管理運営及び費用収益の分配などが規定されています。信託受託者は、本信託不動産の当初委託者か

ら、当初委託者が共有者として有していた当該協定書上の地位を承継しています。なお、当該協定においては①共有持分の譲

渡に関して優先買取権を他方の共有者に付与する規定、②敷地の無償での相互利用を認める規定、③共有物の不分割特約（た

だし、登記はなされていません。）等についての規定があります。 

３．北側隣接地との境界線上に隣地所有者と共有するブロック土留が存在します。これについては隣地所有者と覚書を締結してお

り、①境界線上の存在の確認、②建替又は改修などを行う場合の取扱いについての協議及び③第三者に譲渡した場合の承継に

ついて確認しています。 

 

ＪＰＲ人形町ビル（物件番号：事務所Ａ－３）

立地条件 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「人形町」駅至近 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,100百万円

信託期間 平成13年11月16日～平成33年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 安田生命保険相互会社 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番４号 地積

全体敷地 550.06㎡

持分対応 550.06㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・ 

鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下１階付８階建

延床

面積

一棟全体 4,117.70㎡

持分対応 4,117.70㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成元年12月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．本土地の一部（17番21：144.82㎡）に関して、東京地下鉄株式会社との間で、昭和62年７月29日付にて地上権設定契約が締結

されており、信託受託者が当初委託者が有していた設定者の地位を承継しています。その主な内容は次のとおりです。 

① 地上権設定の目的：地下鉄道敷設 

② 地上権設定の範囲：東京湾平均海面の下11.45ｍ以下 

③ 存続期間：設定の日から地下鉄道構築物存続期間中 

④ 地代：無料 
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新麹町ビル（物件番号：事務所Ａ－４） 

立地条件 東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格

(1) 1,670百万円

(2)  550百万円

(3)  200百万円

信託期間（注１）

原信託(1)平成13年11月16日

原信託(2)平成14年11月21日

原信託(3)平成16年11月12日

～平成36年11月30日

信託受託者 みずほ信託銀行

取得先

(1) 東京建物株式会社 

(2) 株式会社風俗文化研究所 

(3) 個人 

取得年月日

（注２）

(1) 平成13年11月16日

(2) 平成14年11月21日

(3) 平成16年11月12日

土地
所在 東京都千代田区麹町四丁目３番３（地番） 地積

全体敷地

（注３）
657.80㎡

持分対応 507.72㎡

所有形態（注５） 所有権（共有：持分割合77.2％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体

（注４）
5,152.98㎡

専有面積 3,258.14㎡

所有形態（注５） 区分所有権 竣工年月 昭和59年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）平成25年１月１日付で信託の併合を行い、受託者との間で新たな不動産管理処分信託契約を締結しました。信託期間は当該不動産管理

処分信託契約に基づく期間を記載しています。 

（注２）(1)の取引時において土地の所有権（共有持分割合49.0％）と建物の区分所有権（３～７階、ただし、４階は一部）を信託する不動産

信託受益権を、(2)の取引時において土地の所有権（共有持分割合21.0％）と建物の区分所有権（１階、２階）を信託する不動産信託

受益権を、(3)の取引時において土地の所有権（共有持分割合7.3％）と建物の区分所有権（４階の一部）を信託する不動産信託受益権

をそれぞれ取得していましたが、平成25年１月１日付で信託の併合を行い、現在は一つの信託受益権となっています。 

（注３）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注４）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注５）他の区分所有者：株式会社風俗文化研究所、公益財団法人岩國育英財団。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有

持分です。 

［特記事項］１．東側隣接地より雨樋の一部が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と覚書を締結しており、①越境の事実の確

認、②後日当該建物の建替・改築等をする際の越境物の撤去及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

２．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、新たに管

理組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならないこと、敷地又は共

用部分等の分割請求ができないこと、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分できないことなどが定めら

れています。 

 

ＪＰＲクレスト竹橋ビル（物件番号：事務所Ａ－５） 

立地条件 東京メトロ東西線「竹橋」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 4,000百万円

信託期間 平成14年３月20日～平成34年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成14年６月21日

土地
所在

東京都千代田区神田錦町三丁目21番４ほか

（地番）
地積

全体敷地 636.90㎡

持分対応 636.90㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 4,790.68㎡

持分対応 4,790.68㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成11年９月

不動産管理会社

（注）
安田不動産株式会社 用途 事務所

（注）平成27年９月１日付で、不動産管理会社を安田不動産株式会社から東京建物株式会社に変更しています。 
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ＭＳ芝浦ビル（物件番号：事務所Ａ－６）

立地条件 ＪＲ山手線・京浜東北線「田町」駅徒歩９分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 11,200百万円

信託期間 平成15年３月28日～平成35年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 株式会社ベニレイ 取得年月日 平成15年３月28日

土地

所在 東京都港区芝浦四丁目13番23号 地積

全体敷地

（注１）
8,992.18㎡

持分対応 3,239.88㎡

所有形態（注３）
敷地の一部の所有権・

賃借権（準共有：持分割合36.0％）
用途地域 準工業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・ 

鉄骨造陸屋根 

地下２階付13階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
31,020.21㎡

専有部分の

持分面積
15,439.97㎡

所有形態（注４）
区分所有権・

区分所有権（共有：持分割合58.0％）
竣工年月 昭和63年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（本信託不動産の他の所有者の所有する敷地及び本信託不動産と一体開発されたトリニティ芝浦の敷地を含みま

す。） 
（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 
（注３）全体敷地は３筆からなり、そのうち２番11を信託受託者が所有し、２番２は独立行政法人都市再生機構と東京都港区が共有し、２番54

はあおぞら信託銀行株式会社（平成22年８月25日付で、ニューヨークメロン信託銀行株式会社から譲渡されました。）が所有していま

す。各敷地に対して賃借権が設定され、各敷地の賃借権は、信託受託者、独立行政法人都市再生機構及びあおぞら信託銀行株式会社が

所有する建物の床面積割合に応じた準共有状態となっています（昭和63年４月２日付土地賃貸借契約及び同日付交換契約。賃貸借契約

期間71年。権利金なし。賃料は相互に相殺して一切金員の授受は行われていません。）。なお、独立行政法人都市再生機構の賃借権に

対し、独立行政法人都市再生機構と東京都港区との区分所有建物であるトリニティ芝浦の敷地権が設定され、登記されています。 
（注４）建物の所有形態は、①貸室部分 区分所有権（専有部分：１階の一部及び地上２階から８階の合計14,305.05㎡）及び②駐車場部分 

区分所有権（専有部分：地下１階1,957.27㎡）（共有：持分割合25,021,953分の14,508,953（58.0％））となっています。（①他の区

分所有者：あおぞら信託銀行株式会社 ②他の共有者：あおぞら信託銀行株式会社）。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びそ

の共有持分並びにその敷地の所有権及び賃借権の準共有持分です。 
［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、共用部分

の分割請求ができないこと、専有部分と共用部分の共有持分とを分離して処分できないこと、区分所有権を譲渡しようとする

ときにはあらかじめ他の区分所有者に届出をしなければならないこと及び他の区分所有者は第三者に優先して譲受の申込みが

できることなどが定められています。 
２．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である信託受託者は、かかる公開空地を一般に開放し、適正に維

持・管理する義務を負っています。 
３．本建物の敷地の各所有者は共同で敷地の一部（公園）を東京都港区に使用貸借しています（契約期間平成元年８月１日から平

成31年７月31日）。なお、当該部分につき別途当事者間で平成元年８月１日付で「維持管理に関する協定書」を締結してお

り、信託受託者は維持管理費用の一部を負担する義務を負っています。 
４．吹付けアスベスト材等の使用個所及び対応状況 

重量比で含有率１％を超える吹付けアスベスト材等が屋上機械室内で使用されていますが、既に封じ込め処理がされているた

め飛散の恐れがないこと、並びに平成18年３月に実施した吹付けアスベスト材等の分析調査の結果、共有部分の柱の一部か

ら、重量比で含有率１％未満のアスベスト材等の使用が確認されているとの開示をしていました。平成18年８月の労働安全衛

生法施行令及び石綿障害予防規則の一部改正に基づきJIS A 1481「建材中のアスベスト含有率測定方法」でサンプリング分析

したところ、前記調査で使用が確認された共用部分の柱の一部からはアスベストは検出されませんでした。一方で、同サンプ

リング分析の結果、各階専有部内の柱のうち、建物外周部の柱から重量比で含有率１％を超えるアスベスト材等の使用が確認

されました。ただし、状態は湿式で安定状態にあり、ボードで囲まれているため飛散の恐れはありません。 
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五反田ファーストビル（物件番号：事務所Ａ－７） 

立地条件 ＪＲ山手線・東急池上線・都営地下鉄浅草線「五反田」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,920百万円

信託期間 平成13年３月27日～平成33年３月31日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 有限会社東京ネクストステージ 取得年月日 平成15年７月23日

土地
所在 東京都品川区西五反田二丁目８番１号 地積

全体敷地

（注１）
1,551.19㎡

持分対応  890.65㎡

所有形態（注３) 敷地の一部の所有権（共有：持分割合61.8％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付11階建

延床

面積

一棟全体

（注２)
10,553.34㎡

専有面積 4,035.15㎡

所有形態（注３) 区分所有権 竣工年月 平成元年７月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：第一生命保険株式会社ほか個人１名。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の一部の共有持分です。

全体敷地は２筆からなり、そのうち８番２は第一生命保険株式会社と個人１名との共有（持分割合：61.8％）です。８番１は第一生命

保険株式会社の単独所有です。なお、本建物と敷地の管理使用に関する区分所有者相互間の事項を定めた規約には、原則として敷地を

相互に無償で使用できる旨の規定があります。 

［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、他の区分

所有者の承諾がなければ、敷地の所有権又は共有持分を処分できないこと、共用部分の共有持分は区分所有権と分離して処分

できないこと、敷地所有権は専有部分と分離して処分してはならないこと、専有部分の譲渡に対する他の区分所有者の優先買

取権などが定められています。ただし、専有部分と敷地の分離処分については、敷地権の登記がなされていないので、善意で

分離処分を受けた第三者には分離処分の無効を主張できません。 

２．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である信託受託者は、かかる公開空地を一般に開放し、適正に維

持・管理する義務を負っています。 
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福岡ビル（物件番号：事務所Ａ－８） 

立地条件 ＪＲ線「東京」駅徒歩６分、東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格
(1) 1,800百万円

(2) 1,120百万円

信託期間（注１) 平成15年10月15日～平成35年10月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先

(1) 株式会社ランドビジネス 

    株式会社インタープラネット 

(2) 旭工業株式会社 

取得年月日

（注２）

(1) 平成15年10月15日

(2) 平成17年４月15日

土地
所在 東京都中央区八重洲二丁目８番７号 地積

全体敷地

（注３)
1,302.17㎡

持分対応 208.75㎡

所有形態 敷地の一部の所有権（共有：持分割合21.8％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付10階建
延床

面積

一棟全体

（注４)
11,627.74㎡

専有部分の

持分面積
2,020.41㎡

所有形態（注５)
区分所有権・

区分所有権（共有：持分割合81.9％)
竣工年月 平成２年５月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）信託期間は平成25年10月31日付で締結された不動産管理処分信託契約書に関する変更契約書に基づく期間を記載しています。 

（注２）(1)の取引時において土地（８番17）の所有権の共有持分（14.3％）と建物（６階）の区分所有権と建物（10階）の区分所有権の共有

持分（81.9％）を信託する不動産信託受益権を、(2)の取引時において土地（８番17）の所有権の共有持分（7.5％）と建物（７階）の

区分所有権をそれぞれ取得していましたが、平成26年１月１日付で(2)の不動産の追加信託を行い、現在は信託受益権のみを保有して

います。 

（注３）全体敷地は２筆からなり、そのうち８番17は他の区分所有者４者との共有（持分割合21.8％）です。他の区分所有者は、株式会社福岡

銀行ほか法人３社です。８番18は他の区分所有者である株式会社福岡銀行の単独所有です。なお、本建物と敷地の管理使用に関する区

分所有者相互間の事項を定めた建物管理規約にはそれぞれの専有部分及び共用部分の持分を所有する範囲において相互に相手方の所有

する土地を無償で使用できる旨の規定があります。 

（注４）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注５）建物の所有形態は①６階部分：区分所有権、②７階部分：区分所有権、③10階部分：区分所有権の共有（共有持分割合：81.869％、他

の共有者アール・ケー・ビー毎日放送株式会社）となっています。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその共有持分並びにそ

の敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．西側隣接地より排水桝枠の一部が、東側隣接地よりジョイントボックスの一部、排水パイプの一部及び鉄パイプの一部が、南

東側隣接地より通気口の一部、換気カバーの一部及びバランス釜排気筒の一部が本土地にそれぞれ越境しています。また、本

土地より西側隣接地にコンクリートタタキ部分が、北東側隣接地に塀基礎がそれぞれ越境しています。これらについては、各

隣地所有者と確認書を締結しており、①越境の事実の確認、②越境物を補修又は再築する際の越境状態の解消及び③第三者に

譲渡した場合の承継について確認しています。 

２．本建物は区分所有建物であり、信託受託者及び本投資法人は本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約において

は、専有部分と共用部分及び規約共用部分の共有持分及び本建物敷地利用権を分離して処分することができないこと、区分所

有権の譲渡に対する他の区分所有権者の優先買取権などが定められています。ただし、専有部分と敷地の分離処分について

は、敷地権の登記がなされていないので、善意で分離処分を受けた第三者には分離処分の無効を主張できません。 

３．吹付けアスベスト材等の使用個所及び対応状況 

サンプリング調査の結果、各階専有部及び各階空調機械室内の梁、柱等に吹付けアスベスト材等が使用されていることが判明

したため、専門機関である環境リサーチ株式会社にて、目視調査及び空気中の石綿浮遊粉じん測定を実施しました。使用され

ている吹付け材は、湿式で、表面の繊維の毛羽立ちや経年劣化などは見られず、安定状態といえることが確認され、また、石

綿浮遊粉じん測定の結果、全ての測定ポイントでアスベストの飛散は確認されませんでした（「公共建築改修工事標準仕様 

建築工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」に基づく定量下限である0.5ファイバー／リットル未満）。今後も適

宜、目視調査等を実施し、引き続き状況を注視していきます。 

４．信託受託者は区分所有権を共有しており、他の区分所有権の共有者との間で「福岡ビル運用協定書」を締結しています。同協

定書において、本投資法人又は他の区分所有権の共有者が、それぞれ共有持分を譲渡しようとするときは、事前に相手方に対

し、建物の区分所有者及び第三者に優先して、その共有持分の譲渡を申し出ること等が定められています。 
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ＪＰＲ市ヶ谷ビル（物件番号：事務所Ａ－９） 

立地条件 ＪＲ総武線・都営地下鉄新宿線・東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅近接 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 5,100百万円

信託期間 平成13年８月27日～平成36年５月31日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 株式会社成信 取得年月日 平成16年５月28日

土地
所在 東京都千代田区九段南四丁目７番15号 地積

全体敷地 1,058.04㎡

持分対応 1,058.04㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 5,888.82㎡

持分対応 5,888.82㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成元年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．本信託不動産東側隣接私道である地番：13番９・所有者：共栄株式会社ほかには、昭和13年11月29日付 地役権設定契約に基

づき、本土地のうちの地番：13番15を要役地とした地役権が登記されています。当該地役権については、①地役権の目的は通

行であること ②期間は永久であること ③対価は無償であること ④通路上に自己の関係車輌を駐車しないこととされていま

す。 

２．東側隣接地よりコンクリート壁の一部等が、西側隣接地より油分離槽の一部及びコンクリート基礎の一部等が、本土地に越境

しています。また、本土地の防犯用門扉の一部、冷斯管架台の一部が東側隣接地に、パイプブラケットの一部及び防犯用門扉

脇（外柵）の一部が西側隣接地に越境しています。これらについては、隣地所有者と確認書を締結しており、①越境の事実の

確認、②将来当該越境物を改修等する際の越境状態の解消及び費用負担、及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認し

ています。 

 

オーバルコート大崎マークウエスト（物件番号：事務所Ａ－10）

立地条件 ＪＲ線・りんかい線「大崎」駅徒歩５分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 3,500百万円

信託期間 平成14年３月29日～平成36年６月30日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 有限会社エヌ・シー・アール・アイ・ワン 取得年月日 平成16年６月１日

土地
所在 東京都品川区東五反田二丁目17番１号 地積

全体敷地

（注１）
4,006.00㎡

持分対応 958.12㎡

所有形態 敷地の一部の所有権（共有：持分割合27.1％） 用途地域 準工業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付17階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
28,575.80㎡

専有面積 4,024.84㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成13年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

全体敷地は２筆からなり、そのうち550番１のみが敷地権の対象となっています（敷地権（共有持分）割合：27.1184％）。550番２は

他の区分所有者である日本コムシス株式会社が随應寺から賃借しています。 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：日本コムシス株式会社ほか３者。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約において区分所有者が区

分所有持分を譲渡する際には、他の区分所有者に対して第三者に優先して譲渡の申出をしなければならないこと、専有部分と

敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分できないこと等が定められています。 

２．吹付けアスベスト材等の使用個所及び対応状況 

  管理組合によるアスベスト６種サンプリング調査の結果、一部の空調機械室柱・梁の湿式吹付け材に重量比で含有率0.1％を

超えるアスベスト材の使用が確認されました。ただし、当該個所は施錠された機械室内で、管理者以外の第三者が立ち入るこ

とはできず、また、湿式吹付けで安定しており、飛散の可能性は低い状態です。 
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新宿スクエアタワー（物件番号：事務所Ａ－11） 

立地条件 都営地下鉄大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩７～８分、東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩８～９分 

特定資産の種類

      (1)不動産信託受益権

      (2)不動産信託受益権

      (3)不動産信託受益権

取得価格

  (1)10,000百万円

  (2)   180百万円

  (3) 4,000百万円

信託期間

  (1)平成13年２月28日～平成31年６月12日

  (2)平成27年３月25日～平成37年３月31日

  (3)平成27年３月25日～平成37年３月31日

信託受託者
(1)(2)(3)三菱ＵＦＪ信

託銀行

取得先

  (1)新宿スクエアータワー特定目的会社

  (2)個人

  (3)住友生命保険相互会社

取得年月日

(1) 平成16年７月２日

(2) 平成20年９月26日

(3) 平成27年３月25日

土地
所在 東京都新宿区西新宿六丁目22番１号 地積

全体敷地

（注１）
8,409.52㎡

持分対応

      (1)2,463.57㎡

      (2)   37.85㎡

      (3)1,524.71㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合47.9％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄筋コンクリート・

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下４階付30階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
78,796.00㎡

専有部分の

持分面積

（注４）

  (1)10,765.74㎡

  (2)  165.28㎡

  (3) 6,692.44㎡

所有形態（注４）

     (1)区分所有権

   (2)区分所有権（共有：持分割合1.1％)

     (3)区分所有権（一部共有）

竣工年月 平成６年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

(注１) 再開発全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。）。 

(注２) 再開発全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。）。なお、敷地内に規約共用部である別棟建物（地域冷暖房施

設、延床面積1,253.38㎡）があります。また、新宿スクエアタワー全体における竣工図上の専有面積は、29,053.16㎡です。 

(注３) 平成16年７月２日に区分所有権を信託財産とする上記（１）の信託受益権（以下「信託受益権①」といいます。）、平成20年９月26日

に上記（２）の区分所有権の共有持分（以下「本所有権」といいます。）、平成27年３月25日に区分所有権（一部共有）を信託財産と

する上記（３）の信託受益権（以下「信託受益権②」といいます。）を取得しています。また、本所有権については、平成27年３月25

日付で信託受託者との間で追加信託契約を締結し、信託受益権②に追加信託することにより、信託受益権②の一部として保有していま

す。 

(注４) 信託受益権①の信託不動産の専有部分は、19階から29階です。信託受益権②の信託不動産の専有部分は、２階から17階及び地下１階で

す。信託受益権①の信託不動産は、受託者が単独で所有しています。信託受益権②の信託不動産のうち２階から17階は、受託者と個人

59名及び法人４社と東京都水道局との共有です。信託受益権②の信託不動産のうち地下１階は、受託者が単独で所有しています。 

［特記事項］１．信託受託者を含む各区分所有者は、各々所有する本建物の専有部分を東京建物株式会社に一括して賃貸し、東京建物株式会社

は、転借人にこれを転貸（サブリース）しています。 

２．建物賃貸借契約の概要 

1) 本建物については、各区分所有者間において、各人の所有部分を一体の資産として運用し、相互補完することにより安

定収入を確保するとともに、その資産価値を向上させるため「新宿スクエアタワー区分所有の一元管理に関する協定」

が締結されており、専有部分の譲受人にも当該協定は承継されることとなっています。当該協定により、専有部分から

生じる賃貸収益及び賃貸費用は、当該協定により定められた比率に応じて配分・負担することとなっています。 

2) 信託受益権①及び信託受益権②ついての当該協定に定められた賃料配分・経費負担の比率の合計は64.88799％です。 

3) 東京建物株式会社が支払う賃料は同社が転借人から受領する賃料から一定率の金額を控除したものとされています。 

4) 東京建物株式会社は、転借人から敷金の預託を受けていますが、各区分所有者は、東京建物株式会社から敷金の預託を

受けず、敷金運用益相当額のみを年に一度受領することとされています。 

３．信託受益権②について、信託受託者は区分所有権を共有しており、他の共有者との間で「新宿スクエアタワー共有者会に関す

る協定」を締結しています。同協定においては、共有床に係る共有持分につき分割を請求できないこと、共有者がその持分を

売却しようとするときには、他の共有者に優先買取権を付与すること等が定められています。 
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ビッグス新宿ビル（物件番号：事務所Ａ－12） 

立地条件 都営地下鉄新宿線「新宿三丁目」駅直結 

特定資産の種類 不動産 取得価格

(1) 2,900百万円

(2) 8,921百万円

(3) 3,300百万円

取得先

(1) 五洋建設株式会社

(2) みずほ信託銀行株式会社

(3) セントラル総合開発株式会社

取得年月日

(1) 平成16年11月９日

(2) 平成17年４月12日

(3) 平成22年７月13日

土地
所在 東京都新宿区新宿二丁目19番１号 地積

全体敷地 3,522.46㎡

持分対応 3,522.46㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付14階建

延床

面積

一棟全体 25,733.10㎡

持分対応 25,733.10㎡

所有形態 所有権 竣工年月 昭和60年４月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注）本投資法人は、平成16年11月９日に五洋建設株式会社の共有持分、平成17年４月12日にみずほ信託銀行株式会社の共有持分、平成22年７

月13日にセントラル総合開発株式会社の共有持分をそれぞれ不動産の形態で取得し、現在は一棟の土地建物を保有しています。 

［特記事項］１．本土地の一部に関して、東京都を権利者とする地上権が設定されており、その主な内容は次のとおりです。 

① 地上権設定の目的：地下高速電車事業施設所有 

② 地上権設定の範囲：（19番２及び19番６）東京湾平均海面の上26.38ｍ以下の部分 

（19番３、19番７及び19番10）東京湾平均海面の上25.21ｍ以下の部分 

（19番４、19番５及び19番11）東京湾平均海面の上21.25ｍ以下の部分 

（19番12及び19番14）東京湾平均海面の上26.22ｍ以下の部分 

③ 存続期間：地下高速電車事業施設存続中 

④ 地代：無償 

⑤ 特約：建物その他工作物を築造する場合は、あらかじめ設計工法などについて都と協議を整えるものとされており、当該施

設に加わる荷重について一定の制限がなされています。 

 

アクロス新川ビル・アネックス（物件番号：事務所Ａ－13）

立地条件 東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 710百万円

取得先 株式会社ゼクス 取得年月日 平成16年11月26日

土地
所在 東京都中央区新川一丁目16番14号 地積

全体敷地

（注１）
858.48㎡

持分対応 304.33㎡

所有形態 敷地の一部の所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付10階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
5,535.90㎡

専有面積

（注４）
1,233.50㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成６年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

(注１) 建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

全体敷地は５筆からなり、そのうち３筆が本投資法人の所有部分です。他の２筆はそれぞれ本建物の他の区分所有者が所有していま

す。 

(注２) 建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

(注３) 他の区分所有者：株式会社牧原本店ほか１名。本不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の所有権です。 

(注４) 本投資法人が保有する専有部分は、地下１階の一部、２階の一部、８階から10階です。 

［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、本投資法人は本建物における規約の適用を受けます。なお、同規約においては、区分所有者の

所有する土地及び建物につき分離処分の禁止が定められています。 

２．吹付けアスベスト材等の使用個所及び対応状況 

サンプリング調査の結果、吹付けアスベスト材等は屋上のエレベーター機械室内にのみ使用されていますが、当該個所はビル

管理者以外の第三者が立ち入ることはできず、また、吹付けアスベスト材等も安定状態にあるため、飛散の恐れはありませ

ん。 
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新宿センタービル（物件番号：事務所Ａ－14） 

立地条件 ＪＲ各線「新宿」駅徒歩６分、東京メトロ丸ノ内線ほか地下鉄・私鉄各線「新宿」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 21,000百万円

取得先 朝日生命保険相互会社 取得年月日 平成20年３月27日

土地
所在 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 地積

全体敷地

（注１）
14,917.11㎡

持分対応  1,193.37㎡

所有形態（注３） 敷地の一部の所有権（共有：持分割合40.0％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根

地下５階付54階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
176,607.89㎡

専有部分

の持分面積
 8,172.88㎡

所有形態（注４） 区分所有権（共有：持分割合40.0％） 竣工年月 昭和54年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）全体敷地は７筆からなり、そのうち６筆（合計2,983.42㎡）が本投資法人の共有部分であり、持分割合は40.0％となります。他の１筆

については本建物の他の区分所有者である東京建物株式会社と明治安田生命保険相互会社が共有しています。 

（注４）他の共有者：新宿センタービル特定目的会社。本不動産は区分所有建物の専有部分の共有持分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．上記記載の土地、建物のほか、公共地下道（５号街路）157.02㎡の100分の４を共有しています。 

２．本建物は区分所有建物であり、本投資法人は本建物における規約等の適用を受けます。同規約においては、共用部分等につき

分割請求できないこと、区分所有者は、専有部分と共用部分の共有持分とを分離して処分することができないこと、区分所有

者が区分所有権を譲渡しようとするときには、他の区分所有者の承諾を得ること及び区分所有者間でお互いに他の区分所有者

に優先して譲受の申込みができること等が定められています。 

３．本投資法人は区分所有権を共有しており、他の共有者との間で共有者間協定書を締結しています。同協定書においては、本不

動産につき分割請求できないこと、共有者がその持分を売却しようとするときには、他の共有者に優先的買受権を付与するこ

と等が定められています。 

４．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である本投資法人は、かかる公開空地を一般に開放し、適正に維

持・管理する義務を負っています。 

５．吹付けアスベスト材等の使用箇所及び対応状況 

本建物には飛散性アスベスト含有製品及び非飛散性アスベスト含有製品を使用している箇所があり、一部については除去工事

又は被覆対策がなされていない箇所があります。 

専門機関である環境リサーチ株式会社にて、目視調査及び空気中の石綿浮遊粉じん測定を定期的に実施しており、平成24年４

月及び５月の調査においては、飛散のおそれが小さいことが確認され、また、石綿浮遊粉じん測定の結果、「公共建築改修工

事標準仕様 建築工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」に基づく定量下限である0.5ファイバー／リットル未満でし

た。今後も、目視調査等を実施し、引き続き状況を注視していきます。 

６．新耐震基準に基づき建築された建物ではありませんが、現在の耐震設計と概ね同様の手法を用いて耐震安全の検討を行い、当

時の建設大臣に建築基準法第38条の規定に基づく認定を受けた建物です。 

７．上記６.に記載のとおり、耐震基準を十分満たしたビルですが、長周期地震動をも視野に入れた事業継続性の観点から、建物

の中間階層に軸力制御オイルダンパーとＶ字ブレース（補強用斜材）を設置することで耐震性能を高める耐震バリューアップ

工事を平成21年７月に実施しました。この工事により、想定される南関東地震の長周期地震動においても、安全の目安となる

変形角100分の１以下を確保しています。 

８．本建物の受変電改修工事において、撤去した変圧器２台に「微量のＰＣＢが含有されている」ことが分かりました。法令に基

づき、漏洩を防ぐための容器に入れて建物内に保管するとともに、東京都に「ＰＣＢ廃棄物の保管届出書」を提出していま

す。 
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南麻布ビル（物件番号：事務所Ａ－15） 

立地条件
東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金高輪」駅徒歩５分、 

東京メトロ南北線・都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅徒歩10分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 3,760百万円

取得先 Ｅａｓｔ３特定目的会社 取得年月日 平成20年７月14日

土地
所在 東京都港区南麻布二丁目12番３号 地積

全体敷地 778.09㎡

持分対応 778.09㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨造陸屋根

９階建

延床

面積

一棟全体 4,570.63㎡

持分対応 4,570.63㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成４年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］ １．東側及び南側隣接地より室外機及びガスメーターの一部が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と書面を締

結しており、①越境の事実の確認、②将来の越境の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

 

品川キャナルビル（物件番号：事務所Ａ－16）

立地条件 ＪＲ山手線・東海道本線・京浜東北線・横須賀線・東海道新幹線・京浜急行線「品川」駅徒歩10分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 1,870百万円

取得先 東京建物株式会社 取得年月日 平成20年12月19日

土地
所在 東京都港区港南二丁目12番33号 地積

全体敷地

（注１）
828.82㎡

持分対応 377.94㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合45.6％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨造陸屋根

地下１階付８階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
5,216.21㎡

専有面積 1,677.42㎡

所有形態

（注３）（注４）
区分所有権 竣工年月 平成20年７月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：ＪＡ全農ミートフーズ株式会社。本不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

（注４）建物の所有形態は５階、６階及び７階の区分所有権となっています。 

［特記事項］ １．北側隣接地よりコンクリート塀、フェンス等の一部が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と書面を締結し

ており、①越境の事実の確認、②将来の越境の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

２．本建物は区分所有建物であり、本投資法人は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、敷地又 

は共用部分等につき分割請求できないこと、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分を分離して処分できないこと、区分

所有権につき分割譲渡できないこと及び区分所有権の譲渡に対する他の区分所有者の優先買取権などが定められています。 
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六番町ビル（物件番号：事務所Ａ－17） 

立地条件
ＪＲ中央線・総武線・都営地下鉄新宿線「市ヶ谷」駅徒歩４分、 

東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 2,800百万円

取得先 非開示（国内の特別目的会社） 取得年月日 平成21年12月２日

土地

所在 東京都千代田区六番町２番９ほか（地番） 地積
全体敷地 716.95㎡

持分対応 716.95㎡

所有形態 所有権 用途地域
商業地域・

第一種住居地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造鉛ステンレス葺

地下３階付７階建

延床

面積

一棟全体 4,205.09㎡

持分対応 4,205.09㎡

所有形態（注） 区分所有権 竣工年月 平成３年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注）本不動産の区分所有権を全て取得しており、他の区分所有者はいません。 

［特記事項］ １．本建物の装飾塔は完了検査を受けておらず、検査済証の取得が未了となっています。平成20年６月５日付で建築基準法第12

条第５項に基づく報告書を提出しています。 

 

ＪＰＲ原宿ビル（物件番号：事務所Ａ－18）

立地条件 東京メトロ副都心線・千代田線「明治神宮前」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 8,400百万円

信託期間 平成17年３月28日～平成31年12月25日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 東急リアル・エステート投資法人 取得年月日 平成21年12月25日

土地

所在 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 地積
全体敷地 1,205.07㎡

持分対応 1,205.07㎡

所有形態 所有権 用途地域
商業地域・

第一種住居地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 6,466.94㎡

持分対応 6,466.94㎡

所有形態（注） 区分所有権 竣工年月 平成元年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注）  本建物は一棟全体が区分所有建物として登記されており、その区分所有権の全部が本不動産信託受益権の対象になっています。 

［特記事項］ １．本土地の排水管及び排水枡が南西側隣接地に、突出看板及び袖看板が北西側隣接地に、並びに電線が北東側隣接地にそれぞ

れ越境しています。また、本土地と南西側隣接地の間でネットフェンス及びコンクリート塀が相互に越境しています。 

２．北西側隣接地よりポールの基礎の一部が、南東側隣接地より排水枡の一部及びコンクリート塀の一部等が、並びに南西側隣

接地よりガス弁等がそれぞれ本土地に越境しています。 

３. 本建物は、昭和63年２月３日付「確認通知書（建築物）」に基づき建築され、平成元年３月23日付「検査済証」を取得して

おり、建築当時は適法な建物でした。しかし、現在本建物の容積率が容積率限度を超過しており、既存不適格建築物となっ

ています。再建築の際には、現況の延床面積を確保することができない可能性があります。 
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東京建物京橋ビル（物件番号：事務所Ａ－19） 

立地条件 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩１分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 5,250百万円

取得先 東京建物株式会社 取得年月日 平成22年２月12日

土地
所在 東京都中央区京橋三丁目６番18号 地積

全体敷地

（注１）
547.10㎡

持分対応 547.10㎡

所有形態 敷地の一部の所有権・賃借権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート・ 

鉄骨造陸屋根 

地下１階付10階建 

延床

面積

一棟全体 4,419.79㎡

持分対応 4,419.79㎡

所有形態（注２） 区分所有権 竣工年月 昭和56年１月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（借地部分（416.72㎡）を含みます。） 

全体敷地は２筆からなり、そのうち６番７は個人から賃借しています。 

（注２）本不動産の区分所有権を全て取得しており、他の区分所有者はいません。 

［特記事項］１．本建物に設置されているテナント所有の屋外広告物について、検査済証の取得が未了となっていますが、建築基準法に基づ

き国土交通省関東地方整備局長より指定を受けた指定確認検査機関により、当該屋外広告塔に関する建築基準法関係規定が

遵守されていることが確認されています。 

２．公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターより「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定（認定番

号:11東防材評第325号/認定年月日:平成11年９月29日）を取得し、認定された計画に基づき耐震改修工事を実施済です。 

 

ＪＰＲ日本橋堀留ビル（物件番号：事務所Ａ－20）

立地条件 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 5,100百万円

信託期間 平成15年９月29日～平成32年３月31日 信託受託者 三井住友信託銀行

取得先 非開示（国内の特別目的会社） 取得年月日 平成22年３月31日

土地
所在 東京都中央区日本橋堀留町一丁目11番12号 地積

全体敷地 937.59㎡

持分対応 937.59㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 7,190.82㎡

持分対応 7,190.82㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成14年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．北西側隣接地より空調室外機の一部、配管の一部及び換気扇フードの一部が本土地に越境しています。これについては隣地

所有者と書面を締結しており、①越境の事実の確認、②将来の越境の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認

しています。 

 

ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル（物件番号：事務所Ａ－21）

立地条件 ＪＲ線「千駄ヶ谷」駅徒歩６分、東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 15,050百万円

取得先 千駄ヶ谷開発特定目的会社 取得年月日 平成22年５月31日

土地
所在 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番５号 地積

全体敷地 2,217.49㎡

持分対応 2,217.49㎡

所有形態 所有権 用途地域 第二種住居地域

建物

構造と階数 鉄骨造陸屋根８階建 
延床

面積

一棟全体 7,683.19㎡

持分対応 7,683.19㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成21年５月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．東側隣接地より水道メーター、バルブ、コンクリート壁、金物及び排水枡が本土地に越境しています。これについては隣地

所有者と書面を締結しており、①越境の事実の確認、②将来の越境の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認

しています。 

２．本建物は、平成20年12月１日に都市計画変更の決定告示・施行がなされたことにより、既存不適格建築物となっています。

再建築の際には、建築物の高さが制限されます。 

 

- 90 -



銀座三和ビル（物件番号：事務所Ａ－22） 

立地条件 東京メトロ銀座線・日比谷線「銀座」駅至近

特定資産の種類 不動産 取得価格 3,400百万円

取得先 株式会社松屋 取得年月日 平成23年８月29日

土地
所在 東京都中央区銀座四丁目６番１号 地積

全体敷地

（注１）
1,119.27㎡

持分対応 236.13㎡

所有形態（注３） 敷地の一部の所有権（共有：持分割合64.72％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付９階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
8,851.00㎡

専有部分の

持分面積
2,042.81㎡

所有形態（注４） 区分所有権（共有：持分割合35.40％） 竣工年月 昭和57年10月

不動産管理会社 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）全体敷地は４筆からなり、そのうち１筆が本投資法人の所有部分（共有持分64.72％、他の共有者：株式会社松屋35.28％）です。他の

３筆については本物件の他の所有者である株式会社松屋又はジャパンリアルエステイト投資法人が保有しています。本投資法人は敷地

全体の18.35％の敷地利用権を有しています。 

（注４）本建物は２つの区分所有権からなり、そのうち１つの区分所有権が本投資法人の所有部分（共有持分：35.40％、他の共有者：ジャパ

ンリアルエステイト投資法人45.31％、株式会社松屋19.29％）となります。他の区分所有権については株式会社松屋及びジャパンリア

ルエステイト投資法人が共有しています。本投資法人は本建物全体の共用部分について、18.35％の持分割合を有しています。 

［特記事項］ １．本建物は区分所有建物であり、本投資法人は本不動産における規約の適用を受けます。同規約においては、共用部分等につ

き分割請求できないこと、区分所有者は、専有部分と共用部分の共有持分とを分離して処分することができないこと、区分

所有者が区分所有権を譲渡しようとするときには、原則として他の区分所有者に譲渡し、他の区分所有者が譲り受けを希望

しない場合には、他の区分所有者が同意し、かつ規約等本不動産に関する一切の権利義務を承継する第三者に譲渡できるこ

と等が定められています。 

２. 本投資法人は区分所有権を共有しており、本不動産における規約等の適用を受けます。同規約においては、共有物につき分

割請求できないこと、共有者がその持分を売却しようとするときには、原則として専有部分の他の共有者に譲渡し、他の共

有者が譲り受けを希望しない場合又は他の共有者間で合意に至らない場合には、他の共有者が同意し、かつ規約等本不動産

に関する一切の権利義務を承継する第三者に譲渡できること等が定められています。 

３. 本建物の給排気ダクトが北西側隣接地との境界線上に設置されており、北西側隣接建物の賃借人が、当該給排気ダクトに接

続しています。また、本建物と北西側隣接建物との屋上間に、共有の笠木が設置されています。さらに、北西側隣接地より

エアコン室外機の一部及びステンレスカバーが本土地に越境しています。これらについては、隣地所有者と確認書を締結し

ており、①上記の事実の確認及び②将来対象物を改築等する際の費用負担等について確認しています。 

４. 本土地の給排気ダクトの一部が、南西側隣接地に越境しています。また、南西側隣接地より鉄管及び通路鉄柱の一部が本土

地に越境しています。これらについては、隣地所有者と覚書を締結しており、①越境の事実の確認、②将来対象物を改築す

る際の越境状態の解消及び費用負担並びに③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

５．南東側道路より、中央区所有のL字型側溝の一部が、本土地に越境している可能性があります。 

６．本建物の耐震性については、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき建築物の耐震診断及び耐震改修を実施済で

す。 
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大手町タワー（底地）（物件番号：事務所Ａ－23） 

立地条件 東京メトロ東西線、千代田線、半蔵門線、丸ノ内線、都営三田線「大手町」駅至近

特定資産の種類 不動産信託受益権（注） 取得価格 36,000百万円

信託期間 平成24年３月13日～平成34年３月12日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社東京プライムステージ 取得年月日 平成24年３月13日

土地
所在

東京都千代田区大手町一丁目

６番６ほか（地番）
地積

全体敷地 11,034.78㎡

持分対応 11,034.78㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

（注）本不動産信託受益権は、高層複合オフィスビル（大手町タワー）の底地（地上権の付着している土地）を信託財産とする不動産信託受益

権です。 

［特記事項］１．地上権設定契約において、地上権設定者が本件土地を譲渡又は移転しようとする場合及び地上権者が本地上権等を譲渡又は移

転する場合、互いに優先交渉権及び先買権を付与すること等が規定されています。 

２．本地上権を主たる信託財産とする信託の信託受益権（以下「信託受益権（地上権）」といいます。）を保有する信託受益者

（以下「受益者（地上権）」といいます。）との間の受益者間協定書において、本投資法人が本信託受益権を譲渡又は移転し

ようとする場合及び受益者（地上権）が信託受益権（地上権）を譲渡又は移転する場合、互いに優先交渉権及び先買権を付与

すること等が規定されています。 

３．本件土地の地下部分には、従前の建物の地下未解体部分（以下「地下未解体部分」といいます。）が残存しています。地下未

解体部分の一部については、信託受託者が当事者になっている使用貸借契約に基づき、連絡地下通路として第三者の通行の用

に供されていましたが、平成24年３月13日付の信託受託者と受益者（地上権）との間の地上権設定契約に基づき、平成25年５

月２日付で、当該部分の所有権を信託受益権（地上権）の受託者に無償譲渡しています。また、その他の地下未解体部分は全

て解体済みです。 
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サイエンスプラザ・四番町プラザ（物件番号：事務所Ａ－24）

立地条件
東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩５分、ＪＲ総武線「市ヶ谷」駅徒歩６分、 

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩８分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,660百万円

信託期間 平成17年３月24日～平成35年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 コトーネ・キャピタル有限会社 取得年月日 平成25年12月６日

土地
所在 東京都千代田区四番町９番６ほか（地番） 地積

全体敷地

（注１）
5,289.01㎡

持分対応 1,174.32㎡

所有形態（注３） 敷地の一部の所有権 用途地域 第二種住居地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付12階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
24,560.36㎡

専有部分

の持分面積
3,213.95㎡

所有形態（注４）

区分所有権・

区分所有権(共有：持分割合1.8％)・

区分所有権(共有：持分割合37.8％)

竣工年月 平成７年２月

不動産管理会社

（注５）
安田不動産株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）全体敷地は７筆からなり、そのうち２筆を信託受託者が所有し、他の５筆については、他の区分所有者及び共有者が所有しています。

なお、本建物と敷地の管理使用に関する区分所有者相互間の事項を定めた規約等には、敷地を相互に無償で利用できる旨の規定があり

ます。 

（注４）他の区分所有者及び共有者：独立行政法人科学技術振興機構、日本生命保険相互会社。建物の所有形態は、①事務所：１階の一部、２

階の一部、４階の一部、５階の区分所有権、②住居：６階の一部、７～10階の区分所有権、③倉庫：地下１階の一部の区分所有権の共

有（共有持分割合：1.8％、他の共有者：独立行政法人科学技術振興機構）、④倉庫：地下１階の一部の区分所有権の共有（共有持分

割合：37.8％、他の共有者：日本生命保険相互会社）となっています。 

（注５）平成27年９月１日付で、不動産管理会社を安田不動産株式会社から野村不動産パートナーズ株式会社に変更しています。 

［特記事項］１．本建物は、区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、専有部

分と敷地利用権及び共有部分の共有持分とを分割して処分できないこと、敷地利用権又は共有部分につき分割請求できないこ

と、本件敷地又は本件建物に対する権利を譲渡する場合には、第三者に優先して他の区分所有者に対し、書面により譲渡を申

し出なければならないこと等が定められています。    

２．本建物の建築に当たっては、当時の本土地の所有者３社の間で「余剰容積利用及び承諾に係る契約書」（契約期間：平成５年

３月18日から満60年間）が締結されており、市街地住宅総合設計制度の適用により、建築基準法に基づく通常の容積に対して

割増された容積（但し、駐車場等容積率に参入されない部分を除きます。）のうち、一定の方法により計算した容積を他の所

有者が利用することが定められています。なお、同契約においては、契約期間満了時に建物が存在する場合には、期間の更新

の可否を含む必要な事項について、区分所有者３社で協議の上、これを決定することとされています。 

３．北側隣接地所有者が所有するブロック塀の一部が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と覚書を締結してお

り、①越境の事実の確認、②建物の新築改築時または塀の新設改修時における越境の解消及び③第三者へ譲渡する場合につい

ての継承について確認しています。 

４．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である信託受託者は、かかる公開空地を一般に開放し、適正に維

持・管理する義務を負っています。 
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芝大門センタービル（物件番号：事務所Ａ－25）

立地条件
都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門」駅徒歩３分、都営地下鉄三田線「御成門」駅徒歩４分、 

ＪＲ山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩９分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格
(1)3,420百万円

(2)  800百万円

信託期間 平成17年６月７日～平成35年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先
    (1)コトーネ・キャピタル有限会社

    (2)個人

取得年月日

（注１）

(1)平成25年12月６日

(2)平成26年７月30日

土地

所在 東京都港区芝大門一丁目10番11号 地積

全体敷地

（注２）
1,915.50㎡

持分対応 1,228.39㎡

所有形態（注４）

敷地の一部の所有権・

敷地の一部の所有権（共有：持分割合27.7％）・

敷地の一部の所有権（共有：持分割合24.9％）

用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付10階建

延床

面積

一棟全体

（注３）
11,419.93㎡

専有面積 5,285.89㎡

所有形態（注５） 区分所有権 竣工年月 平成５年７月

不動産管理会社

（注６）
安田不動産株式会社 用途 事務所

（注１）本投資法人は、(1)平成25年12月６日に本物件の一部を信託財産とする信託受益権をコトーネ・キャピタル有限会社より取得した後、

(2)平成26年７月30日に個人の所有する土地及び土地の共有持分並びに建物の専有部分を不動産の形態により追加取得し、同日付で信

託受託者との間で当該不動産を追加信託する追加信託契約を締結したことにより、併せて信託受益権として、現在は保有しています。 

（注２）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。）    

（注３）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注４）全体敷地は14筆からなり、本投資法人はそのうち11筆を信託受託者が所有し、うち703番９については東日本高速道路株式会社と共有

（共有持分割合27.7％）し、また、703番１については個人と共有（共有持分割合24.9％）しています。他の３筆については、他の区

分所有者が所有しています。なお、本建物と敷地の管理使用に関する区分所有者相互間の事項を定めた規約等には、敷地を相互に無償

で利用できる旨の規定があります。 

（注５）他の区分所有者：東日本高速道路㈱ほか１名。建物の所有形態は、１階の一部、２階、４階～８階、地下１階の一部の区分所有権とな

っています。 

（注６）平成27年９月１日付で、不動産管理会社を安田不動産株式会社から野村不動産パートナーズ株式会社に変更しています。 

［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約において区分所有者が区

分所有権を譲渡する際には、他の区分所有者に対して第三者に優先して譲渡の申出をしなければならないこと、専有部分と共

用部分の共有持分及び本建物の敷地利用権を相互に分離して処分できないこと等が定められています。 

２．南西側隣接地よりコンクリートタタキの一部が本土地に越境しています。また、本建物の金属製扉の一部が南西側隣接地に越

境しています。これらについては、隣接地所有者と覚書を締結しており、①越境の事実の確認、②将来越境物を改修する際の

越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

３．北西側隣接地よりコンクリート製擁壁及びブロック塀の一部が本土地に越境しています。これらについては、隣接地所有者と

覚書を締結しており、①越境の事実の確認、②将来越境物を改修する際の越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継

について確認しています。 

４．北側隣接地よりネットフェンスが本土地に越境しています。これらについては、隣接地建物所有者と覚書を締結しており、①

越境の事実の確認、②将来建物を撤去する又は越境物を改修する際の越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継につ

いて確認しています。 

５．北側隣接地よりアスファルト舗装が本土地に越境しています。これらについては、隣接地所有者と覚書を締結しており、①越

境の事実の確認、②将来越境物を改修する際の越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 
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ＪＰＲ渋谷タワーレコードビル（物件番号：商業施設Ａ－１）

立地条件 ＪＲ山手線・東急線・東京メトロ・京王線「渋谷」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 12,000百万円

信託期間 平成15年６月30日～平成30年６月30日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 みずほ信託銀行株式会社 取得年月日 平成15年６月30日

土地
所在 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 地積

全体敷地 1,010.47㎡

持分対応 1,010.47㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根

地下３階付８階建

延床

面積

一棟全体 8,449.56㎡

持分対応 8,449.56㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成４年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．本物件は本不動産取得と同日付で信託設定を行い、信託受益権として保有しています。 

 

ＪＰＲ代官山（物件番号：商業施設Ａ－２） 

立地条件 東急東横線「代官山」駅徒歩１分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 2,160百万円

取得先 株式会社尚光商会 取得年月日 平成16年10月５日

土地

所在 東京都渋谷区代官山町20番５号 地積
全体敷地 277.12㎡

持分対応 277.12㎡

所有形態 所有権 用途地域
第二種中高層

住居専用地域

建物

構造と階数
鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付２階建

延床

面積

一棟全体 668.09㎡

持分対応 668.09㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成14年７月

不動産管理会社 ジョーンズラングラサール株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．本土地のうち東側道路部分（竣工図上36.07㎡）は、建築基準法第42条第２項に基づく道路に指定されており、また、当該道路

には、これを使用している土地又は建物の所有者のガス・水道・電気等の共用管が埋設されています。 

２．南側隣接地よりブロック塀が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と確認書を締結しており、①越境の事実の

確認、②ブロック塀の建替え工事を行う場合の越境状態の解消及び③第三者に土地譲渡した場合の本確認書の承継について確

認しています。 

 

ＪＰＲ神宮前４３２（物件番号：商業施設Ａ－３） 

立地条件 東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅徒歩３分、ＪＲ山手線「原宿」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 4,275百万円

信託期間 平成17年３月４日～平成37年３月31日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 有限会社オー・エム・シー・ビー開発 取得年月日 平成18年３月24日

土地
所在 東京都渋谷区神宮前四丁目32番13号

地積

 

全体敷地 198.10㎡

持分対応 198.10㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付７階建

延床

面積

一棟全体 1,066.81㎡

持分対応 1,066.81㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成18年２月

不動産管理会社 ジョーンズラングラサール株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．都市計画道路（明治通り）の事業対象地の東京都への譲渡（平成21年12月21日契約、平成22年６月１日引渡し）に伴い、本建

物は容積率超過、いわゆる既存不適格建築物となっています。再建築の際には、現況の延床面積を確保することができない可

能性があります。 
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新宿三丁目イーストビル（物件番号：商業施設Ａ－４）

立地条件 都営地下鉄新宿線「新宿三丁目」駅徒歩１分、東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産 取得価格
(1)  540百万円

(2)2,200百万円

取得先

(1)大成建設株式会社

(2)株式会社ディーアンドエムホール 

ディングス

取得年月日
(1)平成19年３月14日

(2)平成20年４月24日

土地

所在 東京都新宿区新宿三丁目１番26号 地積

全体敷地

（注１）
2,578.69㎡

持分対応
(1)70.33㎡

(2)11.56㎡

所有形態
(1)敷地の一部の所有権

(2)敷地の一部の所有権・賃借権
用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート造陸屋根

地下３階付14階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
24,617.65㎡

専有部分

の持分面積

(1) 474.50㎡

(2)1,853.64㎡

所有形態（注３）
(1)区分所有権（共有：持分割合4.3％）

(2)区分所有権（共有：持分割合16.7％）
竣工年月 平成19年１月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

本建物の敷地は登記簿上10筆ですが、実際には12筆からなり、そのうち２筆が本投資法人の所有部分です。他の10筆はそれぞれ本建物

の他の区分所有者が所有しており、本投資法人は、そのうち１筆を賃借しています。全体敷地には12筆の面積の合計を記載していま

す。 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）他の共有者：株式会社三越伊勢丹、東映株式会社、東京商工会議所。本不動産は区分所有建物の専有部分の共有持分及びその敷地の所

有権並びに賃借権です。 

（注４）本投資法人が本不動産につき平成19年３月14日に取得した部分については、テナントの敷金返還請求権を担保する目的で抵当権が設定

されていますが、平成20年４月24日に取得した部分については、抵当権は設定されていません。 

［特記事項］ １．本建物は区分所有建物であり、かつ、本投資法人は区分所有権を共有することから、本投資法人は「新宿三丁目イーストビ

ル管理規約」及び「新宿三丁目イーストビル店舗床の共有に関する協定書」等の適用を受けます。なお、同規約において

は、共用部分等につき分割請求できないこと等が、同協定書においては区分所有権又は共有持分を譲渡しようとする場合に

は、共有者又は区分所有者間でお互いに他の共有者又は他の区分所有者に優先的買受権を付与すること等が、それぞれ定め

られています。 

２. 本土地の一部に関して、東京都を権利者とする区分地上権が２か所設定されており、その主な内容は次のとおりです。 

    ①  面積：ａ.20.25㎡、ｂ.18.02㎡ 

    ② 区分地上権設定の目的：ａ.地下高速電車事業施設所有、ｂ.鉄道敷設 

    ③ 区分地上権設定の範囲：ａ.ｂ.東京湾平均海面の上26.71ｍ以下 

    ④ 存続期間：ａ.設定の日から地下高速電車事業施設存続期間中、ｂ.設定の日から鉄道施設存続期間中 

    ⑤ 地代：ａ.ｂ.無料 
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有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア）（物件番号：商業施設Ａ－５） 

立地条件 ＪＲ山手線・京浜東北線・東京メトロ有楽町線「有楽町」駅至近 

特定資産の種類 不動産 取得価格 3,400百万円

取得先 大成建設株式会社 取得年月日 平成20年８月27日

土地
所在 東京都千代田区有楽町二丁目７番１号 地積

全体敷地

（注１）
6,808.12㎡

持分対応   130.79㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合1.9％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下４階付20階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
71,957.65㎡

専有部分

の持分面積
 1,087.63㎡

所有形態（注３） 区分所有権（共有：持分割合4.3％） 竣工年月 平成19年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）他の共有者：株式会社丸井ほか４名。本不動産は区分所有建物の専有部分の共有持分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］ １．本建物は区分所有建物であり、本投資法人は本建物における規約等の適用を受けます。同規約においては、共用部分等につ

き分割請求できないこと、区分所有者は専有部分と共用部分の共有持分とを分離して処分することができないこと等が定め

られています。 

 

アルカイースト（物件番号：事務所Ｂ－１）

立地条件 ＪＲ総武線「錦糸町」駅至近、東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅直結 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 5,880百万円

信託期間 平成13年11月16日～平成33年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 東京建物株式会社 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号 地積

全体敷地

（注１）
3,755.01㎡

持分対応 1,542.58㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合41.1％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下３階付19階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
34,281.86㎡

専有面積  6,911.25㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成９年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：東日本旅客鉄道株式会社ほか24名。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本建物は、区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、アルカ

イーストの区分所有者との間で、互いに所有建物を譲渡する場合には優先的買取権を付与する規定があります。また、同規約

においては、敷地又は共用部分等の分割請求ができないこと、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分で

きないことなどが定められています。 
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ＪＰＲ千葉ビル（物件番号：事務所Ｂ－２） 

立地条件 ＪＲ総武線「千葉」駅徒歩５分、京成電鉄「千葉中央」駅徒歩７分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,350百万円

信託期間 平成13年12月13日～平成33年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社フォレスト・グリーン 取得年月日 平成13年12月13日

土地
所在 千葉県千葉市中央区新町１番７ほか（地番） 地積

全体敷地 1,382.35㎡

持分対応 1,382.35㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付13階建

延床

面積

一棟全体 9,072.57㎡

持分対応 9,072.57㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成３年１月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．南西側隣地所有者が所有する建物の換気フードが本土地に越境しています。これについては隣地所有者と確認書を締結してお

り、①越境の事実の確認、②後日当該建物の建替・改築等をする際の越境物の撤去及び③第三者に譲渡した場合についての承

継について確認しています。 

 

ＪＰＲ横浜日本大通ビル（物件番号：事務所Ｂ－３）

立地条件 ＪＲ根岸線・横浜市営地下鉄「関内」駅徒歩11分、横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,927百万円

信託期間 平成13年３月16日～平成33年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 神奈川県横浜市中区日本大通17番（地番） 地積

全体敷地 1,100.59㎡

持分対応 1,100.59㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付11階建

延床

面積

一棟全体 9,146.52㎡

持分対応 9,146.52㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成元年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

 

新横浜第二センタービル（物件番号：事務所Ｂ－５）

立地条件 ＪＲ横浜線・東海道新幹線「新横浜」駅徒歩５分、横浜市営地下鉄「新横浜」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格
(1) 920百万円

(2) 570百万円

信託期間 平成12年３月28日～平成35年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先
(1) 光正商事株式会社

(2) 非開示（国内の特別目的会社）
取得年月日（注）

(1) 平成14年９月25日

(2) 平成25年３月28日

土地
所在

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目

19番５ほか（地番）
地積

全体敷地 841.71㎡

持分対応 841.71㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付12階建

延床

面積

一棟全体 7,781.93㎡

持分対応 7,781.93㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成３年８月

不動産管理会社 野村不動産パートナーズ株式会社 用途 事務所

 （注）本投資法人は、平成14年９月25日に光正商事株式会社の共有持分を不動産の形態により取得し、平成25年３月28日に国内の特別目的会

社の共有持分を不動産信託受益権の形態により取得し、一棟全体の土地建物を保有しています。なお、平成25年３月28日付で信託受託

者との間で前者の不動産を目的とする追加信託契約を締結したことにより、現在は一つの不動産信託受益権となっています。 
［特記事項］１．本不動産は、「新横浜北部地区街づくり協議区域（都心業務商業ゾーン）」に存しており、当該区域においては建築物等の建

築について行政機関との事前協議が必要となります。 
２．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である本投資法人は、かかる公開空地を一般に開放し、適正に維

持・管理する義務を負っています。 
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川口センタービル（物件番号：事務所Ｂ－６） 

立地条件 ＪＲ京浜東北線「川口」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 8,100百万円

信託期間 平成12年７月14日～平成36年２月29日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 九段川特定目的会社 取得年月日 平成16年２月13日

土地
所在 埼玉県川口市本町四丁目１番８号 地積

全体敷地

（注１）
4,524.61㎡

持分対応 3,924.68㎡

所有形態（注１） 所有権・所有権（共有：持分割合86.5％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付15階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
28,420.85㎡

専有面積 15,401.91㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成６年２月

不動産管理会社 野村不動産パートナーズ株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。）。なお、全体敷地は３筆からなり、そのうち２筆は区分所有者との共有

（持分割合：86.5％、持分対応面積3,845.35㎡）であり、１筆（25番11：79.33㎡）は単独所有です。 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：独立行政法人科学技術振興機構。本信託不動産は区分所有建物の専有部分の共有持分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．一部隣地所有者が所有する建物の一部・工作物等が本土地に越境しています。これについては、一部を除き、各隣地所有者等

と確認書を締結しています。 

２．本土地の一部に公開空地が設置されており、公開空地所有者である信託受託者は、かかる公開空地（アトリウムを含みま

す。）を一般に開放し、適正に維持・管理する義務を負っています。 

３．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、敷地の分

割請求ができないこと、専有部分・共用部分持分・敷地の共有持分を分離して処分できないこと等が定められています。ただ

し、専有部分と敷地の分離処分については、敷地権の登記がなされていないため、善意で分離処分を受けた第三者には分離処

分の無効を主張できません。 

４．吹付けアスベスト材等の使用個所及び対応状況 

サンプリング調査の結果、専有部天井内の梁、空調機械室内に吹付けアスベスト材等が使用されていることが判明したため、

専門機関である環境リサーチ株式会社にて、目視調査及び空気中の石綿浮遊粉じん測定を実施しました。使用されている吹付

け材は湿式で、表面の繊維の毛羽立ちや経年劣化などは見られず、安定状態といえることが確認され、また、石綿浮遊粉じん

測定の結果、全ての測定ポイントでアスベストの飛散は確認されませんでした（「公共建築改修工事標準仕様 建築工事編

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」に基づく定量下限である0.5ファイバー／リットル未満）。今後、適宜、目視調査

等を実施し、引き続き状況を注視していきます。 

 

ＪＰＲ上野イーストビル（物件番号：事務所Ｂ－７）

立地条件 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 3,250百万円

取得先 電友ビルディング株式会社ほか 取得年月日 平成16年３月１日

土地
所在 東京都台東区松が谷一丁目３番５号 地積

全体敷地 1,242.97㎡

持分対応 1,242.97㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付８階建

延床

面積

一棟全体 8,490.44㎡

持分対応 8,490.44㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成４年10月

不動産管理会社

（注）
安田不動産株式会社 用途 事務所

（注）平成27年９月１日付で、不動産管理会社を安田不動産株式会社からジョーンズラングラサール株式会社に変更しています。 

［特記事項］１．東側隣地所有者等が所有する工作物の一部が本土地に越境しています。これについては各隣地所有者等と確認書を締結してお

り、①越境の事実の確認、②将来当該越境物を改築等する際の修正及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認していま

す。 
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立川ビジネスセンタービル（物件番号：事務所Ｂ－８） 

立地条件 ＪＲ線「立川」駅徒歩５分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格
(1)  888百万円

(2) 2,300百万円

信託期間（注１） 平成16年８月30日～平成36年８月30日 信託受託者 三井住友信託銀行

取得先
(1) 野村不動産株式会社

(2) 東京建物株式会社

取得年月日

（注２）

(1) 平成17年９月30日

(2) 平成19年２月28日

土地
所在 東京都立川市曙町二丁目38番５号 地積

全体敷地

（注３）
2,047.22㎡

持分対応 955.43㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合46.7％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付12階建

延床

面積

一棟全体

（注４）
14,706.36㎡

専有面積 4,812.21㎡

所有形態（注５） 区分所有権 竣工年月 平成６年12月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）信託期間は平成26年５月30日付で締結された不動産管理処分信託契約書に関する変更契約書に基づく期間を記載しています。 

（注２）(1)の取引時において土地（299番）の所有権の共有持分（16.9％）と建物（４階及び５階部分）の区分所有権を信託する不動産信託受

益権を、(2)の取引時において土地（299番）の所有権の共有持分（29.7％）と建物（８～10階及び11階の一部）の区分所有権をそれぞ

れ取得していましたが、平成26年７月１日付で(2)の不動産の追加信託を行い、現在は信託受益権のみを保有しています。 

（注３）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注４）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注５）他の区分所有者：多摩信用金庫ほか２名。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本建物は、区分所有建物であり、信託受託者は本建物における規約等の適用を受けます。また、同規約においては、敷地及び

共用部分につき分割請求できないこと、専有部分と敷地及び共用部分の共有持分とを分離して処分できないこと等が定められ

ています。 

 

ライズアリーナビル（物件番号：事務所Ｂ－９）

立地条件 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅直結、ＪＲ線「池袋」駅徒歩10分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 5,831百万円

取得先 大成建設株式会社 取得年月日 平成19年３月22日

土地
所在 東京都豊島区東池袋四丁目５番２号 地積

全体敷地

（注１）
9,377.28㎡

持分対応 1,492.41㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合15.9％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

（注３）

鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄骨造陸屋根

地下３階付42階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
91,280.94㎡

専有部分

の持分面積
5,972.42㎡

所有形態（注４）
区分所有権・

区分所有権（共有:持分割合95.5％）
竣工年月 平成19年１月

不動産管理会社 大成有楽不動産株式会社 用途 事務所

（注１）住宅棟を含む再開発全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）住宅棟を含む延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）住宅棟を含め一棟として登記しており、業務棟部分は地下２階付15階建です。 

（注４）他の区分所有者：みずほ信託銀行株式会社ほか２名。本不動産は区分所有建物の専有部分及び専有部分の共有持分並びにその敷地の共

有持分です。 

［特記事項］１．他の区分所有者及び区分所有権の共有者との間で「一括運用に関する協定書」を締結しています。同協定書において、区分所

有者及び区分所有権の共有者は、区分所有権又は共有持分の全部又は一部を第三者に譲渡しようとするときは、第三者に優先

して、事前に他の区分所有者及び区分所有権の共有者に対し、書面にて譲渡申入れの通知を行うこと等が定められています。 
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ゆめおおおかオフィスタワー（物件番号：事務所Ｂ－10） 

立地条件 京浜急行「上大岡」駅、横浜市営地下鉄「上大岡」駅直結 

特定資産の種類 不動産 取得価格 6,510百万円

取得先 横浜市 取得年月日 平成19年７月10日

土地
所在 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 地積

全体敷地

（注１）
12,011.00㎡

持分対応 2,368.94㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合19.7％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート造陸屋根

地下３階付27階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
185,974.87㎡

専有面積 14,196.02㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成９年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：横浜市、京浜急行電鉄株式会社ほか11名。本不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

 

オリナスタワー（物件番号：事務所Ｂ－11）

立地条件 ＪＲ総武線「錦糸町」駅徒歩５分、東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 31,300百万円

取得先
土地：東京建物株式会社

建物：錦糸町プロジェクト特定目的会社
取得年月日 平成21年６月29日

土地
所在 東京都墨田区太平四丁目１番３号 地積

全体敷地

（注１）
27,335.29㎡

持分対応 6,518.66㎡

所有形態 敷地の一部の所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

（注３）

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・

鉄骨造陸屋根

地下２階付45階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
257,842.41㎡

専有面積 23,692.60㎡

所有形態

（注４）（注５）
区分所有権 竣工年月 平成18年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）商業棟、住宅棟を含む全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

       全体敷地は７筆からなり、そのうち１筆が本投資法人の所有部分です。他の６筆については、他の区分所有者が所有しています。 

（注２）商業棟、住宅棟を含む全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）建物の構造と階数は商業棟、住宅棟を含めた登記上の表示であり、業務棟は地下２階付地上31階建となります。 

（注４）建物の所有形態は、業務棟の１階、５階～18階の区分所有権となっています。 

        他の区分所有者：三井住友信託銀行株式会社（業務棟のみ） 

（注５）上記階数は登記上の表示であり、館内表示上は１階、４階～17階となります。 

［特記事項］１．本不動産は、東京都都市計画特定街区「太平四丁目特定街区」及び墨田区の「錦糸町公園周辺地区地区計画」に基づき整備さ

れた施設建築物・敷地であり、業務棟・商業棟・住宅棟から構成されています。本投資法人は、業務棟の区分所有者として

「オリナス業務商業管理規約」等の適用を受けるほか、全体敷地のうち、住宅棟による個別の管理対象部分を除いた部分の管

理運営等を定めた「ｏｌｉｎａｓ管理規約」等の適用を受けます。なお、「ｏｌｉｎａｓ管理規約」において専有部分と敷地

及び共用部分等の共用持分とを分離して処分できないことなどが定められています。 
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東京建物横浜ビル（物件番号：事務所Ｂ－12） 

立地条件 ＪＲ線・京浜急行本線・東急東横線・横浜市営地下鉄・相模鉄道本線「横浜」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,000百万円

取得先 東京建物株式会社 取得年月日 平成22年12月27日

土地
所在 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番10号 地積

全体敷地 1,110.28㎡

持分対応 1,110.28㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 8,772.51㎡

持分対応 8,772.51㎡

所有形態 所有権 竣工年月 昭和56年５月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．西側隣接地よりコンクリート造縁石が本土地に越境しており、また、本土地のレンガ造塀が西側隣接地に越境しています。こ

れらについては、隣地所有者と確認書を締結しており、①越境の事実の確認、②将来の越境状態の解消及び③第三者に譲渡し

た場合の承継について確認しています。 

２．横浜市長より「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定（認定番号:建建指第111号/認定年月日:平成15年９月16

日）を取得し、認定された計画に基づき耐震改修工事を実施済です。 

 

大宮プライムイースト（物件番号：事務所Ｂ－13）

立地条件 ＪＲ京浜東北線・高崎線・宇都宮線・東北新幹線・上越新幹線ほか「大宮」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 6,090百万円

信託期間 平成21年１月30日～平成35年３月20日 信託受託者 三井住友信託銀行

取得先 非開示（国内の事業会社） 取得年月日 平成25年３月22日

土地
所在

埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目

１番１ほか（地番）
地積

全体敷地 2,268.09㎡

持分対応 2,268.09㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数 鉄骨造陸屋根９階建
延床

面積

一棟全体 9,203.98㎡

持分対応 9,203.98㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成21年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．本土地のうち、東側道路部分（40.82㎡）は、建築基準法第42条第２項に基づく道路に指定されています。 
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田無アスタ（物件番号：商業施設Ｂ－１）

立地条件 西武新宿線「田無」駅近接 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 10,200百万円

信託期間 平成13年３月16日～平成33年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 東京都西東京市田無町二丁目１番１号 地積

全体敷地

（注１）
12,326.30㎡

持分対応  5,183.52㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合42.1％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付17階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
80,675.27㎡

専有部分

の持分面積
20,727.97㎡

所有形態（注３） 区分所有権（共有：持分割合52.9％） 竣工年月 平成７年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び本件で共有の対象となっている区分所有建物の専有部分（以下「本件専有部分」といいま

す。）の他の共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び本件専有部分の他の共有者の持分を含みます。） 

（注３）本信託不動産は本件専有部分の共有持分及びその敷地の共有持分です。本信託不動産に含まれる本件専有部分の共有持分割合は、１億

分の52,878,016となっており、本件専有部分全体が敷地に対して有する持分割合（敷地権割合）は１億分の79,527,446であるので、本

信託建物が敷地全体に対して有する持分割合（敷地権割合）は、１億分の42,052,535となります。本件専有部分には他の共有者として

株式会社アスタ西東京ほか45名がいます。本件専有部分以外の区分所有の対象となる専有部分は住宅棟、銀行店舗を含む店舗、駐車場

となっており、東京都住宅供給公社ほか111名の区分所有者がいます。駐車場部分は西東京市ほか３名の共有になっています。 

［特記事項］１．本信託不動産は、田無都市計画田無駅北口地区第一種市街地再開発事業により整備された施設建築物・敷地であり、当該事業

のなかで施設建築物及び敷地の範囲は確定されています。したがって、本土地に関して境界確認書は取得されておらず、ま

た、本信託不動産に係る信託契約又は本不動産信託受益権の取得にあたり改めて測量は行っていません。 

２．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。また、本件専有部分の使用、管理、

運営等について、共有者間での意思決定を行うための機関としてASTA（アスタ）共有者協議会が設置され、同協議会会則が制

定されています。信託受託者もかかる協議会に加入し、同協議会会則の適用を受けます。なお、同協議会会則には、本件専有

部分の共有持分の譲渡に関して、他の共有者に優先買取権を付与する規定があり、また、共有者間で共有物の不分割特約が合

意されています（ただし、当該不分割特約の登記はなされていません。）。更に、同協議会会則には、共有者は共有持分形態

を区分所有に変更してはならないこと、共有者が店舗床を譲渡するときは管理会社の事前の書面による同意が必要であること

も規定されています。 

３．本件専有部分の東側は合同会社西友が使用していますが、この専有使用部分は平成７年１月18日付の田無市（現西東京市）と

株式会社西友（現合同会社西友）との建物賃借契約に基づく部分（以下、この部分を「本件専用使用部分」といいます。）

と、それ以外の部分（以下、「他共有者専用使用部分」といいます。）から構成されています。本件専用使用部分に対応して

いる上記建物賃貸借契約は、当初委託者たる安田生命保険相互会社が本件専用使用部分の共有持分を購入すると同時に平成７

年２月10日付で田無市から当初委託者に承継されました。当初委託者は平成７年２月10日に、本件専用部分の他の共有者であ

る個人地権者全員から当該個人地権者が有する共有持分を一括して借受けている株式会社アスタ西東京との間で、本件専用使

用部分と他共有者専用使用部分について、それぞれ相手方の専用使用権を認める契約を締結しています。本信託不動産に係る

信託受託者は、上記建物賃貸借契約上の賃貸人としての地位及び専用使用契約上の地位を承継しています。信託受託者は本件

専用使用部分を上記建物賃貸借契約に基づき合同会社西友に賃貸しており、株式会社アスタ西東京は他共有者専用使用部分の

一部を合同会社西友に賃貸しています。なお、株式会社アスタ西東京は他共有者専用使用部分を合同会社西友以外の専門店へ

も賃貸しており、本件専有部分は合同会社西友及び専門店から構成される商業ゾーンとなっています。上記の共有物に関する

専用使用権の設定は共有者間における共有物の管理方法又は処分方法の合意と考えられますが、それぞれの専用使用権の範囲

は区分所有建物専有部分のように物理的に区分されているわけではありません。 

したがって、信託受託者と合同会社西友との現状の建物賃貸借契約上の専用使用状況が変更される場合等には、株式会社アス

タ西東京と協議する必要があります。なお、株式会社アスタ西東京は田無市から約半数（400分の196）の出資を得て設立され

た田無都市開発株式会社から商号変更した法人であり、本件専有部分の共有者であり、本建物全体の管理会社でもあります。 

４．当初委託者は上記建物賃貸借契約上の貸室の一部を日本中央競馬会に転貸することを承認しており、信託受託者もその関係を

前提として上記賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継しています。 
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キュポ・ラ本館棟（物件番号：商業施設Ｂ－３） 

立地条件 ＪＲ京浜東北線「川口」駅徒歩１分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 2,100百万円

取得先 大成建設株式会社 取得年月日 平成18年３月31日

土地
所在 埼玉県川口市川口一丁目１番１号 地積

全体敷地

（注１）
15,008.28㎡

持分対応 1,100.74㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合7.3％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 

陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺 

地下２階付10階建 

延床

面積

一棟全体

（注２）
48,321.96㎡

専有面積 5,870.33㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成18年１月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）住宅棟を含む再開発地域全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟（キュポ・ラ本館棟のみ）全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：川口市ほか19名（キュポ・ラ本館棟のみ）。本不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本不動産は、川口１丁目１番第一種市街地再開発事業により公共施設と一体的に整備されており、当該事業の中で本不動産の

敷地と公共施設敷地との区分について確定されています。したがって、公共施設との間の境界確認書はあらためて取得されて

いません。 

２．本不動産は、再開発事業により整備された施設建築物・敷地であり、本館棟・分譲住宅棟・賃貸住宅棟から構成されていま

す。本投資法人は、キュポ・ラ本館棟の区分所有者として「キュポ・ラ本館棟管理規約」等の適用を受けるほか、再開発敷地

のうち各棟による個別の管理対象部分を除いた部分の管理運営等を定めた「キュポ・ラ団地管理規約」等の適用を受けます。

なお、「キュポ・ラ本館棟管理規約」において、専有部分の譲渡・貸与に際し、あらかじめ書面にて管理者に届け出ることが

義務付けられています。また、共用部分の分割請求ができないこと、専有部分と共用部分の共有持分とを分離して処分できな

いことが定められています。 

 

ＪＰＲ武蔵小杉ビル（物件番号：商業施設Ｂ－４）

立地条件 ＪＲ南武線・東急東横線「武蔵小杉」駅徒歩２分、ＪＲ横須賀線「武蔵小杉」駅徒歩７分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,260百万円

取得先 株式会社東京機械製作所 取得年月日 平成18年９月28日

土地
所在

神奈川県川崎市中原区小杉町三丁目

420番１ほか（地番）
地積

全体敷地 4,761.62㎡

持分対応 4,761.62㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根

地下１階付６階建

延床

面積

一棟全体 18,394.32㎡

持分対応 18,394.32㎡

所有形態 所有権 竣工年月 昭和58年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．本建物の賃借人との間で「建物賃貸借についての協定書」を締結しています。同協定書において、本投資法人が本建物を他に

譲渡その他の処分をする場合には、事前にその旨賃借人に通知するものとされ、賃借人が譲受を希望したときは、同一条件

で、他の者（本投資法人の関連会社を除きます。）に優先して、賃借人に買受けをさせること等が定められています。 

２．本土地の北側に隣接地の小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業（都市計画決定：平成26年２月12日）に伴う区画道路

（計画幅員：６m）が新設され、本土地のうち4.53㎡（地番420番６・420番７）が区画道路の隅切り部分となる予定です。隅切

り部分は、平成27年７月に分筆登記が完了しており、平成28年度に小杉町３丁目東地区市街地再開発組合（設立：平成27年２

月16日）へ譲渡する予定です。 

 

- 104 -



武蔵浦和ショッピングスクエア（物件番号：商業施設Ｂ－５） 

立地条件 ＪＲ埼京線・武蔵野線「武蔵浦和」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 4,335百万円

信託期間 平成17年11月１日～平成29年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社武蔵浦和リテール・プロパティ 取得年月日 平成19年３月19日

土地

所在 埼玉県さいたま市南区別所七丁目３番１号 地積
全体敷地 8,317.99㎡

持分対応 4,159.00㎡

所有形態（注１）

所有権

（不動産信託受益権（準共有：持分割合 

50.0％））

用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨造陸屋根

地下１階付４階建

延床

面積

一棟全体 28,930.36㎡

専有部分

の持分面積
14,465.18㎡

所有形態

（注１）（注２）

区分所有権

（不動産信託受益権（準共有：持分割合 

50.0％））

竣工年月 平成17年10月

不動産管理会社

（注３）
新日鉄興和不動産株式会社、東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）他の準共有者：トップリート投資法人 

（注２）本建物は一棟全体が区分所有建物として登記されており、その区分所有権の全部が本不動産信託受益権の対象になっています。 

（注３）本信託不動産は新日鉄興和不動産株式会社と東京建物株式会社が共同してプロパティ・マネジメント業務を行います。 

［特記事項］１．他の準共有者との間で「受益者間協定書」等を締結しています。同協定書において、他の準共有者の準共有持分に関し優先買

取権を付与する規定、準共有物の不分割特約（ただし、登記はなされていません。）についての規定等があります。 

２．本建物は、東側隣接地に存する建物（以下「隣接建物」といいます。）とともに一棟の建物として建築確認申請及び完了検査

を受けています。本建物又は隣接建物の修繕、建替え等を行う場合は、隣接建物の管理組合との「建物間協定」等に基づき、

相互に協力し、建築確認申請に同意するものとされています。 
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川崎ダイスビル（物件番号：商業施設Ｂ－６） 

立地条件 京浜急行本線「京急川崎」駅徒歩１分、ＪＲ東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅徒歩５分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格（注１） 15,080百万円

信託期間
(1) 平成19年４月12日～平成29年４月30日

(2) 平成15年８月28日～平成35年８月31日
信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 川崎ダイス特定目的会社 取得年月日 平成19年４月12日

土地

所在
神奈川県川崎市川崎区駅前本町

８番３ほか（地番）
地積

全体敷地

（注２）
4,475.45㎡

持分対応 (1) 2,025.62㎡

所有形態（注４）

(1) 敷地の一部の所有権 

地上権（準共有：持分割合83.8％） 

（不動産信託受益権（準共有：持分割合52.0％）） 

(2) 地上権（準共有：持分割合13.1％） 

（不動産信託受益権（準共有：持分割合12.6％）） 

用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付11階建

延床

面積

一棟全体

（注３）
36,902.01㎡

専有部分

の持分面積

(1) 13,529.76㎡

(2)  395.76㎡

所有形態

（注４）（注５）

(1) 区分所有権 

（不動産信託受益権（準共有：持分割合52.0％）） 

(2) 区分所有権 

（不動産信託受益権（準共有：持分割合12.6％）） 

竣工年月 平成15年８月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注１）不動産信託受益権(1)及び(2)は取得価格においてはそれぞれ区分せず一体として取得しています。 

（注２）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び他の準共有者の持分を含みます。） 

（注３）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び他の準共有者の持分を含みます。） 

（注４）他の準共有者：(1)有限会社ＪＰＴコーポレイト、(2)有限会社ＪＰＴコーポレイト、ほか７法人。本建物の敷地は13筆からなり、その

うち４筆が信託受託者の所有部分です。本信託不動産は区分所有建物の準共有持分及びその敷地の所有権並びに地上権の準共有持分で

す。 

（注５）(1)の建物の所有形態は地下１階から10階（ただし、１階及び２階の一部を除きます。）の区分所有権、(2)の建物の所有形態は地下２

階の区分所有権となっています。 

［特記事項］１．不動産信託受益権(1)について他の準共有者との間で「受益者間協定書」を締結しています。同協定書において、分割請求で

きないこと、準共有持分を譲渡しようとする場合には、他の準共有者の準共有持分に関し優先買取権を付与すること等が定め

られています。 

２．不動産信託受益権(2)について、他の準共有者との間で「川崎ダイスビル地下２階共有者会協定書」を締結しています。同協

定書において、準共有者は、準共有持分と敷地の所有権とを分離して処分することができないこと、準共有持分を譲渡しよう

とする場合には、他の準共有者の準共有持分に関し優先買取権を付与すること等が定められています。 

３．本信託土地について、他の地上権者との間で「地上権設定契約書」を取り交わしています。同契約書において、(i)本建物の

区分所有権、地上権の準共有持分及び本信託土地の所有権（以下「地上権等」といいます。）又は(ii)信託受益権及び本信託

土地の所有権（以下「所有権等」といいます。）を譲渡しようとする場合には、地上権者は、(i)地上権等又は(ii)所有権等

を分離して処分することができないこと、他の地上権者の(i)地上権等又は(ii)所有権等に関し優先買取権を付与すること等

が定められています。 

４．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約の適用を受けます。なお、同規約においては、共用部分等

につき分割請求できないこと、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分することができないこと等が定め

られています。 

５．本土地の一部（８番３）に関して、川崎市との間で、平成15年８月28日付にて地上権設定契約が締結されており、信託受託者

は当初委託者が有していた設定者の地位を承継しています。その主な内容は次のとおりです。 

①地上権設定の目的：地下鉄道敷設 

②地上権設定の範囲：東京湾平均海面の下9.05㎡から東京湾平均海面の下34.00㎡まで 

③存続期間：設定の日から鉄道構造物存続期間中 

④地代：無料 
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新潟駅南センタービル（物件番号：事務所Ｃ－１） 

立地条件 ＪＲ上越新幹線・信越本線「新潟」駅徒歩５分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,140百万円

信託期間 平成13年３月16日～平成33年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 新潟県新潟市中央区米山一丁目24番（地番） 地積

全体敷地

（注１）
2,706.99㎡

持分対応 1,425.54㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合52.7％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付10階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
19,950.42㎡

専有面積 5,444.58㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成８年３月

不動産管理会社 ジョーンズラングラサール株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：株式会社第四銀行ほか個人３名。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本信託不動産は、新潟駅南口第四地区Ｄ３街区第一種市街地再開発事業により整備された施設建築物・敷地であり、当該事業

のなかで施設建築物及び敷地の範囲は確定されています。したがって、本土地に関して境界確認は取得されておらず、また、

本信託不動産に係る信託契約又は本不動産信託受益権の取得にあたり改めて測量は行っていません。 

２．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約において、区分所有権

の賃貸、譲渡等をする場合は、事前に書面での組合への届出が義務付けられています。また、同規約においては、敷地又は共

用部分等の分割請求ができないこと、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分できないことなどが定めら

れています。 

３．信託受託者は、本建物内にある駐車場部分を所有していませんが、他の区分所有者が所有している駐車場部分を優先的に信託

受託者の貸室の賃借人が賃借できることを約した覚書があります。 
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東京建物本町ビル（物件番号：事務所Ｃ－４） 

立地条件 大阪市営地下鉄御堂筋線「本町」駅徒歩３分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 4,150百万円

信託期間 平成13年11月16日～平成33年12月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 東京建物株式会社 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 大阪府大阪市中央区本町三丁目４番８号 地積

全体敷地

（注１）
1,432.64㎡

持分対応  920.79㎡

所有形態（注３） 所有権（共有：持分割合64.3％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下３階付９階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
14,619.52㎡

専有部分の

持分面積
 7,709.76㎡

所有形態（注４）
区分所有権・

区分所有権（共有：持分割合82.9％）
竣工年月 昭和45年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者及び共有者の持分を含みます。） 

（注３）４筆の土地を株式会社みずほ銀行と共有。区分所有建物に関する敷地権の登記はなされていません。 

（注４）建物の所有形態は、①貸室部分 区分所有権（専有部分：地下１階及び地上４階から９階の合計6,921.52㎡）及び②駐車場部分 区分

所有権（専有部分：地下２階、地下３階及び地上１階の合計950.53㎡）（共有：持分割合41分の34（82.9％））となっています。（①

他の区分所有者：株式会社みずほ銀行②他の共有者：株式会社みずほ銀行）。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその共有持

分並びにその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本土地上の付属施設の一部（スプリンクラー専用送水口）及びコンクリートブロック塀が西側隣接地へ越境しています。これ

については隣地所有者と覚書を締結しており、①越境の事実の確認、②後日付属施設の一部を再構築する際の越境の解消及び

③第三者に譲渡した場合の承継について確認しています。 

２．本建物は、昭和44年４月10日付「確認通知書（建築物）」に基づき建築され、昭和45年４月27日付「検査済証」を取得してお

り、建築当時の建築基準関係規定には適合する建築物でした。しかし、現在、容積対象延床面積が指定容積率800％を超過し

ており、既存不適格建築物となっています。再建築の際には、現況の延床面積を確保することができない可能性があります。 

３．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、敷地又は

共用部分等の分割請求ができないこと、専有部分と敷地所有権及び共用部分等の共有持分とを分離して処分できないこと、専

有部分の譲渡に対する他の区分所有者の承諾権、優先買取権などが定められています。ただし、専有部分と敷地の分離処分に

ついては、敷地権の登記がなされていないので、善意で分離処分を受けた第三者には分離処分の無効を主張できません。 

４．大阪市長より「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく認定（認定番号：第１号／認定年月日 平成９年４月25日）

を取得し、認定された計画に基づき耐震改修工事を実施済です。 

５．本信託不動産の変圧器更新工事において、撤去した変圧器２台に「微量のＰＣＢが含有されている」ことが分かりました。法

令に基づき、漏洩を防ぐための容器に入れて建物内に保管するとともに大阪市に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分

状況等届出書（保管事業者用）」を提出しています。 
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ＪＰＲ博多ビル（物件番号：事務所Ｃ－７） 

立地条件 福岡市営地下鉄空港線「祗園」駅至近、ＪＲ鹿児島本線ほか「博多」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,900百万円

信託期間 平成13年３月16日～平成33年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目４番４号 地積

全体敷地 1,214.63㎡

持分対応 1,214.63㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根 

地下１階付12階建 

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葦 

平屋建（駐車場） 

延床

面積

一棟全体 9,828.73㎡

持分対応 9,828.73㎡

所有形態 所有権 竣工年月

昭和60年６月

平成15年11月（駐車場）

増築

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．本土地内に福岡市交通局の福岡市営地下鉄の出入口が設置されており、当初委託者は財産の帰属・維持管理等に関して昭和59

年10月１日付にて福岡市と協定書を締結しています。信託受託者は当初委託者が有していた当該協定書上の地位を承継してい

ます。 

２．本土地内にテナント誘致時の駐車場を確保するために平成15年11月17日に立体駐車場（20台分）を設置済です。なお、取得価

格には駐車場部分の取得価格は含まれていませんが、延床面積には駐車場部分の面積36.82㎡が含まれています。 

 

ＪＰＲ那覇ビル（物件番号：事務所Ｃ－９）

立地条件 ゆいレール「県庁前」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 1,560百万円

信託期間 平成13年３月16日～平成33年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成13年11月16日

土地
所在 沖縄県那覇市松山一丁目１番19号 地積

全体敷地 959.87㎡

持分対応 959.87㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・

鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺

12階建

延床

面積

一棟全体 5,780.71㎡

持分対応 5,780.71㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成３年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

 

損保ジャパン仙台ビル（物件番号：事務所Ｃ－12）

立地条件 ＪＲ東北新幹線・東北本線「仙台」駅徒歩７分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 3,150百万円

信託期間 平成14年６月26日～平成34年６月30日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 安田火災海上保険株式会社 取得年月日 平成14年６月26日

土地
所在 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目７番35号 地積

全体敷地 1,895.67㎡

持分対応 1,895.67㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付12階建及び附属建物

延床

面積

一棟全体 10,783.52㎡

持分対応 10,783.52㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成９年12月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．本信託不動産は、「宮城野通周辺地区計画」の区域内にあり、地区整備計画において用途の制限、敷地面積、壁面後退、建物

の高さが定められており、建替えの際には行政機関との個別協議が必要となります。 
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損保ジャパン和歌山ビル（物件番号：事務所Ｃ－13） 

立地条件 ＪＲ阪和線・紀勢本線・和歌山線「和歌山」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 1,670百万円

信託期間 平成14年６月26日～平成34年６月30日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 安田火災海上保険株式会社 取得年月日 平成14年６月26日

土地
所在

和歌山県和歌山市美園町三丁目31番１ほか

（地番）
地積

全体敷地 1,128.45㎡

持分対応 1,128.45㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺

９階建

延床

面積

一棟全体 6,715.07㎡

持分対応 6,715.07㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成８年７月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

 

天神１２１ビル（物件番号：事務所Ｃ－14）

立地条件
西鉄天神大牟田線「福岡（天神）」駅徒歩３分、福岡市営地下鉄空港線「天神」駅徒歩７分、 

福岡市営地下鉄七隈線「天神南」駅徒歩１分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,810百万円

信託期間 平成14年３月19日～平成34年３月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社クアトロ・キャピタル 取得年月日 平成14年６月21日

土地
所在 福岡県福岡市中央区天神一丁目３番38号 地積

全体敷地

（注１）
1,164.39㎡

持分対応  607.86㎡

所有形態 所有権（共有：持分割合52.2％） 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

13階建

延床

面積

一棟全体

（注２）
8,690.95㎡

専有面積 3,117.09㎡

所有形態（注３） 区分所有権 竣工年月 平成12年７月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

（注１）建物全体の敷地面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注２）建物一棟全体の延床面積（他の区分所有者の持分を含みます。） 

（注３）他の区分所有者：遠山偕成株式会社ほか10名。本信託不動産は区分所有建物の専有部分及びその敷地の共有持分です。 

［特記事項］１．本建物は区分所有建物であり、信託受託者は、本建物における規約等の適用を受けます。なお、同規約においては、区分所有

者は他の区分所有者の区分所有権について優先買取権を有していること、敷地又は共用部分等の分割請求ができないこと、専

有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して処分できないことなどが定められています。また、区分所有者がその専

有部分を第三書に貸与する場合には管理組合の理事会の承認が必要となっています。 

２．本信託不動産は「天神一丁目第２地区地区計画」の区域内にあり、公共空地の設置の義務付けや壁面線の指定を受けていま

す。また、隣接建物の敷地と合わせて一団地の認定を受けています。更に総合設計制度の適用を受け、容積率の緩和を受けて

います。これらの緩和を受けるために公共空地及び公開空地（本信託不動産においては公開空地の一部が公共空地を兼ねてい

ます。）が設置されており、公共空地及び公開空地の所有者である信託受託者は、かかる公共空地及び公開空地を一般に開放

し、適正に維持・管理する義務を負っています。 

 

- 110 -



ＪＰＲ堂島ビル（物件番号：事務所Ｃ－17） 

立地条件 大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 2,140百万円

信託期間 平成16年１月23日～平成36年１月31日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 日本橋興業株式会社 取得年月日 平成16年１月23日

土地
所在 大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目１番23号 地積

全体敷地 668.11㎡

持分対応 668.11㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下２階付９階建

延床

面積

一棟全体 5,696.01㎡

持分対応 5,696.01㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成５年10月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．東側及び北側隣接地より建物の一部・工作物等が本土地に越境しています。これについては各隣地所有者等と確認書を締結し

ており、①越境の事実の確認、②将来当該越境物を改築等する際の修正及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認して

います。 

 

ＪＰＲ博多中央ビル（物件番号：事務所Ｃ－18）

立地条件 ＪＲ鹿児島本線ほか・福岡市営地下鉄空港線「博多」駅徒歩６分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 1,920百万円

信託期間 平成14年11月29日～平成36年６月30日 信託受託者 みずほ信託銀行

取得先 有限会社ビーケーティーリアルティーワン 取得年月日 平成16年６月11日

土地
所在 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目６番12号 地積

全体敷地 680.63㎡

持分対応 680.63㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

８階建

延床

面積

一棟全体 3,874.81㎡

持分対応 3,874.81㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成５年２月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．西側隣接地より建物の一部が本土地に越境しています。これについては各隣地所有者と合意書を締結しており、①当該事実の

確認及び②将来撤去する旨について確認しています。 

２．本建物の西側壁面部分に株式会社ＵＳＥＮ所有・管理のケーブルが設置されていますが、同ケーブルの設置変更並びに撤去が

必要になった場合には株式会社ＵＳＥＮの責任と負担において対応する旨約した「ケーブル設置に関する確認書」が締結され

ています。 

 

ＪＰＲ名古屋伏見ビル（物件番号：事務所Ｃ－19）

立地条件 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅徒歩７分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 4,137百万円

取得先 ユーエフジェイセントラルリース株式会社 取得年月日 平成17年３月22日

土地
所在 愛知県名古屋市中区栄一丁目24番15号 地積

全体敷地 1,610.38㎡

持分対応 1,610.38㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付９階建

延床

面積

一棟全体 10,201.44㎡

持分対応 10,201.44㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成３年３月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

［特記事項］１．北側隣接地より境界フェンスの一部が本土地に越境しています。これについては隣地所有者と覚書を締結しており、①越境の

事実の確認、②修繕・改修あるいは新築等を行う場合の越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認して

います。 

２．本土地の緑石及びフェンスが南側隣接地に越境しています。これについては隣地所有者と覚書を締結しており、①越境の事実

の確認、②修繕・改修あるいは新築等を行う場合の越境状態の解消及び③第三者に譲渡した場合の承継について確認していま

す。 
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薬院ビジネスガーデン（物件番号：事務所Ｃ－20） 

立地条件 西鉄天神大牟田線・福岡市地下鉄七隈線「薬院」駅徒歩約２分 

特定資産の種類 不動産 取得価格 10,996百万円

取得先 薬院ホールディングス特定目的会社 取得年月日 平成24年８月８日

土地
所在 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１番１号 地積

全体敷地 4,348.43㎡

持分対応 4,348.43㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

14階建

延床

面積

一棟全体 22,286.35㎡

持分対応 22,286.35㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成21年１月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 事務所

 

ＪＰＲ梅田ロフトビル（物件番号：商業施設Ｃ－１）

立地条件 ＪＲ「大阪」駅徒歩５分、大阪市営地下鉄・阪急電鉄「梅田」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格
(1) 8,000百万円

(2) 5,000百万円

信託期間 平成15年５月15日～平成35年３月31日 信託受託者 三井住友信託銀行

取得先

(1) クラレ不動産株式会社、株式会社ティー・

エイチ・プロパティーズ 

(2) 日本生命保険相互会社 

取得年月日（注）
(1) 平成15年５月15日

(2) 平成15年７月16日

土地
所在 大阪府大阪市北区茶屋町16番７号 地積

全体敷地 3,518.68㎡

持分対応 3,518.68㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

地下１階付８階建

延床

面積

一棟全体 17,897.56㎡

持分対応 17,897.56㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成２年４月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

（注） 本投資法人は、平成15年５月15日にクラレ不動産株式会社の共有持分及び株式会社ティー・エイチ・プロパティーズの共有持分を不動

産信託受益権の形態により取得し、平成15年７月16日に日本生命保険相互会社の共有持分を不動産信託受益権の形態により取得し、一

棟全体の土地建物を保有しています。 

 

ベネトン心斎橋ビル（物件番号：商業施設Ｃ－３）

立地条件 大阪市営地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅徒歩２分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 5,430百万円

信託期間 平成17年５月30日～平成31年６月12日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 個人 取得年月日 平成17年５月30日

土地
所在 大阪府大阪市中央区南船場四丁目２番11号 地積

全体敷地 609.31㎡

持分対応 609.31㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨造陸屋根

地下２階付10階建

延床

面積

一棟全体 5,303.98㎡

持分対応 5,303.98㎡

所有形態 所有権 竣工年月
平成15年２月

平成17年１月増築

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．北側隣接地よりコンクリート塀の一部が本土地に越境しています。また、本土地より西側隣接地に対し鉄柵の一部が越境して

います。 
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ハウジング・デザイン・センター神戸（物件番号：商業施設Ｃ－４） 

立地条件 ＪＲ神戸線「神戸」駅至近 

特定資産の種類 不動産 取得価格 7,220百万円

取得先 三菱信託銀行株式会社 取得年月日 平成17年９月28日

土地
所在 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目２番２号 地積

全体敷地 3,994.47㎡

持分対応 3,994.47㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数

鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・

ガラス板葺

地下２階付11階建

延床

面積

一棟全体 33,877.71㎡

持分対応 33,877.71㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成６年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

 

ＪＰＲ茶屋町ビル（物件番号：商業施設Ｃ－５）

立地条件 大阪市営地下鉄・阪急電鉄「梅田」駅至近、ＪＲ「大阪」駅徒歩４分 

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価格 6,000百万円

信託期間 平成16年３月29日～平成28年８月31日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

取得先 サターンアセット特定目的会社 取得年月日 平成18年８月30日

土地
所在 大阪府大阪市北区茶屋町２番19号 地積

全体敷地 592.45㎡

持分対応 592.45㎡

所有形態 所有権 用途地域 商業地域

建物

構造と階数
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根

９階建

延床

面積

一棟全体 3,219.36㎡

持分対応 3,219.36㎡

所有形態 所有権 竣工年月 平成６年６月

不動産管理会社 東京建物株式会社 用途 商業施設

［特記事項］１．本書の日付現在、本土地の隣地との境界の一部については、隣地所有者との境界確認書が未締結です。 
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ｃ. 個別物件の収益状況 

 下表については次の方針に従って記載されています。

＜全体情報について＞

・ 本表は当期保有物件の損益情報を掲載しています。

・ 新麹町ビル、福岡ビル、新宿スクエアタワー、ビッグス新宿ビル、芝大門センタービル、新宿三丁目イー

ストビル、新横浜第二センタービル、立川ビジネスセンタービル及びＪＰＲ梅田ロフトビルについては、

複数回にわたって取得していますが、賃貸借情報、損益情報等について区分して管理を行っていないた

め、本表においては区分せずに必要に応じ適宜合算して記載しています。

＜地域区分について＞

・ 地域区分の定義は、次のとおりです。

地域区分 地域

「東京都心」 千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区、渋谷区

「東京周辺部」 東京都のうち「東京都心」以外、千葉県、神奈川県、埼玉県

「地方」 その他の地域

＜価格情報について＞

・ 「取得価格」は、不動産売買契約書又は信託受益権譲渡契約書に記載された譲渡金額を百万円未満切捨て

で記載しており、当該不動産等の取得に要した諸経費及び消費税等は含みません。

・ 「取得価格」及び「期末評価額」についての「投資比率」は、当該物件に係る表示されない端数金額を含

めた取得価格及び期末評価額が、各期末保有物件の「取得価格」又は「期末評価額」合計額に占める該当

物件の割合を百分率表示で小数第２位以下を四捨五入して記載しています。

・ 「期末評価額」は、不動産鑑定評価書の鑑定評価額又は不動産価格調査書の調査価格を百万円未満切捨て

で記載しています。

なお、物件ごとの鑑定評価機関は前記「ａ．組入資産一覧」に記載のとおりです。

・ 「期末帳簿価額」は、「取得価格」に取得原価に算入される付随費用と「資本的支出」を加算し、これよ

り減価償却累計額を控除した各期末の貸借対照表計上額をいい、百万円未満切捨てで記載しています。

＜賃貸借情報について＞

・ 「期末テナント数」は、建物床の賃貸に係る賃貸借契約を締結している相手方のみを対象とし（駐車場、

袖看板等、建物床の貸付けではない賃貸借契約の相手方は含みません。）、１テナントが複数の貸室を賃

借している場合、同一物件については１テナントとして、複数物件にわたる場合には、複数テナントとし

て算出しています。

・ 「期末総賃貸可能面積」は、建物・施設において賃貸が可能な事務所、店舗及び倉庫の契約書上の合計面

積（共用部分等を賃貸している場合には当該面積を含みます。）について、本投資法人の持分に対応する

面積を小数第３位以下を四捨五入して記載しています。また、「期末総賃貸面積」は、総賃貸可能面積の

うち実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている契約書上の面積（駐車場、袖看板等の建物床の賃貸

ではない賃貸借契約や貸会議室や管理人室として使用している面積は含みません。）を小数第３位以下を

四捨五入して記載しています。

・ 新宿スクエアタワーについては、各区分所有者が各々の専有部分を東京建物株式会社に一括して賃貸し、

同社はこれを転借人に転貸（サブリース）しています。また、「新宿スクエアタワー区分所有の一元管理

に関する協定」に基づき、専有部分から生じる賃貸収益及び賃貸費用は、当該協定により定められた比率

に応じて配分・負担することになっています。そのため、「期末総賃貸可能面積」は、同社が賃借し、か

つ、転貸が可能な事務所・店舗及び倉庫に係る東京建物株式会社との契約上の合計面積に本投資法人の賃

料配分率を乗じた面積、「期末総賃貸面積」は転借人への転貸面積に賃料配分率を乗じた面積を、それぞ

れ小数第３位以下を四捨五入したものを記載しています。また、テナント数は、転借人の数を記載してい

ます。なお、賃料配分率は、64.88799％です。

・ 新宿センタービル、サイエンスプラザ・四番町プラザの住居部分、ライズアリーナビル及び川崎ダイスビ

ルについては、テナントが転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況によりテナ

ントが支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されています。そのため、同ビルの「期末総賃貸可能面

積」、「期末総賃貸面積」及び「稼働率」は、テナントの転借人に対するものを記載しており、転借人の

数を「期末テナント数」に記載しています。
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・ 「稼働率」は、各物件における総賃貸可能面積に占める総賃貸面積の割合を百分率表示で小数第２位以下

を四捨五入して記載しています。

・ 「月末稼働率の期中平均」は、月末稼働率の期中における単純平均をいいます。

＜損益情報について＞

・ 「営業日数」は、土地建物の一部について期中取得又は売却があった場合には、取得価格加重平均稼働日

数を採用しています。

・ 損益項目は後掲の「重要な会計方針」に則して、損益状況を表記しています。なお、千円未満切捨てで記

載しています。

・ 「賃料等収入」は、賃料、地代、共益費及び月極駐車料等のテナントとの契約上で定められている定額の

収入を記載しています。また、「その他賃貸事業収入」は、附加使用料及び時間貸駐車料等の変動収入を

記載しています。

・ 「賃貸事業費用」は減価償却費を除いた賃貸事業費用を記載しています。

・ 「ＮＯＩ」は、ネットオペレーティングインカムをいい、当該不動産に係る「賃貸事業収入合計」から

「賃貸事業費用合計」（信託不動産に係る信託報酬は含みません。）を控除した金額をいいます。

・ 「ＮＣＦ」は、ネットキャッシュフローをいい、「ＮＯＩ」から「資本的支出」を控除した金額をいいま

す。

・ 兼松ビル別館、福岡ビル、南麻布ビル、六番町ビル、ＪＰＲ渋谷タワーレコードビル、新宿三丁目イース

トビル、有楽町駅前ビルディング（有楽町イトシア）、ライズアリーナビル、田無アスタ、キュポ・ラ本

館棟、ＪＰＲ武蔵小杉ビル、ＪＰＲ梅田ロフトビル、ベネトン心斎橋ビル及びハウジング・デザイン・セ

ンター神戸の「賃貸事業収入」及び「賃貸事業費用」については、やむを得ない事情により開示していま

せん。

・ 「年換算ＮＯＩ利回り」は、「ＮＯＩ」を各物件の「取得価格」で除した割合を稼働日数（取得価格加重

平均稼働日数）に応じて年換算した利回りを記載しています。
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分     東京都心    

用途     事務所    

不動産の名称 兼松ビル 兼松ビル別館 
ＪＰＲ 

人形町ビル 
新麹町ビル 

ＪＰＲクレスト 

竹橋ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 16,276 2,874 2,100 2,420 4,000 

投資比率（％） 4.0 0.7 0.5 0.6 1.0 

期末評価額（百万円） 12,400 2,240 2,390 3,010 2,910 

投資比率（％） 3.1 0.6 0.6 0.7 0.7 

期末帳簿価額（百万円） 14,693 2,420 1,951 2,503 3,332 

賃貸借情報          

期末テナント数 8 0 4 16 6 

期末総賃貸可能面積（㎡） 8,029.47 2,291.13 2,804.56 3,319.37 3,265.34 

期末総賃貸面積（㎡） 6,404.98 - 2,804.56 3,319.37 3,265.34 

稼働率          

期末稼働率（％） 79.8 0.0 100.0 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 95.0 83.3 100.0 97.5 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 365,389   88,693 97,432 92,679 

賃料等収入（千円） 306,171   80,666 94,794 86,100 

その他賃貸事業収入（千円） 59,217   8,027 2,638 6,578 

②賃貸事業費用合計 143,909   27,391 64,626 32,119 

外注委託費（千円） 22,510   5,868 - 8,468 

水道光熱費（千円） 34,171   9,095 4,282 8,392 

公租公課（千円） 42,418   7,206 6,984 11,038 

保険料（千円） 472   142 114 158 

修繕工事費（千円） 27,214   2,582 29,206 1,003 

管理委託料（千円） 10,007   1,847 3,032 2,777 

管理組合費（千円） -   - 19,534 - 

その他賃貸事業費用（千円） 7,114   648 1,471 280 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 221,479 88,307 61,301 32,806 60,560 

④減価償却費（千円） 43,034 11,642 12,190 9,185 16,274 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 178,445 76,665 49,111 23,621 44,285 

⑥資本的支出（千円） 52,529 8,729 4,443 74,345 3,653 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 168,950 79,578 56,858 △41,539 56,906 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
2.7 6.2 5.9 2.7 3.1 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分     東京都心    

用途     事務所    

不動産の名称 ＭＳ芝浦ビル 
五反田 

ファーストビル 
福岡ビル ＪＰＲ市ヶ谷ビル 

オーバルコート 

大崎マーク 

ウエスト 

価格情報          

取得価格（百万円） 11,200 2,920 2,920 5,100 3,500 

投資比率（％） 2.7 0.7 0.7 1.2 0.9 

期末評価額（百万円） 11,300 2,170 2,940 4,780 4,540 

投資比率（％） 2.8 0.5 0.7 1.2 1.1 

期末帳簿価額（百万円） 11,078 2,644 3,007 5,263 2,965 

賃貸借情報          

期末テナント数 9 1 1 9 3 

期末総賃貸可能面積（㎡） 14,468.38 4,241.22 1,937.40 4,224.32 4,088.44 

期末総賃貸面積（㎡） 12,507.68 6.93 1,937.40 3,724.96 4,088.44 

稼働率          

期末稼働率（％） 86.4 0.2 100.0 88.2 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 79.7 66.7 100.0 88.2 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 304,929 290,738   154,584 180,114 

賃料等収入（千円） 272,548 90,584   136,660 170,915 

その他賃貸事業収入（千円） 32,380 200,153   17,923 9,199 

②賃貸事業費用合計 126,528 188,203   55,324 66,340 

外注委託費（千円） - 12,613   10,058 - 

水道光熱費（千円） 18,163 10,470   9,184 7,753 

公租公課（千円） 24,280 11,399   18,604 13,969 

保険料（千円） 563 207   208 280 

修繕工事費（千円） 3,656 147,184   12,916 - 

管理委託料（千円） 5,500 5,757   3,591 1,200 

管理組合費（千円） 74,280 -   - 43,135 

その他賃貸事業費用（千円） 83 570   760 2 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 178,401 102,534 53,562 99,259 113,774 

④減価償却費（千円） 48,916 11,311 6,330 17,134 29,896 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 129,484 91,223 47,231 82,125 83,877 

⑥資本的支出（千円） 1,651 1,103 - 27,328 - 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 176,749 101,431 53,562 71,930 113,774 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
3.2 7.1 3.7 3.9 6.6 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京都心 

用途 事務所 

不動産の名称 
新宿スクエア 

タワー 
ビッグス新宿ビル 

アクロス新川ビル 

・アネックス 
新宿センタービル 南麻布ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 14,180 15,121 710 21,000 3,760 

投資比率（％） 3.5 3.7 0.2 5.1 0.9 

期末評価額（百万円） 12,100 14,500 828 13,500 2,540 

投資比率（％） 3.0 3.6 0.2 3.4 0.6 

期末帳簿価額（百万円） 12,881 15,572 603 22,216 3,891 

賃貸借情報          

期末テナント数 24 25 4 32 1 

期末総賃貸可能面積（㎡） 17,947.61 15,216.93 1,253.39 8,863.98 3,405.73 

期末総賃貸面積（㎡） 17,310.84 14,884.79 1,253.39 8,532.39 3,405.73 

稼働率          

期末稼働率（％） 96.5 97.8 100.0 96.3 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 95.2 99.2 100.0 96.1 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 158 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 237,400 543,873 36,956 462,978  

賃料等収入（千円） 237,400 509,782 33,308 441,442  

その他賃貸事業収入（千円） - 34,090 3,647 21,536  

②賃貸事業費用合計 70,015 192,472 15,072 166,059  

外注委託費（千円） - 48,488 483 41,060  

水道光熱費（千円） - 52,873 2,369 27,285  

公租公課（千円） 52,400 64,513 2,892 52,704  

保険料（千円） 2,430 947 57 563  

修繕工事費（千円） - 11,798 1,580 31,561  

管理委託料（千円） 1,500 10,788 963 12,756  

管理組合費（千円） 13,682 - 6,724 -  

その他賃貸事業費用（千円） 1 3,061 3 126  

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 167,384 351,400 21,883 296,919 25,711 

④減価償却費（千円） 55,635 53,509 5,696 49,088 13,287 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 111,749 297,891 16,187 247,831 12,424 

⑥資本的支出（千円） - 7,508 - 93,696 7,620 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 167,384 343,892 21,883 203,223 18,091 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
2.7 4.7 6.2 2.9 1.4 

 

- 118 -



個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京都心 

用途 事務所 

不動産の名称 品川キャナルビル 六番町ビル ＪＰＲ原宿ビル 東京建物京橋ビル 
ＪＰＲ 

日本橋堀留ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 1,870 2,800 8,400 5,250 5,100 

投資比率（％） 0.5 0.7 2.1 1.3 1.2 

期末評価額（百万円） 1,770 3,230 7,350 5,760 6,140 

投資比率（％） 0.4 0.8 1.8 1.4 1.5 

期末帳簿価額（百万円） 1,772 2,864 8,739 5,357 4,927 

賃貸借情報          

期末テナント数 5 1 9 8 6 

期末総賃貸可能面積（㎡） 1,700.57 2,488.36 4,760.09 3,551.01 5,299.89 

期末総賃貸面積（㎡） 1,700.57 2,488.36 4,760.09 3,162.15 5,299.89 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 100.0 100.0 89.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 100.0 100.0 82.2 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 63,734   229,489 167,791 191,355 

賃料等収入（千円） 58,323   219,260 159,524 180,102 

その他賃貸事業収入（千円） 5,410   10,228 8,266 11,252 

②賃貸事業費用合計 22,648   64,003 61,704 41,023 

外注委託費（千円） 388   7,665 6,522 7,560 

水道光熱費（千円） 5,560   13,080 7,767 12,264 

公租公課（千円） 6,097   30,346 6,515 11,544 

保険料（千円） 130   248 147 211 

修繕工事費（千円） 2,407   7,583 4,477 4,882 

管理委託料（千円） 1,692   4,593 3,173 3,999 

管理組合費（千円） 4,812   - - - 

その他賃貸事業費用（千円） 1,560   484 33,101 561 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 41,086 123,840 165,486 106,086 150,332 

④減価償却費（千円） 9,438 8,690 12,715 12,711 36,568 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 31,648 115,149 152,770 93,375 113,764 

⑥資本的支出（千円） - 700 5,924 17,395 - 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 41,086 123,140 159,561 88,690 150,332 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
4.4 8.9 4.0 4.1 5.9 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京都心 

用途 事務所 

不動産の名称 
ＪＰＲ 

千駄ヶ谷ビル 
銀座三和ビル 

大手町タワー 

（底地） 

サイエンスプラ

ザ・四番町プラザ 

芝大門 

センタービル 

価格情報          

取得価格（百万円） 15,050 3,400 36,000 2,660 4,220 

投資比率（％） 3.7 0.8 8.8 0.6 1.0 

期末評価額（百万円） 11,000 3,450 42,300 3,000 4,970 

投資比率（％） 2.7 0.9 10.5 0.7 1.2 

期末帳簿価額（百万円） 15,064 3,633 38,388 2,705 4,247 

賃貸借情報          

期末テナント数 7 8 2 24 9 

期末総賃貸可能面積（㎡） 6,177.74 1,899.27 11,034.78 3,325.27 5,401.46 

期末総賃貸面積（㎡） 6,177.74 1,899.27 11,034.78 3,184.11 5,401.46 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 95.1 100.0 100.0 93.4 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 239,651 118,784 1,555,500 112,258 170,762 

賃料等収入（千円） 224,060 108,803 1,555,500 109,381 158,684 

その他賃貸事業収入（千円） 15,590 9,981 - 2,876 12,078 

②賃貸事業費用合計 66,988 46,786 909,299 40,818 56,255 

外注委託費（千円） 10,802 10,481 - 2,168 13,342 

水道光熱費（千円） 16,802 11,249 - 4,744 15,678 

公租公課（千円） 17,497 21,177 909,296 9,448 12,516 

保険料（千円） 281 74 - 263 1,185 

修繕工事費（千円） 9,356 873 - 8,677 7,089 

管理委託料（千円） 4,566 2,543 - 1,834 2,784 

管理組合費（千円） - - - 12,674 1,935 

その他賃貸事業費用（千円） 7,681 385 2 1,006 1,722 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 172,662 71,998 646,200 71,439 114,507 

④減価償却費（千円） 36,583 4,806 - 9,194 19,399 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 136,078 67,191 646,200 62,244 95,107 

⑥資本的支出（千円） 488 3,695 - 25,373 20,366 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 172,174 68,302 646,200 46,066 94,140 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
2.3 4.3 3.6 5.4 5.5 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京都心 

用途 商業施設 

不動産の名称 
ＪＰＲ渋谷タワー 

レコードビル 
ＪＰＲ代官山 

ＪＰＲ神宮前 

４３２ 

新宿三丁目 

イーストビル 

有楽町駅前ビル 

ディング（有楽町

イトシア） 

価格情報          

取得価格（百万円） 12,000 2,160 4,275 2,740 3,400 

投資比率（％） 2.9 0.5 1.0 0.7 0.8 

期末評価額（百万円） 13,600 1,560 3,640 2,690 2,910 

投資比率（％） 3.4 0.4 0.9 0.7 0.7 

期末帳簿価額（百万円） 11,564 2,186 4,319 2,673 3,346 

賃貸借情報          

期末テナント数 1 4 6 1 1 

期末総賃貸可能面積（㎡） 8,076.85 651.29 1,027.33 2,347.81 1,101.92 

期末総賃貸面積（㎡） 8,076.85 651.29 889.59 2,347.81 1,101.92 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 100.0 86.6 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 100.0 86.6 100.0 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計   35,098 78,095    

賃料等収入（千円）   32,929 72,097    

その他賃貸事業収入（千円）   2,169 5,998    

②賃貸事業費用合計   7,705 17,682    

外注委託費（千円）   912 2,232    

水道光熱費（千円）   2,295 5,921    

公租公課（千円）   2,090 6,372    

保険料（千円）   24 36    

修繕工事費（千円）   1,273 1,138    

管理委託料（千円）   1,109 1,945    

管理組合費（千円）   - -    

その他賃貸事業費用（千円）   0 36    

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 284,500 27,393 60,412 47,025 53,860 

④減価償却費（千円） 19,318 3,243 6,789 11,034 6,213 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 265,181 24,149 53,623 35,991 47,646 

⑥資本的支出（千円） 1,087 - 1,282 - - 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 283,412 27,393 59,129 47,025 53,860 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
4.8 2.6 2.8 3.5 3.2 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京周辺部 

用途 事務所 

不動産の名称 アルカイースト ＪＰＲ千葉ビル 
ＪＰＲ横浜 

日本大通ビル 

新横浜第二 

センタービル 
川口センタービル 

価格情報          

取得価格（百万円） 5,880 2,350 2,927 1,490 8,100 

投資比率（％） 1.4 0.6 0.7 0.4 2.0 

期末評価額（百万円） 6,220 1,700 2,390 1,640 7,530 

投資比率（％） 1.5 0.4 0.6 0.4 1.9 

期末帳簿価額（百万円） 4,422 2,329 2,569 1,462 7,056 

賃貸借情報          

期末テナント数 6 36 13 19 42 

期末総賃貸可能面積（㎡） 7,022.76 5,536.17 6,066.53 5,284.75 15,420.09 

期末総賃貸面積（㎡） 7,022.76 5,150.93 6,066.53 5,122.98 15,187.27 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 93.0 100.0 96.9 98.5 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 94.7 100.0 96.9 97.5 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 267,826 141,552 123,483 100,501 394,814 

賃料等収入（千円） 257,180 117,740 114,419 93,657 357,153 

その他賃貸事業収入（千円） 10,646 23,811 9,064 6,843 37,661 

②賃貸事業費用合計 130,955 54,939 43,092 38,187 159,161 

外注委託費（千円） - 22,075 11,379 9,601 54,088 

水道光熱費（千円） 10,646 13,960 14,784 11,232 53,851 

公租公課（千円） 29,294 10,080 10,468 11,061 36,104 

保険料（千円） 1,535 279 281 241 857 

修繕工事費（千円） 215 3,874 2,367 3,766 5,622 

管理委託料（千円） 7,349 3,633 3,048 1,984 7,168 

管理組合費（千円） 79,427 - - - - 

その他賃貸事業費用（千円） 2,488 1,034 762 299 1,468 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 136,870 86,613 80,390 62,313 235,652 

④減価償却費（千円） 31,298 24,679 23,717 16,288 52,136 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 105,572 61,933 56,673 46,024 183,515 

⑥資本的支出（千円） - 23,823 4,274 9,685 22,171 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 136,870 62,789 76,115 52,627 213,480 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
4.7 7.4 5.5 8.4 5.9 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京周辺部 

用途 事務所 

不動産の名称 
ＪＰＲ上野 

イーストビル 

立川ビジネス 

センタービル 

ライズアリーナ 

ビル 

ゆめおおおか 

オフィスタワー 
オリナスタワー 

価格情報          

取得価格（百万円） 3,250 3,188 5,831 6,510 31,300 

投資比率（％） 0.8 0.8 1.4 1.6 7.6 

期末評価額（百万円） 4,350 3,120 7,350 5,740 34,500 

投資比率（％） 1.1 0.8 1.8 1.4 8.6 

期末帳簿価額（百万円） 3,026 2,926 5,422 5,593 28,594 

賃貸借情報          

期末テナント数 8 20 1 35 13 

期末総賃貸可能面積（㎡） 6,490.05 4,683.40 6,023.39 11,974.67 23,987.40 

期末総賃貸面積（㎡） 6,086.38 4,683.40 6,023.39 11,117.26 23,987.40 

稼働率          

期末稼働率（％） 93.8 100.0 100.0 92.8 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 97.9 99.1 100.0 90.4 99.5 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 176,988 145,838   322,539 993,747 

賃料等収入（千円） 164,364 137,192   290,534 912,577 

その他賃貸事業収入（千円） 12,623 8,645   32,004 81,170 

②賃貸事業費用合計 58,668 54,940   204,307 262,442 

外注委託費（千円） 13,978 13,246   12,323 - 

水道光熱費（千円） 15,579 18,385   34,292 83,851 

公租公課（千円） 13,963 10,628   29,470 48,287 

保険料（千円） 332 392   615 1,412 

修繕工事費（千円） 9,774 6,268   38,601 12,195 

管理委託料（千円） 4,404 4,216   8,034 22,813 

管理組合費（千円） - -   77,783 89,226 

その他賃貸事業費用（千円） 635 1,803   3,184 4,654 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 118,319 90,898 170,482 118,231 731,305 

④減価償却費（千円） 22,954 15,761 27,277 44,666 249,309 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 95,365 75,137 143,204 73,565 481,995 

⑥資本的支出（千円） 3,183 3,435 - 3,769 6,345 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 115,136 87,462 170,482 114,462 724,959 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
7.3 5.7 5.9 3.7 4.7 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京周辺部 

用途 事務所 商業施設 

不動産の名称 
東京建物 

横浜ビル 

大宮プライム 

イースト 
田無アスタ 

キュポ・ラ 

本館棟 

ＪＰＲ武蔵小杉 

ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 7,000 6,090 10,200 2,100 7,260 

投資比率（％） 1.7 1.5 2.5 0.5 1.8 

期末評価額（百万円） 7,530 6,850 13,100 2,630 5,340 

投資比率（％） 1.9 1.7 3.3 0.7 1.3 

期末帳簿価額（百万円） 6,907 6,086 7,527 1,801 7,133 

賃貸借情報          

期末テナント数 14 4 1 1 1 

期末総賃貸可能面積（㎡） 6,494.09 6,871.45 31,121.71 5,963.00 19,740.95 

期末総賃貸面積（㎡） 6,494.09 6,871.45 31,121.71 5,963.00 19,740.95 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 297,195 264,101      

賃料等収入（千円） 275,459 251,928      

その他賃貸事業収入（千円） 21,736 12,172      

②賃貸事業費用合計 80,033 63,559      

外注委託費（千円） 17,275 10,380      

水道光熱費（千円） 21,767 15,285      

公租公課（千円） 19,014 17,571      

保険料（千円） 267 342      

修繕工事費（千円） 14,417 13,162      

管理委託料（千円） 5,909 5,631      

管理組合費（千円） - -      

その他賃貸事業費用（千円） 1,381 1,184      

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 217,161 200,542 507,437 74,849 155,513 

④減価償却費（千円） 22,076 51,132 48,490 17,637 23,910 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 195,085 149,409 458,947 57,211 131,603 

⑥資本的支出（千円） 4,327 509 - - 3,671 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 212,834 200,032 507,437 74,849 151,841 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
6.3 6.6 10.0 7.2 4.3 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 東京周辺部 地方 

用途 商業施設 事務所 

不動産の名称 

武蔵浦和 

ショッピング 

スクエア 

川崎ダイスビル 
新潟駅南 

センタービル 

東京建物 

本町ビル 
ＪＰＲ博多ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 4,335 15,080 2,140 4,150 2,900 

投資比率（％） 1.1 3.7 0.5 1.0 0.7 

期末評価額（百万円） 4,090 15,100 2,330 3,280 2,750 

投資比率（％） 1.0 3.8 0.6 0.8 0.7 

期末帳簿価額（百万円） 3,881 13,952 1,710 4,129 3,054 

賃貸借情報          

期末テナント数 3 29 8 10 42 

期末総賃貸可能面積（㎡） 14,960.69 12,116.35 5,326.88 7,163.07 6,568.43 

期末総賃貸面積（㎡） 14,960.69 12,116.35 5,326.88 6,679.93 6,558.18 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 100.0 100.0 93.3 99.8 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 98.7 100.0 93.9 98.1 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 126,996 481,507 129,180 153,636 141,453 

賃料等収入（千円） 126,996 394,746 118,024 142,514 132,371 

その他賃貸事業収入（千円） - 86,760 11,156 11,121 9,081 

②賃貸事業費用合計 18,113 148,007 46,493 58,382 47,905 

外注委託費（千円） - 6,352 618 12,562 12,466 

水道光熱費（千円） - 85,896 11,738 15,825 12,397 

公租公課（千円） 13,907 28,542 7,788 12,910 15,268 

保険料（千円） 325 1,136 898 355 286 

修繕工事費（千円） 2,232 3,160 5,134 11,316 3,017 

管理委託料（千円） 1,401 932 2,728 4,907 3,275 

管理組合費（千円） - - 17,570 - - 

その他賃貸事業費用（千円） 247 21,987 16 503 1,195 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 108,882 333,499 82,687 95,253 93,547 

④減価償却費（千円） 36,881 113,030 17,173 25,232 32,256 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 72,000 220,469 65,513 70,020 61,290 

⑥資本的支出（千円） - 7,783 - 8,136 7,254 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 108,882 325,716 82,687 87,117 86,292 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
5.1 4.5 7.8 4.6 6.5 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 地方 

用途 事務所 

不動産の名称 ＪＰＲ那覇ビル 
損保ジャパン 

仙台ビル 

損保ジャパン 

和歌山ビル 
天神１２１ビル ＪＰＲ堂島ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 1,560 3,150 1,670 2,810 2,140 

投資比率（％） 0.4 0.8 0.4 0.7 0.5 

期末評価額（百万円） 1,370 3,470 1,640 2,290 2,280 

投資比率（％） 0.3 0.9 0.4 0.6 0.6 

期末帳簿価額（百万円） 1,369 2,228 1,405 2,170 2,162 

賃貸借情報          

期末テナント数 20 15 12 16 8 

期末総賃貸可能面積（㎡） 3,946.36 7,129.14 4,875.12 3,257.73 3,930.71 

期末総賃貸面積（㎡） 3,865.11 7,129.14 4,794.03 3,257.73 3,930.71 

稼働率          

期末稼働率（％） 97.9 100.0 98.3 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 99.3 96.6 98.3 100.0 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 88,347 180,726 111,385 98,481 114,614 

賃料等収入（千円） 80,764 171,661 104,883 89,593 103,452 

その他賃貸事業収入（千円） 7,583 9,065 6,502 8,887 11,162 

②賃貸事業費用合計 30,608 62,165 38,205 36,064 50,840 

外注委託費（千円） 11,029 17,966 11,382 - 15,170 

水道光熱費（千円） 10,317 17,197 10,076 6,495 11,803 

公租公課（千円） 5,634 15,165 6,516 8,630 14,567 

保険料（千円） 188 413 246 129 201 

修繕工事費（千円） 731 4,482 5,760 - 6,082 

管理委託料（千円） 2,180 5,346 3,367 2,884 2,581 

管理組合費（千円） - - - 17,925 - 

その他賃貸事業費用（千円） 526 1,592 856 - 432 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 57,738 118,561 73,180 62,416 63,774 

④減価償却費（千円） 15,072 30,135 19,733 25,715 17,105 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 42,666 88,426 53,446 36,700 46,668 

⑥資本的支出（千円） 5,133 5,549 3,392 - 8,260 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 52,605 113,012 69,788 62,416 55,513 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
7.5 7.6 8.8 4.5 6.0 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 地方 

用途 事務所 商業施設 

不動産の名称 
ＪＰＲ博多 

中央ビル 

ＪＰＲ 

名古屋伏見ビル 

薬院ビジネス 

ガーデン 

ＪＰＲ梅田 

ロフトビル 

ベネトン 

心斎橋ビル 

価格情報          

取得価格（百万円） 1,920 4,137 10,996 13,000 5,430 

投資比率（％） 0.5 1.0 2.7 3.2 1.3 

期末評価額（百万円） 1,700 2,920 13,000 13,700 4,390 

投資比率（％） 0.4 0.7 3.2 3.4 1.1 

期末帳簿価額（百万円） 1,832 4,020 10,952 12,583 5,118 

賃貸借情報          

期末テナント数 6 3 17 1 1 

期末総賃貸可能面積（㎡） 3,290.42 7,086.37 16,654.33 18,586.97 5,303.98 

期末総賃貸面積（㎡） 3,290.42 6,700.01 16,644.71 18,586.97 5,303.98 

稼働率          

期末稼働率（％） 100.0 94.5 99.9 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 92.6 99.9 100.0 100.0 

損益情報          

当期中の営業日数 181 181 181 181 181 

①賃貸事業収入合計 80,704 131,798 441,269    

賃料等収入（千円） 75,722 120,738 390,431    

その他賃貸事業収入（千円） 4,982 11,059 50,837    

②賃貸事業費用合計 21,929 64,598 127,490    

外注委託費（千円） 5,280 13,241 23,868    

水道光熱費（千円） 4,898 16,293 57,236    

公租公課（千円） 7,735 14,596 33,424    

保険料（千円） 143 285 636    

修繕工事費（千円） 1,674 16,082 1,703    

管理委託料（千円） 1,984 3,148 7,353    

管理組合費（千円） - - -    

その他賃貸事業費用（千円） 213 949 3,268    

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 58,774 67,199 313,778 311,390 108,861 

④減価償却費（千円） 11,644 32,970 93,545 34,783 26,766 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 47,130 34,229 220,232 276,607 82,094 

⑥資本的支出（千円） 1,540 2,004 1,568 158,848 868 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 57,233 65,194 312,209 152,542 107,993 

（参考情報）          

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
6.2 3.3 5.8 4.8 4.0 
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個別物件の収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 地方 

用途 商業施設 

不動産の名称 

ハウジング・ 

デザイン・ 

センター神戸 

ＪＰＲ茶屋町ビル 

価格情報    

取得価格（百万円） 7,220 6,000 

投資比率（％） 1.8 1.5 

期末評価額（百万円） 6,660 5,470 

投資比率（％） 1.7 1.4 

期末帳簿価額（百万円） 6,395 5,968 

賃貸借情報    

期末テナント数 1 6 

期末総賃貸可能面積（㎡） 35,444.13 2,485.79 

期末総賃貸面積（㎡） 35,444.13 2,485.79 

稼働率    

期末稼働率（％） 100.0 100.0 

月末稼働率の期中平均（％） 100.0 100.0 

損益情報    

当期中の営業日数 181 181 

①賃貸事業収入合計   144,181 

賃料等収入（千円）   133,825 

その他賃貸事業収入（千円）   10,355 

②賃貸事業費用合計   36,044 

外注委託費（千円）   5,575 

水道光熱費（千円）   9,883 

公租公課（千円）   8,510 

保険料（千円）   127 

修繕工事費（千円）   4,989 

管理委託料（千円）   6,754 

管理組合費（千円）   - 

その他賃貸事業費用（千円）   204 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 204,008 108,136 

④減価償却費（千円） 59,517 11,472 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 144,491 96,663 

⑥資本的支出（千円） 3,994 1,995 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 200,014 106,141 

（参考情報）    

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
5.7 3.6 
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ｄ．ポートフォリオの収益状況 

 下表については次の方針に従って記載されています。

＜全体情報について＞

・ 本表は当期保有物件について「地域区分」と「用途」に分けてそれぞれのポートフォリオごとに合計し、

記載しています。

なお、以下については、ポートフォリオ特有の説明のみ記載しています。

＜地域区分について＞

・ 地域区分の定義は、「個別物件の収益状況」の説明のとおりです。

＜価格情報について＞

・ 「取得価格」、「期末評価額」及び「期末帳簿価額」の定義並びにその性格については、「個別物件の収

益状況」の説明のとおりです。

＜賃貸借情報について＞

・ 「期末テナント数」、「期末総賃貸可能面積」、「期末総賃貸面積」及び「月末稼働率の期中平均」の定

義並びにその性格については、「個別物件の収益状況」の説明のとおりです。

・ 「期末総賃貸可能面積」及び「期末総賃貸面積」は、小数第３位以下を四捨五入して記載しています。

・ 「稼働率」は、百分率表示で小数第２位以下を四捨五入して記載しています。

＜損益情報について＞

・ 「営業日数」は、各ポートフォリオにて期中取得又は売却があった場合には、取得価格加重平均稼働日数

を採用しています。

・ 損益項目は、後掲の「重要な会計方針」に則して、損益状況を記載しています。

・ 「賃料等収入」は、賃料、地代、共益費、月極駐車料等のテナントとの契約上で定められている定額の収

入を記載しています。また、「その他賃貸事業収入」は、附加使用料、時間貸駐車料等の変動収入を記載

しています。

・ 「賃貸事業費用」は、「減価償却費」を除いた賃貸事業費用を記載しています。

・ 「ＮＯＩ」及び「ＮＣＦ」の定義並びにその性格については、「個別物件の収益状況」の説明のとおりで

す。

・ 「年換算ＮＯＩ利回り」は、ポートフォリオの「ＮＯＩ」をそのポートフォリオに属する物件の取得価格

加重平均日数に応じて年換算した利回りを記載しています。

・ 売却を行った物件については、価格情報、賃貸借情報には含まれませんが、損益情報には含まれます。
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ポートフォリオの収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 全物件合計 東京都心 東京周辺部 地方 

用途   －  

不動産の名称   －  

価格情報        

取得価格（百万円） 409,520 217,406 122,891 69,223 

投資比率（％） 100.0 53.1 30.0 16.9 

期末評価額（百万円） 401,948 205,518 129,180 67,250 

投資比率（％） 100.0 51.1 32.1 16.7 

期末帳簿価額（百万円） 392,612 216,817 110,693 65,101 

賃貸借情報        

期末テナント数 647 235 246 166 

期末総賃貸可能面積（㎡） 475,007.79 154,200.91 189,757.45 131,049.43 

期末総賃貸面積（㎡） 459,336.94 141,622.68 187,716.54 129,997.72 

稼働率        

期末稼働率（％） 96.7 91.8 98.9 99.2 

月末稼働率の期中平均（％） 97.5 94.6 98.7 98.9 

損益情報        

当期中の営業日数 180 179 181 181 

①賃貸事業収入合計 14,251,821 6,698,525 4,991,717 2,561,578 

賃料等収入（千円） 13,159,200 6,138,208 4,611,210 2,409,782 

その他賃貸事業収入（千円） 1,092,620 560,316 380,507 151,796 

②賃貸事業費用合計 4,991,427 2,686,405 1,562,753 742,268 

外注委託費（千円） 527,575 227,649 170,702 129,222 

水道光熱費（千円） 898,434 299,061 415,208 184,164 

公租公課（千円） 2,026,740 1,432,933 364,161 229,645 

保険料（千円） 27,306 10,259 11,880 5,166 

修繕工事費（千円） 566,510 344,713 124,617 97,179 

管理委託料（千円） 238,809 101,369 85,905 51,534 

管理組合費（千円） 576,345 191,798 349,051 35,495 

その他賃貸事業費用（千円） 129,705 78,620 41,224 9,859 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 9,260,393 4,012,119 3,428,963 1,819,310 

④減価償却費（千円） 1,854,217 579,840 821,249 453,127 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 7,406,176 3,432,278 2,607,714 1,366,182 

⑥資本的支出（千円） 660,453 358,923 92,983 208,546 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 8,599,940 3,653,195 3,335,980 1,610,764 

（参考情報）        

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
4.6 3.8 5.6 5.3 
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ポートフォリオの収益状況［参考情報］第27期（平成27年１月１日～平成27年６月30日） 

地域区分 － 

用途 事務所 商業施設 

不動産の名称 － 

価格情報    

取得価格（百万円） 314,320 95,200 

投資比率（％） 76.8 23.2 

期末評価額（百万円） 307,068 94,880 

投資比率（％） 76.4 23.6 

期末帳簿価額（百万円） 304,158 88,453 

賃貸借情報    

期末テナント数 590 57 

期末総賃貸可能面積（㎡） 316,079.02 158,928.77 

期末総賃貸面積（㎡） 300,545.91 158,791.03 

稼働率    

期末稼働率（％） 95.1 99.9 

月末稼働率の期中平均（％） 96.2 99.8 

損益情報    

当期中の営業日数 180 181 

①賃貸事業収入合計 11,254,395 2,997,425 

賃料等収入（千円） 10,294,092 2,865,108 

その他賃貸事業収入（千円） 960,302 132,317 

②賃貸事業費用合計 4,379,773 611,654 

外注委託費（千円） 512,443 15,131 

水道光熱費（千円） 767,396 131,038 

公租公課（千円） 1,760,876 265,864 

保険料（千円） 20,370 6,935 

修繕工事費（千円） 506,867 59,642 

管理委託料（千円） 211,276 27,532 

管理組合費（千円） 509,668 66,677 

その他賃貸事業費用（千円） 90,873 38,831 

③ＮＯＩ(＝①－②)（千円） 6,874,622 2,385,771 

④減価償却費（千円） 1,435,128 419,088 

⑤賃貸事業損益(＝③－④)（千円） 5,439,493 1,966,682 

⑥資本的支出（千円） 480,921 179,531 

⑦ＮＣＦ(＝③－⑥)（千円） 6,393,700 2,206,240 

（参考情報）    

年換算ＮＯＩ利回り 

(対取得価格)（％） 
4.4 5.1 
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ｅ. 資本的支出の状況 

① 資本的支出の予定について

 本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産に関し、当期末現在計画されている改修

等に伴う資本的支出の予定額のうち、主要なものは以下のとおりです。なお、工事予定金額には、会計上の費用

に区分される部分が含まれています。

不動産等の名称 所在地 目的 予定期間

工事予定金額
（百万円）

総額
当期

支払額
既支払
総額

兼松ビル 東京都中央区 
ウォールスルー空調更新

（Ⅱ期） 

自平成27年６月 

至平成27年７月 
86 － －

ＪＰＲ人形町ビル 東京都中央区 外壁補修工事
自平成27年９月

至平成27年12月
79 － －

兼松ビル別館 東京都中央区 リニューアル工事
自平成27年８月

至平成27年12月
45 － －

新宿センタービル 東京都新宿区 セキュリティ新設工事
自平成26年３月

至平成27年12月
43 9 36

ＭＳ芝浦ビル 東京都港区
エントランスホール及び１

階トイレ改修

自平成27年９月

至平成27年12月
38 － －

ゆめおおおかオフィスタワー 神奈川県横浜市
自動制御機器ローカル側交

換（Ⅰ期）

自平成27年８月

至平成27年11月
35 － －

 

② 期中に行った資本的支出について

 当期において本投資法人が不動産及び信託不動産に対して実施した資本的支出の額は、以下のとおりです。資

本的支出の主なものとして、テナント満足度の維持・向上を目的とした空調改修工事のほか、新規テナントの誘

致促進を目的とした共用部の改修や貸室へのＯＡフロアの設置等の工事を実施しました。また、これら工事とは

別に修繕費に計上した579百万円（※）の工事を実施しています。

不動産等の名称 所在地 目的 期間
工事金額

（百万円）

ＪＰＲ梅田ロフトビル 大阪府大阪市 空調熱源更新
自平成26年10月

至平成27年３月
156

新麹町ビル 東京都千代田区 空調改修工事（Ⅱ期）
自平成27年１月

至平成27年６月
73

兼松ビル 東京都中央区
ウォールスルー空調更新（Ⅰ

期）

自平成27年３月

至平成27年５月
52

新宿センタービル 東京都新宿区 受変電設備改修工事（Ⅳ期）
自平成27年１月

至平成27年３月
39

その他の不動産等 共用部改修、ＯＡフロア設置、空調設備の改修等 338

合計 660

※ 修繕費には修繕工事本体金額に加え、当該工事に対して不動産管理会社へ支払われた工事管理報酬（13百万円）が含

まれています。
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③ 長期修繕計画のために積立てた金銭 

 本投資法人は、物件ごとに策定した中長期修繕計画に基づき、減価償却費等の余剰キャッシュ・フロー（利益

の内部留保に伴うものを含みます。）のなかから大規模な修繕等に充当するため、以下のとおり金銭の積立てを

行っています。

（単位：百万円）
 

計算期間 当期首積立金残高 当期積立額 当期積立金取崩額 次期繰越額

第23期

自 平成25年１月１日

至 平成25年６月30日

810 376 370 816

第24期

自 平成25年７月１日

至 平成25年12月31日

816 565 576 805

第25期

自 平成26年１月１日

至 平成26年６月30日

805 591 471 925

第26期

自 平成26年７月１日

至 平成26年12月31日

925 378 426 877

第27期

自 平成27年１月１日

至 平成27年６月30日

877 473 416 934

 

ｆ. 主要な投資資産について 

 本投資法人の投資不動産の各物件につき、第27期における全賃貸事業収入の10％以上を占める物件は以下のとお

りです。

＜物件名称 大手町タワー（底地）＞

テナント総数 2

賃貸事業収入（注１） 1,555,500千円

全賃貸事業収入の合計に占める割合（注２） 10.9％

総賃貸面積（注３） 11,034.78㎡

総賃貸可能面積（注３） 11,034.78㎡

最近５年間の稼働率の推移（注２）（注４）  平成27年６月30日 100.0％

 平成26年12月31日 100.0％

 平成26年６月30日 100.0％

 平成25年12月31日 100.0％

 平成25年６月30日 100.0％

 平成24年12月31日 100.0％

 平成24年６月30日 100.0％

（注１）賃貸事業収入は各物件の第27期の営業収益を示しており、千円未満を切り捨てています。

（注２）小数点以下第２位を四捨五入しています。

（注３）総賃貸面積及び総賃貸可能面積は第27期末（平成27年６月30日）現在の面積を記載しています。

（注４）最近５年間の稼働率の推移は、本投資法人が取得した後の稼働率のみを記載しています。
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ｇ. テナント情報 

(イ) 投資法人全体の最近５年の賃貸借の概況

  物件数 総テナント数 総賃貸可能面積 稼働率

平成22年７月末 55 461 414,068.22㎡ 95.0％

平成22年８月末 55 461 414,068.22㎡ 95.2％

平成22年９月末 55 459 414,030.61㎡ 91.7％

平成22年10月末 55 461 414,057.73㎡ 92.7％

平成22年11月末 55 463 414,050.29㎡ 93.2％

平成22年12月末 56 479 420,544.51㎡ 93.5％

平成23年１月末 56 486 420,536.24㎡ 94.1％

平成23年２月末 56 487 420,482.85㎡ 93.7％

平成23年３月末 56 488 420,470.49㎡ 93.9％

平成23年４月末 56 490 420,494.31㎡ 94.0％

平成23年５月末 56 488 420,516.84㎡ 93.7％

平成23年６月末 56 493 421,371.51㎡ 94.7％

平成23年７月末 56 496 421,368.79㎡ 94.8％

平成23年８月末 57 503 423,268.06㎡ 94.9％

平成23年９月末 57 501 423,268.79㎡ 94.9％

平成23年10月末 57 499 423,268.75㎡ 95.0％

平成23年11月末 57 497 423,278.16㎡ 94.5％

平成23年12月末 57 501 423,311.93㎡ 95.6％

平成24年１月末 57 500 423,309.62㎡ 95.4％

平成24年２月末 57 497 423,313.45㎡ 95.3％

平成24年３月末 58 497 434,348.49㎡ 94.9％

平成24年４月末 58 499 434,340.04㎡ 94.9％

平成24年５月末 58 501 434,340.04㎡ 94.3％

平成24年６月末 58 502 434,340.04㎡ 94.1％

平成24年７月末 58 500 434,295.18㎡ 93.9％

平成24年８月末 59 521 450,950.42㎡ 94.3％

平成24年９月末 59 525 450,950.42㎡ 94.2％

平成24年10月末 59 528 450,950.45㎡ 94.7％

平成24年11月末 59 530 450,949.45㎡ 94.3％

平成24年12月末 59 534 450,943.43㎡ 94.9％

平成25年１月末 59 536 450,943.42㎡ 95.0％

平成25年２月末 59 537 450,943.87㎡ 94.9％

平成25年３月末 60 543 460,459.11㎡ 95.1％

平成25年４月末 60 552 460,464.76㎡ 95.5％
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  物件数 総テナント数 総賃貸可能面積 稼働率

平成25年５月末 60 562 460,465.20㎡ 96.4％

平成25年６月末 60 564 460,452.47㎡ 96.9％

平成25年７月末 60 567 460,468.76㎡ 97.5％

平成25年８月末 60 576 459,504.22㎡ 96.7％

平成25年９月末 60 578 459,521.21㎡ 96.8％

平成25年10月末 60 580 459,523.07㎡ 96.9％

平成25年11月末 60 583 459,523.08㎡ 96.7％

平成25年12月末 62 610 467,207.05㎡ 96.5％

平成26年１月末 62 609 467,204.92㎡ 96.4％

平成26年２月末 62 612 467,186.48㎡ 96.6％

平成26年３月末 62 616 467,193.26㎡ 96.9％

平成26年４月末 62 621 467,193.26㎡ 97.2％

平成26年５月末 62 623 467,175.98㎡ 97.2％

平成26年６月末 62 628 467,175.54㎡ 97.8％

平成26年７月末 62 631 468,216.86㎡ 97.8％

平成26年８月末 62 632 468,215.52㎡ 97.2％

平成26年９月末 62 630 468,215.52㎡ 97.1％

平成26年10月末 62 630 468,232.88㎡ 97.0％

平成26年11月末 62 629 468,232.24㎡ 96.8％

平成26年12月末 62 632 468,232.24㎡ 97.0％

平成27年１月末 62 640 468,231.59㎡ 97.4％

平成27年２月末 62 641 468,251.68㎡ 97.4％

平成27年３月末 62 643 475,048.51㎡ 97.9％

平成27年４月末 62 645 475,048.51㎡ 98.1％

平成27年５月末 62 644 475,006.39㎡ 97.2％

平成27年６月末 62 647 475,007.79㎡ 96.7％

（注１）契約面積と賃料算定面積が異なる場合、契約面積を賃貸面積としています。 

（注２）稼働率は小数第２位以下を四捨五入しています。

 

なお、第27期末のテナントの総数、総賃貸面積の合計及び総賃貸可能面積の合計並びに第27期の総賃料収入の合計

は以下のとおりです。 

テナントの総数 647

総賃貸面積の合計 459,336.94㎡

総賃貸可能面積の合計 475,007.79㎡

総賃料収入の合計 14,251,821千円
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(ロ) 上位10テナント 

 平成27年６月30日現在の賃貸面積ベースの上位10社は以下の表のとおりです。

順位 テナント名 入居物件名称
期末賃貸面積

（㎡）（注１）

期末総賃貸面
積に占める割
合（注２）

1 東京建物株式会社

兼松ビル

新宿スクエアタワー

新宿センタービル

オリナスタワー

川崎ダイスビル

東京建物本町ビル

 45,343.40 9.8％

2 エー・ビー・シー開発株式会社 ハウジング・デザイン・センター神戸  35,444.13 7.7％

3 合同会社西友 田無アスタ  31,121.71 6.8％

4 株式会社イトーヨーカ堂 ＪＰＲ武蔵小杉ビル  19,740.95 4.3％

5 株式会社ロフト ＪＰＲ梅田ロフトビル  18,586.97 4.0％

6 株式会社Olympicグループ 武蔵浦和ショッピングスクエア  9,558.51 2.1％

7 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

川口センタービル

ゆめおおおかオフィスタワー

損保ジャパン仙台ビル

損保ジャパン和歌山ビル

 8,253.43 1.8％

8 タワーレコード株式会社 ＪＰＲ渋谷タワーレコードビル  8,076.85 1.8％

9 有限会社東京プライムステージ 大手町タワー（底地）  7,875.50 1.7％

10 大成有楽不動産株式会社 ライズアリーナビル  6,023.39 1.3％

（注１）共有ビル等については、本投資法人の保有に係る面積を記載しています。

（注２）小数第２位以下を四捨五入しています。
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(ハ) 主なテナントの一覧及び当該テナントに係る主な賃貸条件 

 本投資法人が平成27年６月30日現在保有している不動産及び不動産信託受益権に係る信託不動産における主な

テナント及び主なテナントごとの期末年間契約賃料（期末の月額契約賃料を年換算したもの）と期末賃貸面積

は、下表のとおりです。

 ここで「主なテナント」とは、以下のいずれかの条件に該当するテナントをいいます。

Ａ. 当該テナントが支払うべき期末年間契約賃料（当該テナントが複数の物件に入居している場合にはそれ

らの物件全体での期末年間契約賃料合計とします。）が、期末全年間契約賃料の10％以上であること。

Ｂ. 当該テナントの契約上の期末賃貸面積が、期末総賃貸面積の10％以上であること。

Ｃ. 当該テナントが利害関係者であること。

 

①利害関係者以外の主なテナント

該当はありません。

 

②利害関係者であるテナント

名称 業種
該当
条件

物件名
期末年間契約賃料
（円）（注１）

比率
（％）

期末賃貸面積
（㎡）

比率
（％）

東京建物株式

会社

不動産

業

Ａ

Ｃ

兼松ビル

貸室  115,407,048 0.4  1,222.79  0.3

駐車場等  95,280 0.0   －  －

計  115,502,328 0.4  1,222.79  0.3

新宿スクエアタワー（注２） 貸室  637,244,496 2.4  18,221.96  4.0

新宿センタービル

（注３）（注４）
貸室  882,343,908 3.3  8,863.98  1.9

オリナスタワー 貸室  321,495,480 1.2  3,850.43  0.8

川崎ダイスビル

（注３）（注５）
貸室  780,801,036 2.9  12,133.92  2.6

東京建物本町ビル 貸室  43,848,756 0.2  1,050.32  0.2

小計    2,781,236,004 10.4  45,343.40  9.8

大成有楽不動

産株式会社

不動産

業
Ｃ ライズアリーナビル（注６） 貸室  459,161,640 1.7  6,023.39  1.3

損害保険ジ

ャパン日本

興亜株式会

社

損害

保険業
Ｃ

川口センタービル

貸室  33,414,708 0.1  662.36  0.1

駐車場  4,200,000 0.0   －  －

計  37,614,708 0.1  662.36  0.1

ゆめおおおかオフィスタワ

ー
貸室  38,248,908 0.1  758.08  0.2

損保ジャパン仙台ビル

貸室  190,108,548 0.7  4,400.03  1.0

駐車場等  30,354,000 0.1   －  －

計  220,462,548 0.8  4,400.03  1.0

損保ジャパン和歌山ビル

貸室  83,906,940 0.3  2,432.96  0.5

駐車場等  21,120,000 0.1   －  －

計  105,026,940 0.4  2,432.96  0.5

小計    401,353,104 1.5  8,253.43  1.8
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名称 業種
該当
条件

物件名
期末年間契約賃料
（円）（注１）

比率
（％）

期末賃貸面積
（㎡）

比率
（％）

明治安田生命

保険相互会社

生命保

険業
Ｃ

川口センタービル

貸室  22,612,848 0.1 519.12 0.1

駐車場  1,260,000 0.0  －  －

計  23,872,848 0.1 519.12 0.1

ゆめおおおかオフィスタワー 貸室  14,237,868 0.1 230.70 0.1

小計    38,110,716 0.1 749.82 0.2

損保ジャパン

日本興亜ひま

わり生命保険

株式会社

生命

保険業
Ｃ

損保ジャパン仙台ビル

貸室  21,138,180 0.1 421.92 0.1

駐車場等  5,472,000 0.0  －  －

計  26,610,180 0.1 421.92 0.1

損保ジャパン和歌山ビル

貸室  9,947,292 0.0 238.29 0.1

駐車場等  2,400,000 0.0 - -

計  12,347,292 0.0 238.29 0.1

小計    38,957,472 0.1 660.21 0.1

東京不動産

管理株式会社

不動産

管理業
Ｃ

オリナスタワー 駐車場  840,000 0.0  －  －

東京建物横浜ビル 貸室  6,786,492 0.0 84.98 0.0

東京建物本町ビル

貸室  7,020,444 0.0 154.69 0.0

駐車場  6,858,000 0.0  －  －

計  13,878,444 0.1 154.69 0.0

小計    21,504,936 0.1 239.67 0.1

株式会社

東京建物

アメニティ

サポート

不動産

管理業
Ｃ 東京建物本町ビル 貸室  6,105,636 0.0 146.25 0.0

東京建物

不動産販売

株式会社

不動産

業
Ｃ

東京建物横浜ビル

貸室  14,007,408 0.1 169.96 0.0

駐車場等  1,404,000 0.0  －  －

計  15,411,408 0.1 169.96 0.0

東京建物本町ビル 駐車場  960,000 0.0  －  －

小計    16,371,408 0.1 169.96 0.0

株式会社イー

・ステート・

オンライン

情報提

供サー

ビス業

Ｃ ＪＰＲ千駄ヶ谷ビル 貸室  63,810,468 0.2 817.58 0.2

日本パーキン

グ株式会社

駐車場

運営業
Ｃ

ビッグス新宿ビル 駐車場  17,142,864 0.1  －  －

六番町ビル 駐車場  7,380,000 0.0  －  －

小計    24,522,864 0.1  －  －

有限会社

東京プライム

ステージ

不動産業

(ＳＰＣ)
Ｃ 大手町タワー（底地） 底地  2,256,713,076 8.4 7,875.50 1.7

全テナント合計    26,709,619,944  100.0 460,738.38 100.0
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（注１）期末年間契約賃料は、契約上の月額の賃料・地代・共益費・駐車場使用料・倉庫使用料・看板使用料等（月額契

約賃料）の12か月分の合計を記載しています。 

本投資法人が現在又は将来において実際に受領できる賃料を表示又は保証するものではありません。 

（注２）新宿スクエアタワーは、各区分所有者が各々の専有部分を東京建物株式会社に一括して賃貸し、同社はこれを転

借人に転貸（サブリース）しています。また、「新宿スクエアタワー区分所有の一元管理に関する協定」に基づ

き、専有部分から生じる賃貸収益及び賃貸費用は、当該協定により定められた比率に応じて配分・負担すること

になっています。そのため、同社が転借人から受領する賃料から一定率の金額を控除した金額に本投資法人の賃

料配分率である64.88799％を乗じた金額を、同社は賃料として本投資法人に支払うこととなっています。

（注３）東京建物株式会社の新宿センタービルにおける期末年間契約賃料及び期末賃貸面積は、本投資法人が保有する共

有持分割合に相当する数値（（注４）においても同様です。）を記載しており、川崎ダイスビルにおける期末年

間契約賃料及び期末賃貸面積は、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分割合に相当する数値（（注５）

においても同様です。）を記載しています。

（注４）新宿センタービルは、東京建物株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況に

より同社が支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されています。

同社は新宿センタービルにおいて、利害関係者に該当する大成建設株式会社に一部を転貸（サブリース）してお

り、転借人の期末年間契約賃料及び期末賃貸面積は以下のとおりです。

期末年間契約賃料
（円）

期末賃貸面積
（㎡）

358,759,728 3,171.04

（注５）川崎ダイスビルは、東京建物株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況によ

り同社が支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されています。

（注６）ライズアリーナビルは、大成有楽不動産株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸

借状況により同社が支払う賃料が変動する賃貸借契約が締結されています。

 

［主な利害関係者との賃貸条件］（注１）

テナント名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

物件名 損保ジャパン仙台ビル 損保ジャパン和歌山ビル 川口センタービル

契約期間（注２） ２年間 ２年間 ２年間

当初契約始期 平成14年６月26日 平成14年６月26日 平成14年１月19日

直近更新日 平成26年６月26日 平成26年６月26日 平成26年２月１日

契約更新の方法

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

敷金（注３） 金132,729,445円 金52,989,838円 金23,797,260円

 

テナント名
損害保険ジャパン日本興亜

株式会社
東京建物株式会社

物件名
ゆめおおおか

オフィスタワー
兼松ビル

契約期間（注２） ３年間 ２年間 ２年間

当初契約始期 平成９年６月16日 平成26年10月15日 平成26年10月15日

直近更新日 平成27年４月１日 なし なし

契約更新の方法

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

３年間更新

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

定期賃貸借の特約があり 

期間満了により終了

敷金（注３） 金26,141,340円 金59,611,799円 金29,162,874円
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テナント名 東京建物株式会社

物件名 新宿スクエアタワー 新宿センタービル 川崎ダイスビル（注５）

契約期間（注２） 20年間 ５年間 20年間

当初契約始期 平成６年11月１日 平成20年３月27日 平成15年８月28日

直近更新日 平成26年11月１日 平成25年３月27日 なし

契約更新の方法

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

５年間更新

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

３年間更新

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

３年間更新

敷金（注３）(注４） － － 金518,272,028円

 

テナント名 東京建物株式会社 明治安田生命保険相互会社

物件名 オリナスタワー 東京建物本町ビル
ゆめおおおか

オフィスタワー

契約期間（注２） ２年間 ５年間 ２年間

当初契約始期 平成25年６月１日 平成25年５月11日 平成21年３月８日

直近更新日 平成27年６月１日 なし 平成27年４月１日

契約更新の方法

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新（注６）

定期賃貸借の特約があり 

期間満了により終了

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

敷金（注３） 金251,587,080円 金25,578,442円 金10,553,140円

 

テナント名 明治安田生命保険相互会社

物件名 川口センタービル

契約期間（注２） ２年間

当初契約始期 平成22年11月１日

直近更新日 平成26年11月１日

契約更新の方法

期間満了の６か月前までに

別段の意思表示がない限り、

２年間更新

敷金（注３） 金15,075,240円

（注１）同一物件において同一テナントとの間で、賃貸借契約を複数締結している場合は、契約日が最も早い契約につい

て記載しています。ただし、敷金については、各契約に基づく敷金を合計したものを記載しています。 

（注２）当初契約に記載された契約期間を記載しています。

（注３）上記敷金には駐車場契約、広告契約及びその他契約に基づく敷金を含みません。

（注４）川崎ダイスビルにおける敷金は、本投資法人が保有する信託受益権の準共有持分割合に相当する金額を記載して

います。

（注５）川崎ダイスビルは、東京建物株式会社が転借人に転貸（サブリース）を行っており、転借人への賃貸借状況によ

り同社が預託する敷金が変動する賃貸借契約が締結されています。

（注６）平成28年１月31日付で一部解約予定です。

 

ｈ. 第27期終了後の物件の取得・売却の概要 

  該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

 平成27年６月期の直近６計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口１口当たりの純資産額の推

移は次のとおりです。なお、総資産額及び純資産総額を期中では正確に把握することが困難であるため、期中の各月

末については記載していません。

年月日
総資産額
（千円）

純資産総額
（千円）

１口当たりの純資産額
（円）

第22期計算期間末

（平成24年12月末日）

401,984,316

(396,957,591)

197,168,609

(192,141,884)

238,992

(232,899)

第23期計算期間末

（平成25年６月末日）

409,715,697

(404,740,122)

197,116,653

(192,141,078)

238,929

(232,898)

第24期計算期間末

（平成25年12月末日）

413,974,474

(409,019,524)

197,095,116

(192,140,166)

238,903

(232,897)

第25期計算期間末

（平成26年６月末日）

414,104,657

(409,030,907)

197,213,131

(192,139,381)

239,046

(232,896)

第26期計算期間末

（平成26年12月末日）

414,091,570

(408,851,995)

197,378,051

(192,138,476)

239,246

(232,895)

第27期計算期間末

（平成27年６月末日）

418,778,869

(413,175,082)

216,092,911

(210,489,124)

247,529

(241,110)

（注１）総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。

（注２）括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。

 

本投資証券は東京証券取引所に上場されており、取引所価格の推移は以下のとおりです。

（最近３年間の事業年度別最高・最低投資口価格）

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成24年12月 平成25年６月 平成25年12月 平成26年６月 平成26年12月 平成27年６月

最高（円） 257,900 383,500 351,000 375,000 453,000 445,000

最低（円） 195,000 238,400 262,200 327,000 352,500 377,500

 

（最近１年間の月別最高・最低投資口価格）

月別
平成26年
７月

平成26年
８月

平成26年
９月

平成26年
10月

平成26年
11月

平成26年
12月

最高（円） 368,000 383,000 395,000 423,000 453,000 445,000

最低（円） 353,000 352,500 372,000 369,500 386,500 414,000

月別
平成27年
１月

平成27年
２月

平成27年
３月

平成27年
４月

平成27年
５月

平成27年
６月

最高（円） 436,000 443,500 444,500 445,000 436,500 427,000

最低（円） 408,000 394,000 399,500 401,500 409,500 377,500

（注）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
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②【分配の推移】

 平成27年６月期の直近６計算期間の本投資法人の分配総額、投資口１口当たりの分配の額の推移は次のとおりで

す。

計算期間
分配総額

（百万円）
１口当たり分配金

（円）

第22期（自 平成24年７月１日 至 平成24年12月31日） 5,026 6,093

第23期（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日） 4,975 6,031

第24期（自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日） 4,954 6,006

第25期（自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日） 5,073 6,150

第26期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日） 5,239 6,351

第27期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日） 5,603 6,419

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

 平成27年６月期の直近６計算期間末日の本投資法人の自己資本利益率の推移は次のとおりです。

計算期間 自己資本利益率 年換算値

第22期（自 平成24年７月１日 至 平成24年12月31日） 2.7％ 5.3％

第23期（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日） 2.5％ 5.1％

第24期（自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日） 2.5％ 5.0％

第25期（自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日） 2.6％ 5.2％

第26期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日） 2.7％ 5.3％

第27期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日） 2.7％ 5.5％

（注１）自己資本利益率＝当期純利益／（期首純資産額＋期末純資産額）÷２

（注２）年換算値は１年を365日として算出しています。
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第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

年月日 沿革

平成13年９月６日 設立企画人（本資産運用会社）による投信法第69条第１項に基づく設立に係る届出

平成13年９月14日 投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立

平成13年９月27日 投信法第188条に基づく登録の申請

平成13年10月18日 投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施

（登録番号 関東財務局長 第10号）

平成13年11月16日 資産運用開始

平成13年12月19日 規約の変更

平成14年１月22日 投資口分割（投資口１口を2.5口に分割）

平成14年４月10日 規約の変更

平成14年５月30日 規約の変更

平成14年６月14日 東京証券取引所に上場

平成15年９月４日 規約の変更

平成17年９月８日 規約の変更

平成19年９月５日 規約の変更

平成21年９月８日 規約の変更

平成23年９月６日 規約の変更

平成25年９月11日 規約の変更

平成27年９月８日 規約の変更
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２【役員の状況】

  （本書の日付現在）
 

氏名 役職名 主要略歴
所有投
資口数

金子 博人 執行役員

昭和52年４月 弁護士登録（東京弁護士会）山田茂法律事務所入所

昭和54年４月 金子博人法律事務所 代表弁護士（現職）

平成13年12月 日本プライムリアルティ投資法人 執行役員（現職）

－

出縄 正人 監督役員

平成２年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）沖信・石原法律事務

所 入所

平成３年４月 沖信・石原・清法律事務所と改称

平成11年１月 同事務所 パートナー弁護士（現職）

平成12年６月 株式会社金冠堂 社外監査役（現職）

平成14年４月 慶應義塾大学法学部 非常勤講師（民法演習）

平成15年７月 沖信・石原・清法律事務所をスプリング法律事務所と

改称

平成17年２月 株式会社アルベックス 社外監査役

平成19年７月 株式会社アドバイスリンク 取締役（現職）

平成19年９月 日本プライムリアルティ投資法人 監督役員（現職）

平成21年４月  慶應義塾大学  大学院法務研究科（法科大学院）非常

勤講師（商法総合）

平成23年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官

平成25年４月 同司法研修所 民事弁護上席教官

平成26年９月 慶應義塾大学 大学院法務研究科（法科大学院）

       非常勤講師（商法総合）

平成27年６月 イチカワ株式会社 社外監査役（現職）

平成27年９月 慶応義塾大学 大学院法務研究科（法科大学院）

       非常勤講師（商法総合）（現職）

－

草薙 信久 監督役員

平成元年４月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社

平成８年10月 中央監査法人（後のみすず監査法人） 入所

平成19年９月 フロンティア・マネジメント株式会社 入社

平成20年４月 仰星監査法人 入所

平成21年10月 仰星税理士法人 代表社員（現職）

平成27年９月 日本プライムリアルティ投資法人 監督役員（現職）

－
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（注１）執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、平成27年９月８日開催の第10回投資主総会

において、補欠執行役員として大久保聡を選任しました。大久保聡の略歴は次のとおりです。

氏名 役職名 主要略歴
所有投
資口数

大久保 聡
補欠執行

役員

昭和52年４月 東京建物株式会社 入社

平成４年４月 同社 広報室 課長 兼 企画部 課長

平成６年４月 同社 企画部 課長 兼 企画部 国際企画室 課長

平成７年４月 同社 企画部 経営企画室 課長

平成８年１月 同社 ビル営業第２部 営業第２グループ グループ

リーダー

平成10年10月 同社 ＲＭ事業部長

平成17年３月 同社 取締役大阪支店長

平成17年10月 同社 取締役関西支店長

平成22年３月 東京建物不動産販売株式会社 監査役

平成22年３月 東京建物株式会社 顧問

平成22年６月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジ

メント 代表取締役社長（現職）

１口

（注２）監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、平成27年９月８日開催の第10回投資主総会

において、補欠監督役員として杉山昌明を選任しました。杉山昌明の略歴は次のとおりです。

氏名 役職名 主要略歴
所有投
資口数

杉山  昌明
補欠監督

役員

昭和47年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入

所

昭和49年５月 芹沢政光公認会計士事務所 入所

昭和52年１月 杉山昌明税理士事務所 代表（現職）

昭和62年８月 監査法人朝日新和会計社（現  有限責任あずさ監査法

人） 社員

平成９年８月 朝日監査法人（現  有限責任あずさ監査法人） 代表

社員

平成18年６月 あずさ監査法人（現  有限責任あずさ監査法人） 監

事会議長

平成21年７月 公認会計士杉山昌明事務所 代表（現職）

平成26年５月 株式会社ＴＳＩホールディングス 社外監査役（現

職）

平成26年６月 フクダ電子株式会社 社外取締役（現職）

－

（注３）執行役員（１名）及び監督役員全員（２名）は、平成27年９月８日開催の第10回投資主総会において選

任されました。任期は、平成27年９月15日から２年間です。
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３【その他】

ａ. 役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます（投信法第96条第１項、規約第19条）。ただ

し、法令の規定により、設立の際選任されたものとみなされる執行役員及び監督役員はこの限りではありません

（投信法第72条）。

 執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度にお

いて、その期間を延長又は短縮することは妨げられません（規約第20条第１項）。補欠として又は増員のため選任

された執行役員又は監督役員の任期は、前任の又は他の在任執行役員又は監督役員の任期の満了すべきときまでで

す（規約第20条第２項）。また、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議

がなされた投資主総会（当該投資主総会において執行役員又は監督役員が選任されなかった場合には、執行役員又

は監督役員が選任された直近の投資主総会）において選任された被補欠者である執行役員又は監督役員の任期が満

了するときまでです。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することは妨げられません（規約第20条

第３項）。

 執行役員及び監督役員の解任には、投資主総会の決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有する投

資主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第106条）。執行役員又は監督役

員の職務の執行に関して不正な行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず投資主総

会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の100分の３以上に当たる投資口を

有する投資主（６か月前より引き続き当該投資口を有するものに限ります。）は、30日以内に、訴えをもって当該

執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第３項、会社法第854条第１項）。

 

ｂ. 規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

(イ) 規約等の重要事項の変更

 本投資法人の規約の変更は、投資主総会の決議が必要とされ、当該決議は発行済投資口の過半数に当たる投資

口を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもってこれを行う必要があります。ま

た、規約の変更は本投資法人の執行役員により遅滞なく関東財務局長に届出されます。

 規約の変更を除く本投資法人の重要事項の変更は、投信法その他適用ある関連法令並びに規約に定めるところ

により、投資主総会、役員会又は執行役員においてこれを決定します。

 なお、平成27年９月８日開催の投資主総会における規約の変更は次のとおりです。

変更前 変更後 

 第２条（目的） 

本投資法人は、資産を主として不動産等（別紙１ 

２.（１）に規定される特定資産をいう。）及び不動

産等を主たる投資対象とする資産対応証券等（別紙

１ ２.（２）に規定される特定資産をいう。）に対

する投資として運用することを目的とする。 

 

 第２条（目的） 

本投資法人は、資産を主として不動産等資産（投資

信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年

総理府令第129号。その後の改正を含む。）第105条

第１号ヘに定めるものをいう。以下同じ。）に対す

る投資として運用することを目的とする。 

 

 第10条（招集） 

 

 第10条（招集） 

１．～４．         （省略） 

                  （新設） 

１．～４．         （現行どおり） 

５. 投資主総会を招集するには、投資主総会の日の

２か月前までに当該日を公告し、当該日の２週

間前までに各投資主に対して書面にて通知を発

する。但し、第１項の規定に従って開催された

投資主総会の日から25か月を経過する前に開催

される投資主総会については、当該公告をする

ことを要しない。 

 

 第20条（役員の任期） 

 

 第20条（役員の任期） 

１．執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年と

する。 

 

 

２．～３．         （省略） 

１．執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年と

する。但し、投資主総会の決議によって、法令

に定める限度において、その期間を延長又は短

縮することを妨げない。 

２．～３．         （現行どおり） 

 

 第30条（金銭の分配） 

 

 第30条（金銭の分配） 

（１）～（３）    （省略） （１）～（３）    （現行どおり） 
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変更前 変更後 

（４）利益を超えた金銭の分配 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益

の100分の90に相当する金額に満たない場合又

は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向

により本投資法人が適切と判断する場合、第

２号に定める分配金額に、法令等（一般社団

法人投資信託協会の規則等を含む。）に定め

る金額を限度として、本投資法人が決定した

金額を加算した額を、分配可能金額を超えて

金銭で分配することができる。また、上記の

場合において金銭の分配金額が投資法人に係

る課税の特例規定における要件を満たさない

場合には、当該要件を満たす目的をもって本

投資法人が決定した金額をもって金銭の分配

をすることができる。 

（４）利益を超えた金銭の分配 

本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸

市場等の動向により本投資法人が適切と判断

する場合、又は本投資法人における課税負担

の軽減を目的として本投資法人が適切と判断

する場合には、第２号に定める分配金額に、

法令等（一般社団法人投資信託協会の規則等

を含む。）に定める金額を限度として、本投

資法人が決定した金額を加算した額を、分配

可能金額を超えて金銭で分配することができ

る。 

（５）          （省略） 

 

（５）          （現行どおり） 

第11章 附則 （削除） 

 第41条（改正の効力発生）  

１.第７条第２項の新設については、投資法人が自己

投資口を取得できることができる場合として、新

たに、予め規約にその旨を定めた場合を追加する

投信法の改正の施行日に、効力を生じるものとす

る。また、自己投資口の取得に別途の規約の定め

が必要となる場合は、当該改正後の投信法、投資

信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年

政令第480号。その後の改正を含む。以下本条に

おいて「投信法施行令」という。)及び投資信託

及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総

理府令第129号。その後の改正を含む。以下「投

信法施行規則」という。）の規定に沿って関連す

る条項の規定を読み替えるものとする。 

２.第10条第１項の規定の変更については、一定の日

及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集す

る旨を規約で定めた場合には、投資主総会の開催

に係る公告を要しない旨の投信法の改正の施行日

に、効力を生じるものとする。また、投資主総会

の開催に係る公告の省略に別途の規約の定めが必

要となる場合は、当該改正後の投信法、投信法施

行令及び投信法施行規則の規定に沿って関連する

条項の規定を読み替えるものとする。 

 

 

別紙１ 

資産運用の対象及び方針 

１．資産運用の基本方針 

「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプト

とし、主として優良なオフィス（都市型業務施

設）、繁華性の高い立地に位置する商業施設及び

複合施設（複数の用途を有する施設のうち、主た

る用途が優良なオフィス（都市型業務施設）であ

る施設及び繁華性の高い立地に位置する主たる用

途が商業施設である施設をいう。）の建物及びそ

の敷地から構成される不動産等（下記２.（１）

に規定される特定資産をいう。以下同じ。）及び

これらの不動産等を主たる投資対象とする資産対

応証券等（下記２.（２）に規定される特定資産

をいう。以下同じ。）を投資対象とする。また投

資対象のリターンとリスクを考慮した上で、東京

だけではなく地方都市への分散投資をはかり、ポ 

 

別紙１

資産運用の対象及び方針 

１．資産運用の基本方針 

「都市型商業不動産への投資」を基本コンセプト

とし、主として優良なオフィス（都市型業務施

設）、繁華性の高い立地に位置する商業施設及び

複合施設（複数の用途を有する施設のうち、主た

る用途が優良なオフィス（都市型業務施設）であ

る施設及び繁華性の高い立地に位置する主たる用

途が商業施設である施設をいう。）の建物及びそ

の敷地から構成される不動産等資産に投資し、ま

た不動産等資産以外の不動産等（下記２.（１）

に規定される特定資産をいう。以下同じ。）及び

これらの不動産等を主たる投資対象とする資産対

応証券等（下記２.（２）に規定される特定資産

をいう。以下同じ。）を投資対象とする。また投

資対象のリターンとリスクを考慮した上で、東京
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変更前 変更後 

ートフォリオ運用のメリットを発揮することを基

本方針とする。 

 

２．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範

囲 

本投資法人は、資産を主として不動産等及び不動

産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投

資する。 

 

（１）～（２）   （省略） 

だけではなく地方都市への分散投資をはかり、ポ

ートフォリオ運用のメリットを発揮することを基

本方針とする。 

２．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範

囲 

本投資法人は、上記1．に定める基本方針に従

い、資産を主として不動産等資産に投資し、また

不動産等資産以外の不動産等及び不動産等を主た

る投資対象とする資産対応証券等に投資する。 

（１）～（２）  （現行どおり） 

（３）本投資法人は、上記（１）及び（２）への投

資後の残余の資金の効率的な運用に資するた

め、以下に掲げる特定資産に投資することが

できる。 

（３）本投資法人は、上記（１）及び（２）への投

資後の残余の資金の効率的な運用その他必要

がある場合には、以下に掲げる特定資産に投

資することができる。 

ａ.～ｃ.         （省略） 

                 （新設） 

 

                 （新設） 

 

ｄ.上記ａ.からｃ.までに対する投資として運用す

ることを目的とする金銭の信託の受益権 

ａ.～ｃ.      （現行どおり） 

ｄ.再生可能エネルギー発電設備（投信法施行令に

おいて定義されるものをいう。） 

ｅ.公共施設等運営権（投信法施行令において定義

されるものをいう。） 

ｆ.上記ａ.からｅ.までに対する投資として運用す

ることを目的とする金銭の信託の受益権 

（４）～（６）   （省略） （４）～（６）  （現行どおり） 

３．投資態度 ３．投資態度 

（１）本投資法人は、主として優良なオフィス（都

市型業務施設）、繁華性の高い立地に位置す

る商業施設及び複合施設（複数の用途を有す

る施設のうち、主たる用途が優良なオフィス

（都市型業務施設）である施設及び繁華性の

高い立地に位置する主たる用途が商業施設で

ある施設をいう。）（当該施設の建物の賃借

権、それらが立地する土地の賃借権及び地上

権、並びにそれらが裏付け資産となっている

有価証券及び信託の受益権その他の資産を含

む。）を投資対象とし、それらの組入比率に

ついては、その時々の経済状況、不動産市況

動向等を十分に考慮した上で設定する。 

（１）本投資法人は、主として優良なオフィス（都

市型業務施設）、繁華性の高い立地に位置す

る商業施設及び複合施設（複数の用途を有す

る施設のうち、主たる用途が優良なオフィス

（都市型業務施設）である施設及び繁華性の

高い立地に位置する主たる用途が商業施設で

ある施設をいう。）（当該施設の建物の賃借

権、それらが立地する土地の賃借権及び地上

権、並びにこれらの資産のみを信託する信託

の受益権を含む。）を投資対象とし、それら

の組入比率については、その時々の経済状

況、不動産市況動向等を十分に考慮した上で

設定する。 

（２）～（６）   （省略） 

（７）本投資法人は、その有する資産の総額のうち

に占める租税特別措置法施行規則（昭和32年

大蔵省令第15号。その後の改正を含む。）第

22条の19に規定する不動産等の価額の割合が

70％以上となるように運用する。 

（８）～（10）   （省略） 

（２）～（６）  （現行どおり） 

（削除） 

 

 

 

 

（７）～（９）  （現行どおり） 

４．資産運用の対象とする資産についての制限 ４．資産運用の対象とする資産についての制限 

                 （省略）               （現行どおり） 

５．組入資産の貸付け ５．組入資産の貸付け 

                 （省略）               （現行どおり） 

 

(ロ) 事業譲渡又は事業譲受

 該当事項はありません。

(ハ) 出資の状況その他の重要事項

 該当事項はありません。

 

ｃ. 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 該当事項はありません。
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

 本投資証券は、東京証券取引所に上場されています。取得申込者は、取扱金融商品取引業者に申込みをして下さい。

 

２【買戻し手続等】

 本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第７条第１

項）。

 なお、本投資証券を東京証券取引所を通じて売買することが可能です。また、金融商品取引所外で本投資証券を譲渡

することも可能です。なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる

ものとしています（規約第７条第２項）。
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

(イ）本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（４）計算期間」記載の決算期ごとに、以下

の算式にて算出します。

 １口当たり純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数

 

(ロ）本投資法人の資産評価の方法及び基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、原則として次

のとおり運用資産の種類ごとに定めます（規約第29条第１項）。

ⅰ．不動産、不動産の賃借権及び地上権

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分

及び設備等部分について定額法により算出します。ただし、正当な事由により採用した方法による算定が適当

ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法に

より算定することができるものとします。

ⅱ．不動産、不動産の賃借権又は地上権、並びに金銭の信託の受益権及び匿名組合出資持分

 信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産、不動産の賃借権又は地上権の場合は上記ｉ．に従った

評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合

計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価

します。

ⅲ．不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等

 金融商品取引所に上場されている資産対応証券等は、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外

国金融商品市場における最終価格に基づき算出した価格により評価します。これ以外の資産対応証券等は、市

場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額により評価します。ただし、優先出資証券については、市場

価格及び合理的に算定された価格がない場合には取得原価で評価します。

ⅳ．金融商品取引所に上場されている有価証券

 金融商品取引所に上場されている有価証券は、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融

商品市場における最終価格に基づき算出した価格により評価します。これ以外の有価証券は、市場価格に基づ

く価額又は合理的に算定された価額により評価します。

ⅴ．金銭債権

 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高

い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原

価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。

ⅵ．デリバティブ取引に係る権利

 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終

価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公

表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により評価します。なお、同日において最終価

格がない場合には同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。金融商品取引所の相

場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定

された価額が得られればその価額により評価します。公正な評価額を算出することが極めて困難な場合には、

取得価額により評価します。

 ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘ

ッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足

するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。

ⅶ．その他

 上記に定めのない資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って算出された価額に

より評価します。

 

(ハ）資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記（ロ）と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価す

るものとします（規約第29条第２項）。 

ⅰ．不動産、不動産の賃借権及び地上権

 原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額

ⅱ．信託の受益権及び匿名組合出資持分

 信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権又は地上権の場合は上記ｉ.に従った評価を、
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金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から

負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとしま

す。

 

(ニ）資産評価の基準日は、原則として、決算期（毎年６月末日と12月末日）とします。ただし、上記（ロ）ⅲ．及

びⅳ．に定める資産（不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等及び有価証券）であって、市場価格に基

づく価額で評価できる資産については、毎月末とします（規約第29条第３項）。

 ただし、物件取得時からその後最初に到来する決算期に係る鑑定評価額等を開示するまでの期間においては、

物件の売買契約書等に記載された売買価格（取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税を除きます。）を

もって開示評価額とします。

 

(ホ）当該営業期間末日における１口当たりの純資産額については、１口当たり情報に関する注記に記載されること

になっています（投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）第58条

第16号及び第68条第１号）が、貸借対照表を含む計算書類等は営業期間ごとに作成され（投信法第129条）、役

員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が書面にて通知され、承認済みの計算書類

等が会計監査報告とともに投資主に提供されます（投信法第131条）。

 投資主は、本投資法人のホームページにおいて、計算書類等を閲覧することができます。

 

（ヘ）投資口１口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。

（照会先）

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 財務部

東京都中央区八重洲一丁目４番16号

電話番号 03－3231－1051

 

（２）【保管】

 該当事項はありません。 

 

（３）【存続期間】

 本投資法人には存続期間の定めはありません。

 

（４）【計算期間】

 本投資法人の営業期間は、毎年１月１日から６月末日まで、及び７月１日から12月末日までの各６か月間とし、

各営業期間の末日を決算期とします（規約第28条）。

 

（５）【その他】

(イ）増減資に関する制限

ｉ．投資口の追加発行

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、500万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の

範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるも

のとします。この場合において、募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対し

て割り当てる投資口をいいます。）１口と引き換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容

に照らし公正な金額として役員会で承認を得た金額とします（規約第５条）。

ⅱ．国内における募集

 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、

100分の50を超えるものとします（規約第６条）。

 

(ロ）解散条件

 本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。

ｉ．投資主総会の決議

ⅱ．合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。）

ⅲ. 破産手続開始の決定

ⅳ. 解散を命ずる裁判

ⅴ. 投信法第187条の登録の取消し
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(ハ) 規約の変更に関する手続

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者

の議決権の３分の２以上により可決される必要があります（投信法第140条、第93条の２第２項）。ただし、書

面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案

に賛成するものとみなすことにつき、後記「３ 投資主・投資法人債権者の権利 Ａ．投資主の権利 (イ) 投資

主総会における議決権」をご参照下さい。

 投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が

開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重

要な変更に該当する場合には、原則として、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されま

す。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示され

ます。

 

(ニ）関係法人との契約の更改等に関する手続

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関す

る規定は、以下のとおりです。

① 資産運用会社：株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

資産運用委託契約

期間 現在の有効期間は平成27年10月18日までです。

更新 期間満了の３か月前までに本投資法人又は本資産運用会社から書面による契約終了の申入れ

がない限り、契約は自動的に更新され、更に１年間有効となるものとし、その後もまた同様

とします。ただし、契約終了の申入れを本投資法人が行う場合は、投資主総会の決議を経た

ものに限ります。また、本資産運用会社が行う場合は、本投資法人の同意を得なければなら

ず、かかる同意は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得たものでなければなりま

せん。

解約 (ⅰ) 本投資法人又は本資産運用会社は、いずれか一方が他方に対し、３か月前の文書による

事前の通知により、契約を解約することができます。ただし、本投資法人が行う場合

は、投資主総会の決議を経たものに限ります。また、本資産運用会社が行う場合は、本

投資法人の同意を得なければならず、かかる同意は、投資主総会の承認又は内閣総理大

臣の許可を得たものでなければなりません。

(ⅱ) (ⅰ)にかかわらず、本投資法人は、以下のいずれかに該当する事由が生じた場合には、

役員会の決議により、契約を解約することができます。

・ 本資産運用会社が契約の規定に違反した場合（ただし、当該違反が是正可能なものであ

る場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30

営業日以内にこれを是正した場合を除きます。）

・ 本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合（ただし、当該違反が是正可

能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領

した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。）

・ 本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始の決定、再生手続開始、更生手続開

始、又は特別清算開始の申立、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する

差押命令の送達等の事由が発生した場合

・ 上記に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重

大な事由がある場合

(ⅲ) 本投資法人は、本資産運用会社が以下のいずれかに該当するときは、契約を解約しなけ

ればなりません。

・ 金商法で定める金融商品取引業者（投信法で定める要件を充足する者に限ります。）で

なくなったとき

・ 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき

・ 解散したとき

変更等 契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続

に従って、変更することができます。
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商標使用許諾契約

期間 現在の有効期間は平成28年３月13日までです。

更新 期間満了の３か月前までに、本投資法人又は本資産運用会社が契約を更新しない旨を書面で通

知しない限り、１年間延長されるものとし、その後もまた同様とします。

解約 (ⅰ) 本投資法人及び本資産運用会社は、相手方が契約に違反した場合において、相手方にそ

の是正を催告し、当該違反が30日以内に是正されないときは、契約を解約することがで

き、かつ当該本投資法人又は本資産運用会社に対し、損害賠償請求をすることができま

す。

(ⅱ) (ⅰ)にかかわらず、本投資法人は何時でも理由の如何を問わず、契約を解約することが

できます。

変更等 契約に定めのない事項及び契約の解釈について疑義の生じた事項については、本投資法人及

び本資産運用会社が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

 

② 投資主名簿等に関する一般事務受託者及び特別口座管理人兼資産保管会社：みずほ信託銀行株式会社

事務委託・資産保管業務委託契約

期間 現在の有効期間は平成29年９月13日までです。

更新 本投資法人又は一般事務受託者若しくは資産保管会社は、期間満了の３か月前までに当事者

のいずれかより文書による契約終了の意思表示がなされない限り、契約は自動的に更新され、

更に２年間期間が延長され、以後においても同様とします。

解約 相手方に以下のいずれかの事由が発生したときは、相手方に対し通知をなすことにより、契

約を解約することができます。

・ 契約に基づく義務の履行を怠り、相手方からのその旨の通知の到達後10日以内にその履

行がなされないとき

・ 支払の停止、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その

他類似の倒産手続開始の申立てがなされたとき、手形交換所により取引停止処分がなさ

れたとき、又はその重要な資産につき滞納処分による差押え、仮差押え、保全処分、差

押え、競売手続の開始その他の強制執行手続若しくは担保権実行手続が開始されたとき

・ 上記に定めるほか、相手方に契約を継続することに堪えない重大な事由があるとき

・ 事務受託手数料又は投資主名義書換事務受託手数料に係る両当事者間の協議が整わない

とき

・ 本投資法人より一般事務受託者兼資産保管会社が追加的委託を受けた場合で、両当事者

間で協議が整わないとき

変更等 本投資法人は、一般事務受託者兼資産保管会社に、本投資法人が営業を行う上で必要な業務

及び事務のうち、契約に規定する以外の業務及び事務を、将来、新たに追加して委託するこ

とができます。一般事務受託者兼資産保管会社は、本投資法人のかかる将来における追加的

委託を承知しており、本投資法人よりかかる追加的委託を受けた場合には、本投資法人と協

議の上、特段の事由のない限り、かかる業務又は事務を受託します。
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特別口座の管理に関する契約

期間 平成21年１月５日から効力を生じ、契約期間に関わる定めはありません。 

更新 更新に関わる定めはありません。 

解約 本契約は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、各号の定めるときに終了するものとします。 

(ⅰ) 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、本契約は、特別口座管理人が速

やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。ただ

し、この場合であっても、各当事者の合意により、本契約を継続することができるもの

とします。 

(ⅱ) 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によ

って取扱われなくなった場合。この場合、本契約は、特別口座管理人が速やかに全ての

特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。 

(ⅲ) 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ、引続き本契約の履行に重大なる支障を

及ぼすと認められたときに、他方が行う文書による解約の通知をした場合。この場合、

本契約は当該通知において指定された日に終了します。指定がない場合は、本契約は当

該通知到達の日から30日経過した日に終了します。 

(ⅳ) 本投資法人及び特別口座管理人の間に事務委託契約（投資口事務受託に関わる契約）が

締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは当事者のいずれか一方が解

約権を行使しうる事由が発生したときに、当事者のいずれか一方が本契約の解約をその

相手方に文書で通知した場合。この場合、(ⅲ)後段の規定を準用します。ただし、当該

契約の終了事由が、本投資法人又は特別口座管理人の手形交換所の取引停止処分、支払

の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により

信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合

は、直ちに本契約を解約することができます。 

(ⅴ) 本投資法人及び特別口座管理人の間に事務委託契約（投資口事務受託に関わる契約）が

締結されていない場合で、当事者のいずれか一方が、(ⅳ)後段の事由に該当した場合、

本契約は直ちに解約することができます。 

変更等 ・ 本契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必

要な事由が生じた場合は、各当事者が協議の上速やかに変更します。 

・ 本契約に定めのない事項、その他疑義が生じた事項については、本投資法人と特別口座管

理人が協議の上、これを定めます。 

 

③ 第７回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行 

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

④ 第13回及び第14回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

⑤ 第15回及び第16回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行 

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

 

- 154 -



⑥ 第17回及び第18回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

⑦ 第19回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

⑧ 第20回及び第21回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

⑨ 第22回無担保投資法人債に関する一般事務受託者：株式会社みずほ銀行 

期間 契約期間に関わる定めはありません。

更新 更新に関わる定めはありません。

解約 契約期間中の解約に関わる定めはありません。

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び発行代

理人兼支払代理人は相互にこれに関する協定をします。

 

⑩ 会計監査人：新日本有限責任監査法人

 本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。

 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します（規約第32条）。会計監査人の任期は、就任後１年

経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、

上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものと

みなされます（規約第33条）。 

 

(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

 関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある

ほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動の決定若しくは異動又は運用に関する基本方針、運用体制、

投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金商法に基づいて遅滞なく

提出する臨時報告書により開示されます。

 

(ヘ) 公告方法

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。
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２【利害関係人との取引制限】

(イ) 利益相反取引の制限

資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき

禁止行為が定められています（金商法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第２

項）。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の

当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい（金

商法第31条の４第３項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ

とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者

をいいます（金商法第31条の４第４項）。

① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の

親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の

取引を行うこと（金商法第44条の３第１項第１号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第２

項）。

② 当該金融商品取引業者との間で金商法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件と

してその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間

で当該契約を締結すること（金商法第44条の３第１項第２号、投信法第223条の３第３項）。

③ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方

針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行

う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを

内容とした運用を行うこと（金商法第44条の３第１項第３号、投信法第223条の３第３項）。

④ ①から③までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって

投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為（金商法第44条の３第１項第４号、業府令第153条、投信

法第223条の３第３項、投信法施行規則第267条）。

ａ．通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買

その他の取引を行うこと。

ｂ．当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約（金商法第34条に定義される「金融商品取引契約」を

いいます。以下同じです。）を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して

通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客

との間で当該金融商品取引契約を締結すること。

 

(ロ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付（投信法203条第２項及び第４項、第５条第２項）

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関

係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則

で定めるものを除きます。以下本項において同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われた

ときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運

用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令

で定める者に対して交付しなければなりません。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施

行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と

同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記

載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規

則に定めるものにより提供することができます。

 

(ハ）利害関係人等との取引の制限

 資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投

資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲

渡及び不動産の貸借（当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを

除きます。）が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得な

ければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません（投信

法第201条の２）。
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(ニ）資産の運用の制限（投信法第193条、第195条、投信法施行令第116条、第117条、第118条）

 登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族

（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④その資産運用会社の取締役、会計参与（会計参与

が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する

役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為（投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為とし

て投信法施行令で定める行為を除きます。）を行うことはできません。

ｉ. 有価証券の取得又は譲渡

ⅱ. 有価証券の貸借

ⅲ. 不動産の取得又は譲渡

ⅳ. 不動産の貸借

ｖ. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引

ⅵ．商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製練、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引

以外の特定資産に係る取引

（ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められていま

す。）

ⅶ．再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら

行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引

 

(ホ) 利害関係者との間における以下の取引に関しては、それぞれの基準に基づいて行います。

① 利害関係者からの物件・資産の取得

ⅰ. 不動産及び不動産信託受益権の場合

 本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。

ⅱ. その他の特定資産の場合

 時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記ｉ.によるものとします。

② 利害関係者への物件・資産の売却

ｉ. 不動産及び不動産信託受益権の場合

 １物件当たりの「売却額」（売却金額のみとし、税金及び売却費用等は含みません。）は、鑑定評価額以

上とします。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。

ⅱ. その他の特定資産の場合

 時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記ｉ.によるものとします。

③ 利害関係者への物件の賃貸

 市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものと

します。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。

④ 利害関係者への不動産管理委託

 前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （１）投資方針 ｂ. 投資態度 (ハ) 

物件関連業務運用基準」に基づき委託を行います。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとしま

す。

⑤ 利害関係者による売買・賃貸の媒介又は仲介手数料

ⅰ. 売買

 媒介又は仲介手数料は売買価格の３％＋６万円（ただし、消費税等を除きます。）を上限とし、本投資法

人の役員会の事前承認を得るものとします。

ⅱ. 賃貸

 媒介又は仲介手数料は契約賃料の１か月分相当を上限とします。

⑥ 利害関係者に対する工事の発注

 1,000万円超の工事については、第三者の見積価格、内容等と比較検討したうえで発注することとし、本投

資法人の役員会の事前承認を得るものとします。

⑦ 利害関係者からの借入れ

 市場水準での借入条件で借り入れるものとします。また、借入れに際しては、当該借入れを含む資金計画

（３か月ごとの資金の運用・調達計画等を示したもの）又は当該借入れについて、本投資法人の役員会の事前

承認を得るものとします。
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（ヘ） 利害関係人等との取引状況

① 取引状況

 利害関係人等との特定資産の売買取引等について、該当事項はありません。

 

② 支払手数料等の金額

区分 
支払手数料等 

総額(Ａ) 

利害関係人等との取引内訳 総額に対

する割合 

（Ｂ/Ａ) 
支払先 支払金額(Ｂ) 

管理委託料(注２) 254,518千円 

東京建物株式会社 217,994千円 85.6％ 

安田不動産株式会社 13,332千円 5.2％ 

大成有楽不動産株式会社 4,773千円 1.9％ 

外注委託費 528,955千円 
東京建物株式会社 413,062千円 78.1％ 

安田不動産株式会社 37,958千円 7.2％ 

テナント仲介手数料等 30,908千円 東京建物株式会社 6,566千円 21.2％ 

法人広告費 4,151千円 株式会社イー・ステート・オンライン 23千円 0.6％ 

（注１）利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告

書等に関する規則第26条第１項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本

資産運用会社の利害関係人等をいいます。

（注２）上表の管理委託料には費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬（15,709千円）を

含んでいます。

（注３）上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。

東京建物株式会社 389,937千円 

安田不動産株式会社 77,590千円 

大成有楽不動産株式会社 382千円 

東京不動産管理株式会社 340,202千円 

新宿センタービル管理株式会社 85,968千円 
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３【投資主・投資法人債権者の権利】

Ａ. 投資主の権利

(イ）投資主総会における議決権（投信法第77条第２項第３号）

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています（投信法第77

条第２項第３号、第94条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会において決議される事項は、以下

のとおりです。

ⅰ. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除

きます。）と解任（投信法第96条、第104条、第106条）

ⅱ. 資産運用会社との資産運用委託契約の締結（ただし、規約に記載されている成立時に締結される資産運用

会社との資産運用委託契約の締結を除きます。）及び解約の承認又は同意（投信法第198条第２項、第205

条、第206条第１項）

ⅲ. 投資口の併合（投信法第81条の２第２項、会社法第180条第２項（第３号及び第４号を除きます。））

ⅳ. 投資法人の解散（投信法第143条第３号）

ⅴ. 規約の変更（投信法第140条）

ⅵ. その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項（投信法第89条）

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

ⅰ. 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数を

もって行います（規約第12条第１項）。

ⅱ. 投資主は本投資法人の議決権を有する他の投資主１名を代理人として、その議決権を行使することができ

ます。ただし、この場合において、当該投資主又は代理人は、投資主総会ごとに代理権を証する書面を予め

本投資法人に提出することを要します（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約第14条）。

ⅲ. 投資主総会に出席しない投資主（代理人を出席させる投資主は除きます。）は、書面によって議決権を行

使することができます（投信法第90条の２第２項、規約第15条第１項）。

ⅳ. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面（以下「議決権行使書面」といいます。）に必

要な事項を記載し、法令で定めるときまでに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行いま

す（投信法第92条第１項、規約第15条第２項）。

ⅴ. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条第２項、

規約第15条第３項）。

ⅵ. 本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を行使

することができる旨を定めることができます（投信法第90条の２第１項第３号、規約第16条第１項）。

ⅶ. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める

ときまでに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います（投信法

第92条の２第１項、規約第16条第２項）。

ⅷ. 上記ⅶ．の定めに基づき、電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算

入します（投信法第92条の２第３項、規約第16条第３項）。

ⅸ. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出

された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第１項、規約第13条第

１項）。

ⅹ．上記ⅸ.の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の

議決権の数に算入します（投信法第93条第３項、規約第13条第２項）。

xi．本投資法人は各決算期から３か月以内に投資主総会を開催する場合、当該投資主総会が開催される直前の

決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、当該投資主総会における権利を行使

することができる投資主とします（規約第12条第２項）。

xⅱ. 上記xi.の規定にかかわらず、本投資法人は、役員会の決議により、予め公告して一定の日における投資

主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、その権利を行使することができる投資主とすることが

できます（規約第12条第３項）。

xⅲ. 上記xi. 及びxⅱ.のほか、投資法人は、一定の日を定めて、一定の日における投資主名簿に記載されて

いる投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使することができる者と定めることができます

（投信法第77条の３第２項、第４項）。
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(ロ) その他の共益権

① 代表訴訟提起権（投信法第204条第３項、第116条、第119条第３項、会社法第847条（第２項を除きま

す。））

 ６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面等をもって、本資産運用会社、一

般事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提起を請求することができ、本投

資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のために訴訟を提起することが

できます。

② 投資主総会決議取消訴権等（投信法第94条第２項、会社法第831条）

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は著しく不公正な

とき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権

を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から３か月以内に、訴えをもって投

資主総会の決議の取消しを請求することができます。

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１項）

 執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行

為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるお

それがあるときは、６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対し、その行為をやめること

を請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。

④ 新投資口発行差止請求権（投信法第84条第１項、会社法第210条）

 投資主は、投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は投資口の発行が著しく不公正な方法により

行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、募集に係る投資口

の発行をやめることを請求することができます。

⑤ 新投資口発行無効訴権（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の効力が生じた日から

６か月以内に本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。

⑥ 投資口併合差止請求権（投信法第81条の２第２項、会社法第182条の３）

 投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあると

きは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます。

⑦ 合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号）

 投資主は、合併手続に瑕疵があった場合には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から６か月以内に

合併無効の訴えを提起することができます。

⑧ 合併差止請求権（投信法第150条、会社法第784条の２、第796条の２、第805条の２）

 投資主は、合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、

本投資法人に対し、合併をやめることを請求することができます。

⑨ 投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項、第305条第１項）

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

投資主総会の日の８週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投

資主総会の目的である事項につき当該投資主の提出しようとする議案の要領を投資主総会の招集通知に記載

し、又は記録することを請求することができます。

⑩ 投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項）

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、

投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投

資主総会招集の手続が行われない場合又は請求があった日から８週間以内の日を投資主総会の日とする投資主

総会の招集の通知が発せられない場合には、招集の請求をした投資主は、内閣総理大臣の許可を得て、投資主

総会を招集することができます。

⑪ 検査役選任請求権（投信法第94条第１項、会社法第306条第１項、投信法第110条）

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に係る

招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任

の申立てをすることができます。また、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主は、本

投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うべき

事由があるときに本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の

申立てをすることができます。

⑫ 執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号）

 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議により解任することができます。また、発行済投資口の100分

の３以上の口数の投資口を６か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役員の職務の執行に関し

不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず当該役員を解任する旨の議案

が投資主総会において否決されたときは、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を

請求することができます。
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⑬ 解散請求権（投信法第143条の３）

 発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困

難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれがあるときや、本投資

法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由

があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。

(ハ）分配金請求権（投信法第77条第２項第１号、第137条） 

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に

基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。本投資法人の金銭の分配方針に関して

は、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２. 投資方針 （３）分配方針」をご参照下さい。

なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口につい

て行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。この場

合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得し

ます（振替法第228条、第149条）。

 

(ニ）残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号、第158条第２項）

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余財産の分配を受

ける権利を有しています。

 

(ホ）払戻請求権

 投資主は、投資口の払戻請求権は有していません（規約第７条第１項）。

 

(ヘ）投資口の処分権（投信法第78条第１項、第２項、第３項）

 投資主は、投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。

本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口

座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。）

が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます（振替法第228条、第140条）。ただし、本振

替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなけ

れば、本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第１項）。なお、投資主名簿の記載又は記録は、

総投資主通知（保管振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、基準日等の

通知をいいます。）により行われます（振替法第228条、第152条第１項）。また、投資主が、特別口座に記載又

は記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口座への振替を行った上で、譲受

人の口座に振り替える必要があります。 

 

(ト）投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第85条第１項、第３項、会社法第217条）

 投資主は、投資口を発行した日以後遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資

証券の不所持を申し出ることもできます。

本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません（振替法第227条第１項）。

ただし、投資主は、株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）が振替機関の指定を取り

消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場

合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行

を請求することができます（振替法第227条第２項）。 

 

(チ）帳簿閲覧請求権（投信法第128条の３）

 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求する

ことができます。ただし、この請求は、理由を明らかにしてしなければなりません。

 

(リ) 少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条） 

 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載

又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、保管振替

機構が個別投資主通知（保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の

通知をいいます。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出るこ

とができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後４週間が経過する日までに限

り、少数投資主権を行使することができます。 
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Ｂ. 投資法人債権者の権利

本投資法人の投資法人債権者の有する主な権利は、以下のとおりです。

(イ）元利金支払請求権

 投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払を受けることができます。投資法人債の消滅時

効は、元金については10年、利息については５年です（投信法第139条の７、会社法第701条）。

(ロ）投資法人債の譲渡 

 記名式の投資法人債の譲渡は、取得者の氏名又は名称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録しなけれ

ば、投資法人その他の第三者に対抗することができません（投信法第139条の７、会社法第688条）。 無記名

式の投資法人債の移転は、投資法人債券を交付することにより行われます。取得者が譲受を投資法人に対抗す

るためには、投資法人債券の引渡及び継続占有が必要です。

 本投資法人は、本投資法人債について、振替法に基づく一般債振替制度の適用を受けることとしています。

したがって、上記にかかわらず、本投資法人債の保有者が保有する本投資法人債の権利移転は保管振替機構及

び一般債振替制度に参加する銀行・金融商品取引業者等の口座管理機関が管理する振替口座簿の記録により行

われます。

 本投資法人債には、譲渡制限は付されていません。

 

(ハ）投資法人債権者集会における議決権

① 投資法人債権者集会は、投信法に規定する事項及び投資法人債権者の利害に関する事項について、決議を

行うことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。投資法人債権者集会において、投資法

人債権者は、その有する当該種類の投資法人債の金額の合計額（償還済みの額を除きます。）に応じて議決

権を行使することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第723条）。

 投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によって効力を生じます（投信法第139条の10第２

項、会社法第734条第１項）。

② 投資法人債権者の有する議決権の決議要件は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、会社法第

724条）。

ⅰ．投資法人債権者集会の決議は、原則として、出席した投資法人債権者の議決権の総額の２分の１を超え

る議決権を有する者の同意をもって行われます（普通決議）。

ⅱ．投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、投資法人債権者の議決権の総額の５分の

１以上を有する投資法人債権者が出席し、その議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意を

もって行われます（特別決議）。

③ 投資法人債権者による投資法人債権者集会招集請求権

 ある種類の投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上を保有する投資法人債権者

は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を、本投資法人又は投資法人債管理者に対して提出

して投資法人債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１

項）。

 かかる請求の後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合には、かかる請求を行った投

資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます（投信法第139条の

10第２項、会社法第718条第３項）。

④ 投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写

を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。

 

(ニ）投資法人債管理者

 投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために投資法人

債の管理を行うことを委託しなくてはなりません。ただし、各投資法人債の金額が１億円以上である場合等

は、この限りではありません（投信法第139条の８）。

 本投資法人債には、投資法人債管理者は設置されていません。

 

(ホ）担保提供制限条項及び留保資産提供制限条項

 本投資法人は、本投資法人債の各投資法人債要項において、当該各投資法人債の未償還残高が存する限り、

当該各投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の投資法人債のため

に、担保権を設定し又は一定の資産を留保する場合には、当該各投資法人債のためにも、同順位の担保権を設

定し又は投資法人債管理会社が適当と認める留保資産提供を行うものとされています。

 

(ヘ）財務制限条項

 本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、一定の財務制限条項に従います。
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

ａ. 名称 

 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

ｂ. 資本金の額 

本書の日付現在  ３億5,000万円

ｃ. 事業の内容 

 金商法第28条第４項に規定する投資運用業を行います。

① 基本姿勢

・ プロの視点で個別不動産を適正に評価し、取得・売却を通じて成長性の高いポートフォリオを組成します。

・ テナントの満足度・資産価値を高める良質な不動産管理を行い、保有不動産の競争力を高め、長期的な収益

力向上を図ります。

・ 資産運用受託者として、より多くの情報をわかりやすく開示することで説明責任を果たします。

・ 利益相反に対する十分なチェックシステムを構築することにより透明性を高めます。

・ 法令規則等の遵守にとどまらず、企業の倫理観・誠実さを高めながら事業を展開します。

 

② 会社の沿革

年月日 事項

平成12年４月28日 会社設立

平成12年10月13日 宅地建物取引業者としての免許取得（東京都知事(3) 第79025号（現在））

平成13年３月２日 定款の事業目的の変更（投資信託委託業及び投資法人資産運用業、主として有限会

社クアトロ・キャピタルより委託を受けて営む所定の事業等への変更）

平成13年３月16日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得（認可番号第３号）

平成13年６月20日 投信法上の投資法人資産運用業の認可取得（認可番号 内閣総理大臣第７号）

平成13年11月17日 定款の事業目的の変更（主として有限会社クアトロ・キャピタルより委託を受けて

営む所定の事業の削除）

平成19年９月30日 金融商品取引業（投資運用業）に係る登録（登録番号関東財務局長（金商）第362

号）（注）

平成19年11月28日 金融商品取引業（投資運用業）登録申請 申請書類提出

（注）証券取引法の一部を改正する法律（平成18年法律第65条）附則第159条第１項に基づき、金融商品取引

業（投資運用業）に係る登録を受けたものとみなされていました。

 

③ 発行可能株式総数及び資本の額の増減

(イ) 発行可能株式総数（本書の日付現在）

 28,000株

(ロ) 発行済株式の総数（本書の日付現在）

 7,000株

(ハ) 最近５年間における資本金の額の増減

 該当事項はありません。

 

④ 経理の概況

本資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。

(イ) 最近の事業年度における主な資産と負債の概況

（単位：千円）
 

  平成27年３月31日現在

総資産 1,035,171

総負債 160,810

純資産 874,360
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(ロ) 最近の事業年度における損益の概況

（単位：千円）
 

 
第14期

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

第15期
自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

営業収益 959,946 978,927

経常利益 247,374 215,305

当期純利益 146,993 135,308

 

⑤ その他

(イ) 役員の変更

 本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任について

は、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結のときまでで、監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結のときまでです。また、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員によ

り選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任し

た監査役の補欠として選任された監査役の任期は前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社に

おいて取締役及び監査役の変更があった場合には、２週間以内に監督官庁へ届け出ます（金商法第31条第１

項、第29条の２第１項第３号）。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与

（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に就任した場合（他の会

社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合

を含みます。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、そ

の旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません（金商法第31条の４第１項）。

(ロ) 定款の変更

 本資産運用会社の定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です（会社法第309条第２項第11

号）。本資産運用会社は、平成13年３月２日、平成13年11月17日及び平成20年６月10日に定款の事業目的の変

更を行っています。

(ハ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

 本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される

事実はありません。

 

⑥ 関係業務の概要

 本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。

(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務（宅地又は建物の売買、交換又は賃借に係る判断の全部を行い、当該判

断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことを含みます。）

(ロ) 本投資法人が行う資金調達に係る業務

(ハ) 本投資法人への報告業務

(ニ) その他本投資法人が随時委託する前記(イ)から(ハ)に関連し又は付随する業務

 

（２）【運用体制】

 本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概

況 （４）投資法人の機構」をご参照下さい。
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（３）【大株主の状況】

  （本書の日付現在）
 

名称 住所
所有株式数
（株）

比率（注）
（％）

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目９番９号 2,800 40

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 1,400 20

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地 1,400 20

損害保険ジャパン日本興亜

株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 700 10

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 700 10

合計 ─────── 7,000 100

（注）比率とは、発行済株式数に対する所有株式数の比率をいいます。
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（４）【役員の状況】

  （本書の日付現在）
 

役職名 氏名 主要略歴
所有

株式数

代表取締役

社長
大久保 聡

昭和52年４月 東京建物株式会社 入社

平成４年４月 同社 広報室 課長 兼 企画部 課長

平成６年４月 同社 企画部 課長 兼 企画部 国際企画室 課長

平成７年４月 同社 企画部 経営企画室 課長

平成８年１月 同社 ビル営業第２部 営業第２グループ グループリーダ

ー

平成10年10月 同社 ＲＭ事業部長

平成17年３月 同社 取締役大阪支店長

平成17年10月 同社 取締役関西支店長

平成22年３月 東京建物不動産販売株式会社 監査役

平成22年３月 東京建物株式会社 顧問

平成22年６月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

代表取締役社長（現職）

－

取締役

企画・管理

部長

林 康弘

昭和62年４月 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社） 

入社

平成11年４月 安田企業投資株式会社 出向

平成11年４月 同社 総合管理部部長

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社 証券運用部 債券運用グループ

主席スタッフ

平成23年４月 同社 特別勘定運用部 特別勘定運用グループ グループマ

ネジャー

平成26年４月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

出向

平成26年４月 同社 企画・管理部 部長

平成26年６月 同社 取締役企画・管理部長（現職）

－

取締役

投資運用

部長

樺田 直樹

平成元年４月 株式会社熊谷組 入社

平成16年５月 東京建物株式会社 入社

平成19年11月 同社 都市開発事業部 グループリーダー

平成22年10月 同社 名古屋支店 グループリーダー

平成25年３月 同社 名古屋支店 支店長

平成27年３月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

出向

平成27年３月 同社 取締役投資運用部長（現職）

－
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役職名 氏名 主要略歴
所有

株式数

取締役

財務部長
栄田 聡

昭和61年４月 東京建物株式会社 入社

平成12年４月  同社  札幌支店 課長

平成14年９月 同社  札幌支店 次長

平成14年10月 同社  札幌支店 グループリーダー 兼 札幌支店 次長

平成17年４月 同社  企画部経営企画グループ グループリーダー

平成20年４月 同社  企画部企画運営グループ グループリーダー

平成21年１月 同社  コンプライアンス部長

平成23年３月 同社  ビル企画部長

平成23年３月 新宿センタービル管理株式会社 代表取締役社長

平成23年３月 新宿スクエアタワー管理株式会社（現 東京建物株式会社）

取締役

平成23年６月 東京不動産管理株式会社 監査役

平成24年３月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

出向

平成24年３月 同社 取締役財務部長（現職）

－

取締役

コンプライ

アンス室長

菅原 茂行

昭和60年４月 朝日生命保険相互会社 入社

平成10年４月  同社  不動産部 不動産業務室 課長代理

平成11年４月 朝日実業株式会社 出向

平成13年１月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

出向

平成14年10月 同社 入社

平成16年10月 同社 企画・管理部 部長（コンプライアンスグループ担

当）

平成17年７月 同社 企画・管理部 部長（企画グループ・コンプライアン

スグループ担当）

平成20年４月 同社 コンプライアンス室長

平成22年６月 同社 取締役コンプライアンス室長（現職）

－

取締役

（非常勤）
春田 新一

平成８年４月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行）入社

平成16年11月 東京建物株式会社 入社

平成20年３月 同社 企画部 関連事業グループ 課長代理

平成21年12月 株式会社ジェイゴルフ 監査役

平成23年４月 東京建物株式会社 企画部 関連事業グループ 担当課長

平成23年４月 東京建物（上海）房地産咨詢有限公司 監事

平成23年６月 日本パーキング株式会社 監査役

平成24年３月 株式会社パーキングサポートセンター 監査役

平成24年５月 東京建物株式会社 企画部 関連事業グループ 課長

平成26年３月 株式会社イー・ステート・オンライン 監査役

平成26年７月 東京建物シニアライフサポート株式会社 監査役

平成26年９月 東京建物株式会社 企画部 関連事業グループ グループリ

ーダー

平成26年９月 株式会社誠愛苑 監査役

平成27年１月 東京建物株式会社 企画部 事業開発グループ グループリ

ーダー（現職）

平成27年１月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

取締役（現職）

平成27年８月 株式会社エルダリ－ケアサービス 取締役（現職）

平成27年８月 株式会社日本エルダリ－ケアサービス 取締役（現職）

－
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役職名 氏名 主要略歴
所有

株式数

取締役

（非常勤)
石崎 庸一

昭和58年４月 大成建設株式会社 入社

平成９年４月 同社 計画部 計画室 課長

平成10年４月 同社 開発部 課長

平成13年６月 同社 東北支店 営業部 開発室 課長

平成16年９月 同社 都市開発本部 プロジェクト開発部 課長

平成17年７月 同社 都市開発本部 プロジェクト開発部 次長

平成18年５月 同社 都市開発本部 都市再開発部 次長

平成21年４月 同社 都市開発本部 プロジェクト開発部 次長

平成22年７月 同社 都市開発本部 プロジェクト開発部 部長（開発担

当）

平成22年10月 同社 名古屋支店 営業部 部長（開発担当）

平成22年12月 同社 同支店 営業部 統括開発部長

平成24年３月 グリーンサイトジャパン株式会社 取締役

平成24年６月 よっかいちスクールサービス株式会社 代表取締役社長

平成27年４月 大成建設株式会社 都市開発本部 開発企画部長

平成27年４月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

取締役（現職）

平成27年８月 大成建設株式会社 都市開発本部 プロジェクト開発第二部

長（現職）

平成27年８月 渋谷宮下町リアルティ株式会社 取締役（現職）

平成27年９月 株式会社晴海四丁目まちづくり企画 取締役（現職）

－

取締役

（非常勤）
吉田 健一

昭和63年４月 安田火災海上保険株式会社（現 損害保険ジャパン日本興亜

株式会社） 入社

平成16年４月 株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜

株式会社） 財務企画部 調査企画グループリーダー

平成18年４月 同社 経営企画部 企画第一グループ 課長

平成19年４月 同社 経営企画部 ＩＲ室長

平成21年７月 同社 財務企画部 財務企画グループリーダー

平成24年４月 同社 財務企画部 運用計画グループリーダー

平成25年４月 同社 運用企画部 運用計画グループ担当部長

平成26年４月 同社 投融資部長 兼 日本興亜損害保険株式会社（現 損

害保険ジャパン日本興亜株式会社） 投融資部長

平成26年４月 安田企業投資株式会社 取締役 （現職）

平成26年４月 株式会社損保ジャパン・クレジット（現 損保ジャパン日本

興亜クレジット株式会社） 取締役 （現職）

平成26年４月 日本興亜クレジットサービス株式会社 取締役

平成26年４月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

取締役（現職）

平成26年９月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 投融資部長 （現職）

平成27年４月 日本興亜クレジットサービス株式会社 代表取締役 （平成

27年７月31日付で解散）

－

監査役

（非常勤)
紅林 優光

平成元年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）勤務

平成７年７月 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現 ＥＹ税理士

法人）

平成11年10月 紅林公認会計士事務所 代表（現職）

平成13年２月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 

監査役（現職）

－
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役職名 氏名 主要略歴
所有

株式数

監査役

（非常勤)
藤久保 力也

昭和60年４月 安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社） 入

社

平成11年11月 同社 コンサルティング部 企画グループ長

平成14年４月 みずほアセット信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式

会社） 個人企画部 営業店支援グループ長

平成15年６月 みずほ信託銀行株式会社 東京南財務相談センター所長

平成17年10月 同社 神戸支店 副支店長

平成19年10月 株式会社みずほ銀行 証券信託業務部 次長

平成21年４月 同社 総合コンサルティング部 室長

平成22年４月 みずほ信託銀行株式会社 不動産営業第三部長

平成25年１月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀

行） 営業第二部付

平成25年２月 安田不動産株式会社 営業部長 兼 営業企画部 部長 出

向

平成25年４月 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

監査役（現職）

平成26年４月 安田不動産株式会社転籍 営業部長 兼 営業企画部部長

平成27年７月 同社 営業部長（現職）

－

（注）本資産運用会社の従業員は、37名です。

 

（５）【事業の内容及び営業の概況】

 本資産運用会社は、金商法上の投資運用業のみを行っています。本書の日付現在、本資産運用会社が資産を運用

する投資法人は本投資法人のみです。
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２【その他の関係法人の概況】

Ａ. 投資主名簿等に関する一般事務受託者（投信法第117条第２号から第６号、同法施行規則第169条第２項第１号、第

３号、第６号及び第７号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関する業務を除きま

す。）、特別口座管理人（投信法第117条第２号関係。ただし、新投資口予約権に関する業務及び投資法人債に関

する業務を除きます。）及び資産保管会社 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

名称
資本金の額（百万円）

（平成27年３月31日現在）
事業の内容

みずほ信託銀行株式会社 247,369 信託業及び銀行業

（２）関係業務の概要

 一般事務受託業務及び資産保管業務（前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び

税金 （３）管理報酬等 (ハ) 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料 Ａ.及びＢ.」をご参照下さ

い。）

（３）資本関係

みずほ信託銀行株式会社 該当事項はありません。

 

Ｂ. 投資法人債に関する一般事務受託者（投信法第117条第２号、第３号及び第６号のうち、投資法人債に関する業

務。） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

名称
資本金の額（百万円）

（平成27年３月31日現在）
事業の内容

株式会社みずほ銀行 1,404,065 銀行業

（２）関係業務の概要

 一般事務受託業務（前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金 （３）管理

報酬等 (ハ） 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料 Ｃ.」をご参照下さい。）

（３）資本関係

株式会社みずほ銀行 該当事項はありません。
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第５【投資法人の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その

後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第47

号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

本投資法人は金商法第193条の２第１項の規定に基づき第27期計算期間（平成27年１月１日から平成27年６月30日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けています。

 

３．連結財務諸表について

本投資法人は子会社がありませんので連結財務諸表は作成していません。
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前期 
(平成26年12月31日) 

当期 
(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 12,117,339 12,786,017 

信託現金及び信託預金 11,227,028 12,278,621 

営業未収入金 260,988 332,870 

前払費用 174,781 127,407 

その他 6,743 44,967 

流動資産合計 23,786,880 25,569,883 

固定資産    

有形固定資産    

建物 56,652,548 56,762,410 

減価償却累計額 △11,121,439 △11,898,708 

建物（純額） ※1 45,531,108 ※1 44,863,701 

信託建物 84,667,091 86,397,314 

減価償却累計額 △25,618,333 △26,625,423 

信託建物（純額） 59,048,758 59,771,891 

構築物 45,661 51,330 

減価償却累計額 △14,089 △15,414 

構築物（純額） 31,571 35,916 

信託構築物 120,534 119,586 

減価償却累計額 △65,156 △68,497 

信託構築物（純額） 55,378 51,089 

機械及び装置 726,204 726,505 

減価償却累計額 △341,835 △361,244 

機械及び装置（純額） ※1 384,368 ※1 365,261 

信託機械及び装置 1,605,767 1,614,860 

減価償却累計額 △1,168,396 △1,205,616 

信託機械及び装置（純額） 437,370 409,244 

工具、器具及び備品 54,610 57,922 

減価償却累計額 △29,761 △32,101 

工具、器具及び備品（純額） 24,848 25,820 

信託工具、器具及び備品 159,172 160,667 

減価償却累計額 △101,991 △107,680 

信託工具、器具及び備品（純額） 57,181 52,987 

土地 ※1 109,041,559 ※1 108,898,331 

信託土地 170,276,140 173,295,562 

建設仮勘定 39,223 46,308 

信託建設仮勘定 1,063 － 

有形固定資産合計 384,928,571 387,816,114 

無形固定資産    

借地権 4,794,109 4,794,109 

その他 3,020 2,455 

無形固定資産合計 4,797,130 4,796,565 
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    （単位：千円） 

  前期 
(平成26年12月31日) 

当期 
(平成27年６月30日) 

投資その他の資産    

差入敷金及び保証金 96,205 145,462 

長期前払費用 248,976 198,875 

投資その他の資産合計 345,181 344,337 

固定資産合計 390,070,883 392,957,018 

繰延資産    

投資法人債発行費 233,806 207,020 

投資口交付費 － 44,946 

繰延資産合計 233,806 251,966 

資産合計 414,091,570 418,778,869 

負債の部    

流動負債    

営業未払金 2,137,918 2,146,009 

短期借入金 － 1,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 19,732,000 23,332,000 

1年内償還予定の投資法人債 13,000,000 － 

未払金 572,670 1,392,268 

未払費用 150,603 99,147 

未払法人税等 605 605 

未払消費税等 261,634 179,892 

前受金 2,565,259 2,616,060 

流動負債合計 38,420,691 30,765,983 

固定負債    

投資法人債 41,500,000 41,500,000 

長期借入金 116,792,000 110,626,000 

預り敷金及び保証金 ※1 7,364,647 ※1 7,562,635 

信託預り敷金及び保証金 12,636,178 12,231,338 

固定負債合計 178,292,826 171,919,974 

負債合計 216,713,518 202,685,957 

純資産の部    

投資主資本    

出資総額 192,044,238 210,395,598 

剰余金    

任意積立金    

圧縮積立金 73,946 73,946 

任意積立金合計 73,946 73,946 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 5,259,866 5,623,366 

剰余金合計 5,333,813 5,697,313 

投資主資本合計 197,378,051 216,092,911 

純資産合計 ※3 197,378,051 ※3 216,092,911 

負債純資産合計 414,091,570 418,778,869 
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円） 

 
前期 

(自 平成26年７月１日 
  至 平成26年12月31日) 

当期 
(自 平成27年１月１日 
  至 平成27年６月30日) 

営業収益    

賃貸事業収入 ※1 13,902,843 ※1 14,251,821 

営業収益合計 13,902,843 14,251,821 

営業費用    

賃貸事業費用 ※1 6,733,535 ※1 6,845,645 

資産運用報酬 485,787 503,437 

一般事務委託及び資産保管手数料 78,417 77,388 

役員報酬 6,600 6,600 

信託報酬 32,150 31,051 

その他営業費用 89,007 90,438 

営業費用合計 7,425,498 7,554,562 

営業利益 6,477,345 6,697,259 

営業外収益    

受取利息 2,191 2,256 

管理組合費精算金収入 4,724 42,062 

その他 5,055 6,430 

営業外収益合計 11,971 50,749 

営業外費用    

支払利息 778,903 781,107 

融資手数料 76,431 78,032 

投資法人債利息 363,968 291,995 

投資法人債発行費償却 29,815 26,785 

投資口交付費償却 － 623 

その他 922 3,181 

営業外費用合計 1,250,041 1,181,726 

経常利益 5,239,275 5,566,282 

特別利益    

補助金収入 － 37,397 

特別利益合計 － 37,397 

税引前当期純利益 5,239,275 5,603,679 

法人税、住民税及び事業税 605 605 

法人税等合計 605 605 

当期純利益 5,238,670 5,603,074 

前期繰越利益 21,196 20,291 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 5,259,866 5,623,366 
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（３）【投資主資本等変動計算書】

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

          （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計 
  任意積立金 

当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△） 

剰余金合計 

当期首残高 192,044,238 73,946 5,094,946 5,168,893 197,213,131 197,213,131 

当期変動額             

剰余金の分配     △5,073,750 △5,073,750 △5,073,750 △5,073,750 

当期純利益     5,238,670 5,238,670 5,238,670 5,238,670 

当期変動額合計 － － 164,920 164,920 164,920 164,920 

当期末残高 192,044,238 73,946 5,259,866 5,333,813 197,378,051 197,378,051 

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

          （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計 
  任意積立金 

当期未処分利益又
は当期未処理損失
（△） 

剰余金合計 

当期首残高 192,044,238 73,946 5,259,866 5,333,813 197,378,051 197,378,051 

当期変動額             

新投資口の発行 18,351,360       18,351,360 18,351,360 

剰余金の分配     △5,239,575 △5,239,575 △5,239,575 △5,239,575 

当期純利益     5,603,074 5,603,074 5,603,074 5,603,074 

当期変動額合計 18,351,360 － 363,499 363,499 18,714,859 18,714,859 

当期末残高 210,395,598 73,946 5,623,366 5,697,313 216,092,911 216,092,911 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

 
前期

（自 平成26年７月１日
  至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日

  至 平成27年６月30日）
 
Ⅰ．当期未処分利益

Ⅱ．分配金の額

(投資口１口当たり分配金の額)

Ⅲ．次期繰越利益
 

 
5,259,866,639円

5,239,575,000円

（6,351円）

20,291,639円
 

 
5,623,366,311円

5,603,787,000円

（6,419円）

19,579,311円
 

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条（2）に定める

分配方針に基づき、分配金の額は利益

の金額を限度とし、かつ、租税特別措

置法第67条の15に規定されている「配

当可能利益の額」の90％に相当する金

額を超えるものとしています。かかる

方針により、当期未処分利益を超え

ず、かつ、法人税等の発生による投資

主負担が最小限に抑えられる範囲で、

発行済投資口の総口数825,000口の整数

倍数となる5,239,575,000円を利益分配

金として分配することとしました。な

お、本投資法人規約第30条（4）に定め

る利益を超えた金銭の分配は行ないま

せん。

本投資法人の規約第30条（2）に定める

分配方針に基づき、分配金の額は利益

の金額を限度とし、かつ、租税特別措

置法第67条の15に規定されている「配

当可能利益の額」の90％に相当する金

額を超えるものとしています。かかる

方針により、当期未処分利益を超え

ず、かつ、法人税等の発生による投資

主負担が最小限に抑えられる範囲で、

発行済投資口の総口数873,000口の整数

倍数となる5,603,787,000円を利益分配

金として分配することとしました。な

お、本投資法人規約第30条（4）に定め

る利益を超えた金銭の分配は行ないま

せん。
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
前期 

(自 平成26年７月１日 
  至 平成26年12月31日) 

当期 
(自 平成27年１月１日 
  至 平成27年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 5,239,275 5,603,679 

減価償却費 1,841,516 1,854,717 

投資法人債発行費償却 29,815 26,785 

投資口交付費償却 － 623 

受取利息 △2,191 △2,256 

支払利息 1,142,872 1,073,103 

営業未収入金の増減額（△は増加） 75,843 △71,882 

前払費用の増減額（△は増加） △34,205 47,374 

営業未払金の増減額（△は減少） 211,110 18,834 

未払金の増減額（△は減少） 4,584 172,409 

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,477 △81,742 

前受金の増減額（△は減少） △48,740 50,801 

その他 44,499 △186,454 

小計 8,456,902 8,505,994 

利息の受取額 2,191 2,256 

利息の支払額 △1,176,354 △1,124,559 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △606 △618 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,282,132 7,383,073 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △187,215 △167,304 

信託有形固定資産の取得による支出 △1,321,470 △4,586,723 

差入敷金及び保証金の差入による支出 △42,251 △49,257 

預り敷金及び保証金の返還による支出 △261,689 △102,061 

預り敷金及び保証金の受入による収入 125,187 311,592 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △390,772 △48,588 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 375,367 433,654 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,702,844 △4,208,688 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 10,000,000 15,000,000 

短期借入金の返済による支出 △12,000,000 △14,000,000 

長期借入れによる収入 4,000,000 7,000,000 

長期借入金の返済による支出 △166,000 △9,566,000 

投資法人債の発行による収入 8,929,218 － 

投資法人債の償還による支出 △11,000,000 △13,000,000 

投資口の発行による収入 － 18,350,172 

分配金の支払額 △5,073,621 △5,238,285 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,310,403 △1,454,113 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 268,885 1,720,271 

現金及び現金同等物の期首残高 23,075,482 23,344,367 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 23,344,367 ※1 25,064,638 
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（６）【注記表】

（重要な会計方針）

１．固定資産の減価償却の

方法

①有形固定資産 (信託財産を含む)

定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりで

す。

  建物           3～65年

  構築物         10～35年

  機械及び装置       3～17年

  工具、器具及び備品    3～20年

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法に基づき、３年間で償

却する方法を採用しています。

  ②無形固定資産

定額法を採用しています。

③長期前払費用

定額法を採用しています。

２．繰延資産の処理方法 ①投資法人債発行費

償還期間にわたり定額法により償却しています。

②投資口交付費

３年間で定額法により償却しています。

３．収益及び費用の計上基

準

固定資産税等の処理方法

保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決

定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方

法を採用しています。

なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲

渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産

の取得原価に算入しています。前期において不動産等の取得原価に算入した固定資産

税等相当額は2,247千円です。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税

等相当額は47,294千円です。

４．キャッシュ・フロー計

算書における資金（現

金及び現金同等物）の

範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は以下のものを対象と

しています。

(1）手許現金及び信託現金

(2）随時引き出し可能な預金及び信託預金

(3）容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

５．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針

保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産

及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表

及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。

なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、

貸借対照表において区分掲記しています。

ａ 信託現金及び信託預金

ｂ 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土

地、信託建設仮勘定

ｃ 信託預り敷金及び保証金

  ②消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
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（貸借対照表関係）

※１．担保に供している資産及び担保を付している債務

 担保に供している資産は以下のとおりです。

（単位：千円）

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

建物（純額） 117,033 115,165

機械及び装置（純額） 3,081 2,910

土地 399,183 399,183

合 計 519,299 517,259

 

 担保を付している債務は以下のとおりです。

（単位：千円）

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

預り敷金及び保証金 15,536 15,536

合 計 15,536 15,536

 

 ２．コミットメントラインに係る借入未使用枠残高等

 本投資法人は、リファイナンスリスクを軽減し、財務の安定性を高めることを主たる目的として、取引銀

行とコミットメントライン契約を締結しています。

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

借入極度額 28,000,000千円 28,000,000千円

当期末借入残高 － －

当期末未使用残高 28,000,000千円 28,000,000千円

 

※３．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額

前期
（平成26年12月31日）

当期
（平成27年６月30日）

50,000千円 50,000千円
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（損益計算書関係）

※１．賃貸事業損益の内訳                               （単位：千円）

   
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

Ａ．賃貸事業収入        

  賃料等収入        

  賃料 9,306,026   9,408,080  

  地代 1,530,000   1,555,500  

  共益費 1,838,471   1,825,436  

  駐車場収入 257,212   256,880  

  広告物掲出料 60,179   60,309  

  アンテナ使用料 18,139   19,341  

  その他賃貸収入 33,804 13,043,834 33,652 13,159,200

  その他賃貸事業収入        

  附加使用料 810,460   721,270  

  時間貸駐車料 5,184   5,244  

  解約違約金等 15,366   92,834  

  原状回復費相当額収入 6,780   250,277  

  その他雑収入 21,217 859,008 22,994 1,092,620

  賃貸事業収入合計   13,902,843   14,251,821

Ｂ．賃貸事業費用        

  外注委託費 529,363   527,575  

  水道光熱費 983,434   898,434  

  公租公課 1,985,098   2,026,740  

  保険料 27,645   27,306  

  修繕工事費 445,005   566,510  

  管理委託料 231,909   238,809  

  管理組合費 556,026   576,345  

  減価償却費 1,841,016   1,854,217  

  その他賃貸事業費用 134,034   129,705  

  賃貸事業費用合計   6,733,535   6,845,645

Ｃ．賃貸事業損益        

  （Ａ－Ｂ）   7,169,307   7,406,176

 

（投資主資本等変動計算書関係）

 
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

発行可能投資口総口数及び

発行済投資口の総口数
   

発行可能投資口総口数 5,000,000口 5,000,000口

発行済投資口の総口数 825,000口 873,000口

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

現金及び預金 12,117,339千円 12,786,017千円

信託現金及び信託預金 11,227,028千円 12,278,621千円

現金及び現金同等物 23,344,367千円 25,064,638千円
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（リース取引関係）

オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

一年内 5,543,892千円 7,177,460千円

一年超 18,230,589千円 22,973,529千円

合計 23,774,481千円 30,150,990千円

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

 本投資法人では、資産規模の積極的な拡大と、投資主への安定的な金銭の分配の維持を目指すため、資金

運用方針として、長期の安定的な資金調達と、機動性を重視した短期資金調達を効率的に組み合わせること

に留意しています。

 デリバティブ取引については、金利変動リスク等のヘッジを目的とした運用に限定して行うことがありま

す。なお、現在デリバティブ取引は行っていません。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

 本資産運用会社では、ＪＰＲ運用ガイドライン等を遵守することによりリスク管理に努めています。個別

の金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理については以下のとおりです。

 預金は、預入金融機関の破綻などの信用リスクに晒されていますが、預入金融機関の信用格付に下限を設

けること等によりリスクを管理しています。

 借入金・投資法人債については、満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、増資による資本市場

からの資金調達、主要取引先金融機関との間でコミットメントライン契約を締結、更に財務部門において資

金繰り表を作成する等流動性リスクを管理しています。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ

った場合、当該価額が異なることもありえます。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

 平成26年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（注３参照）

（単位：千円）
 

   
貸借対照表計上額

（注１）
時価

（注１）
差額

(1）現金及び預金 12,117,339 12,117,339 －

(2）信託現金及び信託預金 11,227,028 11,227,028 －

(3）短期借入金 － － －

(4）１年内返済予定の長期借入金 (19,732,000) (19,818,454) 86,454

(5）１年内償還予定の投資法人債 (13,000,000) (13,046,800) 46,800

(6）投資法人債 (41,500,000) (42,938,833) 1,438,833

(7）長期借入金 (116,792,000) (119,165,205) 2,373,205
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 平成27年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（注３参照）

（単位：千円）
 

   
貸借対照表計上額

（注１）
時価

（注１）
差額

(1）現金及び預金 12,786,017 12,786,017 －

(2）信託現金及び信託預金 12,278,621 12,278,621 －

(3）短期借入金 (1,000,000) (1,000,000) －

(4）１年内返済予定の長期借入金 (23,332,000) (23,443,935) 111,935

(5）１年内償還予定の投資法人債 － － －

(6）投資法人債 (41,500,000) (42,727,038) 1,227,038

(7）長期借入金 (110,626,000) (112,589,841) 1,963,841

 

（注１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。

（注２）金融商品の時価の算定方法

(1）現金及び預金並びに(2）信託現金及び信託預金

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3）短期借入金

 これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によ

っています。

(4）１年内返済予定の長期借入金及び(7）長期借入金

 これらのうち、変動金利による長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額

と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっています。固定金利による長期借入金の時価について

は、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によ

っています。

(5）１年内償還予定の投資法人債及び(6）投資法人債

 これらの時価のうち、市場価格のあるものについては、市場価格に基づき、市場価格のないものについては、上記

(4）及び(7）の固定金利による長期借入金の時価に準じて算定しています。

 

（注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は市場価格がな

く、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッ

シュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。なお、預り敷金

及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金の貸借対照表計上額はそれぞれ以下のとおりです。

（単位：千円）
 

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

預り敷金及び保証金 7,364,647 7,562,635

信託預り敷金及び保証金 12,636,178 12,231,338

 

（注４）金銭債権の決算日（平成26年12月31日）後の償還予定額

（単位：千円）
 

  １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

現金及び預金 12,117,339 － － － － －

信託現金及び信託預金 11,227,028 － － － － －
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金銭債権の決算日（平成27年６月30日）後の償還予定額

（単位：千円）
 

  １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

現金及び預金 12,786,017 － － － － －

信託現金及び信託預金 12,278,621 － － － － －

 

（注５）短期借入金、投資法人債及び長期借入金の決算日（平成26年12月31日）後の返済又は償還予定額

（単位：千円）
 

  １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 － － － － － －

投資法人債 13,000,000 7,000,000 5,000,000 7,000,000 4,000,000 18,500,000

長期借入金 19,732,000 18,332,000 32,632,000 16,408,000 17,100,000 32,320,000

 

短期借入金、投資法人債及び長期借入金の決算日（平成27年６月30日）後の返済又は償還予定額

（単位：千円）
 

  １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 1,000,000 － － － － －

投資法人債 － 7,000,000 10,000,000 2,000,000 4,000,000 18,500,000

長期借入金 23,332,000 24,732,000 21,374,000 17,200,000 14,000,000 33,320,000

 

 

（有価証券関係）

前期（平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（平成27年６月30日）

 該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前期（平成26年12月31日）

 デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

当期（平成27年６月30日）

 デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前期（平成26年12月31日）

 本投資法人には、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。

 

当期（平成27年６月30日）

 本投資法人には、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前期

（平成26年12月31日）
当期

（平成27年６月30日）

法定実効税率 34.16％ 34.15％

（調整）    

支払分配金の損金算入額 △34.16％ △34.15％

その他 0.01％ 0.01％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.01％ 0.01％

 

（持分法損益等）

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 本投資法人には関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 本投資法人には関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引）

１．親会社及び法人主要投資主等

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 該当事項はありません。

 

２．関連会社等

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 該当事項はありません。

 

３．兄弟会社等

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 該当事項はありません。

 

４．役員及び個人主要投資主等

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

 該当事項はありません。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

 本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

［関連情報］

前期（自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

 単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略していま

す。

 

当期（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

(2）有形固定資産

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

 単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略していま

す。
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（賃貸等不動産関係） 

 本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィス（都市型業務施設）、商業施設及び複合施設を

所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）
 

 
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

貸借対照表計上額    

  期首残高 390,001,463 389,724,535

  期中増減額 △ 276,927 2,887,478

  期末残高 389,724,535 392,612,013

期末時価 387,697,000 401,948,000

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注２）賃貸等不動産の期中増減額のうち、前期の増加額は芝大門センタービル（826,787千円）の追加取得によるもの

であり、主な減少額は減価償却費（1,841,016千円）の計上によるものです。また、当期の主な増加額は新宿ス

クエアタワー（4,076,809千円）の追加取得によるものであり、主な減少額は減価償却費（1,854,217千円）の計

上によるものです。

（注３）期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格を記載しています。

 なお、賃貸等不動産に関する期中における損益は、「損益計算書関係」に記載のとおりです。

 

（１口当たり情報） 

 
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

１口当たり純資産額

１口当たり当期純利益金額

239,246円

6,349円

247,529円

6,759円

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定していま

す。

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在していないため記載していませ

ん。

（注２）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前期

（自 平成26年７月１日
至 平成26年12月31日）

当期
（自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日）

当期純利益（千円） 5,238,670 5,603,074

普通投資主に帰属しない金額（千円） － －

普通投資口に係る当期純利益（千円） 5,238,670 5,603,074

期中平均投資口数（口） 825,000 828,876

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。
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（７）【附属明細表】

① 有価証券明細表

該当事項はありません。

 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 該当事項はありません。

 

③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類 
当期首 
残高 

（千円） 

当期 
増加額 

（千円） 

当期 
減少額 

（千円） 

当期末 
残高 

（千円） 

減価償却 累計額 
差引当期末 

残高 
（千円） 

摘要 又は償却 
累計額 
(千円) 

当期 
償却額 
（千円） 

流動資産 - - - - - - -  

有形固定資産                

（不動産）                

建物 56,652,548 150,658 40,796 56,762,410 11,898,708 785,049 44,863,701  

構築物 45,661 5,669 - 51,330 15,414 1,324 35,916  

機械及び装置 726,204 330 28 726,505 361,244 19,436 365,261  

工具、器具及び備品 54,610 3,311 - 57,922 32,101 2,340 25,820  

土地 109,041,559 - 143,227 108,898,331 - - 108,898,331  

建設仮勘定 39,223 14,270 7,185 46,308 - - 46,308  

小計 166,559,806 174,240 191,238 166,542,808 12,307,468 808,149 154,235,339  

（信託受益権）                

信託建物 84,667,091 1,730,223 - 86,397,314 26,625,423 999,309 59,771,891  

信託構築物 120,534 1,112 2,060 119,586 68,497 3,812 51,089  

信託機械及び装置 1,605,767 9,093 - 1,614,860 1,205,616 37,192 409,244  

信託工具、器具及び

備品 
159,172 1,495 - 160,667 107,680 5,688 52,987  

信託土地 170,276,140 3,019,422 - 173,295,562 - - 173,295,562  

信託建設仮勘定 1,063 - 1,063 - - - -  

小計 256,829,770 4,761,346 3,123 261,587,992 28,007,217 1,046,002 233,580,775  

合計 423,389,576 4,935,586 194,362 428,130,801 40,314,686 1,854,152 387,816,114  

無形固定資産                

借地権 4,794,109 - - 4,794,109 - - 4,794,109  

その他 7,602 - - 7,602 5,147 565 2,455  

合計 4,801,712 - - 4,801,712 5,147 565 4,796,565  

（注１）「当期増加額」は、物件の取得、工事等によるものです。また、信託建物、信託機械及び装置並びに信託土地に

ついては、追加信託契約の締結による不動産から信託受益権への振替によるものが含まれています。

（注２）「当期減少額」のうち、建設仮勘定及び信託建設仮勘定は工事の完成による本勘定への振替によるものであり、

信託構築物については資産の除却によるものです。また、建物、機械及び装置並びに土地については、追加信託

契約の締結による不動産から信託受益権への振替によるものです。
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④ その他特定資産の明細表

 該当事項はありません。

 

⑤ 投資法人債明細表

銘柄 発行年月日 
当期首残高 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率 償還期限 使途 担保 

第７回無担保投資法人債

（注１） 
平成18年12月14日 4,500,000 - 4,500,000 2.900％ 平成38年12月14日 

（注２） 無担保 

第11回無担保投資法人債

（注１） 
平成22年３月12日 6,000,000 6,000,000 - 1.680％ 平成27年３月12日 

第12回無担保投資法人債

（注１） 
平成22年５月21日 7,000,000 7,000,000 - 1.270％ 平成27年５月21日 

第13回無担保投資法人債

（注１） 
平成23年10月25日 7,000,000  - 7,000,000 0.950％ 平成28年10月25日 

第14回無担保投資法人債

（注１） 
平成23年10月25日 2,000,000  - 2,000,000 1.340％ 平成30年10月25日 

第15回無担保投資法人債

（注１） 
平成24年11月22日 5,000,000  - 5,000,000 0.680％ 平成29年11月22日 

第16回無担保投資法人債

（注１） 
平成24年11月22日 2,000,000  - 2,000,000 1.030％ 平成31年11月22日 

第17回無担保投資法人債

（注１） 
平成25年５月31日 5,000,000  - 5,000,000 0.650％ 平成30年５月31日 

第18回無担保投資法人債

（注１） 
平成25年５月31日 2,000,000  - 2,000,000 1.460％ 平成35年５月31日 

第19回無担保投資法人債

（注１） 
平成26年２月５日 5,000,000  - 5,000,000 1.110％ 平成36年２月５日 

第20回無担保投資法人債

（注１） 
平成26年７月22日 2,000,000  - 2,000,000 0.303％ 平成31年７月22日 

第21回無担保投資法人債

（注１） 
平成26年７月22日 4,000,000  - 4,000,000 1.278％ 平成38年７月22日 

第22回無担保投資法人債

（注１） 
平成26年12月４日 3,000,000  - 3,000,000 0.831％ 平成36年12月４日 

合計   54,500,000 13,000,000 41,500,000        

（注１）特定投資法人債間限定同順位特約付です。

（注２）資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）、借入金の返済資金及び投資法

人債の償還資金等です。

（注３）投資法人債の貸借対照表日後５年以内における償還予定額は以下のとおりです。

 
１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

投資法人債 - 7,000,000 10,000,000 2,000,000 4,000,000 
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⑥ 借入金明細表

借入先 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
(注２)(注３) 

返済期限 使途 摘要 

短期借入金            

(注４) 
無担保・ 

無保証 

三井住友信託銀行株式会社

（注８） 
 -  2,000,000  1,000,000  1,000,000 0.330％ 平成28年３月25日 

株式会社みずほ銀行 

（注８） 
 -  4,000,000  4,000,000  - 0.330％ 平成27年７月３日 

株式会社みずほ銀行 

（注８） 
 -  4,000,000  4,000,000  - 0.330％ 平成27年７月３日 

株式会社三井住友銀行 

（注８） 
 -  3,000,000  3,000,000  - 0.330％ 平成27年７月３日 

株式会社三井住友銀行 

（注８） 
 -  2,000,000  2,000,000  - 0.330％ 平成27年７月３日 

合計 - 15,000,000 14,000,000 1,000,000        

 

借入先 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
(注２)(注３) 

返済期限 使途 摘要 

長期借入金（注１）            

(注４） 
無担保・ 

無保証 

株式会社みずほ銀行 5,000,000  -  - 5,000,000 1.414％ 平成28年２月４日 

株式会社みずほ銀行 7,000,000  -  - 7,000,000 1.093％ 平成29年３月30日 

株式会社みずほ銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.027％ 平成31年12月５日 

株式会社みずほ銀行 3,000,000  -  - 3,000,000 0.970％ 平成32年11月27日 

株式会社みずほ銀行 5,000,000  -  - 5,000,000 1.178％ 平成35年６月27日 

株式会社みずほ銀行  - 2,000,000  - 2,000,000 1.011％ 平成36年３月11日 

株式会社みずほ銀行  - 2,000,000  - 2,000,000 1.056％ 平成37年３月24日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 5,000,000  -  - 5,000,000 1.198％ 平成28年３月25日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 1.178％ 平成31年８月８日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.948％ 平成29年８月８日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,000,000  -  - 3,000,000 0.919％ 平成29年９月５日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 1.027％ 平成31年12月５日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,000,000  -  - 3,000,000 0.970％ 平成32年11月27日 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4,000,000  -  - 4,000,000 0.889％ 平成33年６月25日 

株式会社三井住友銀行 6,400,000  -  - 6,400,000 1.093％ 平成29年３月30日 

株式会社三井住友銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 1.027％ 平成31年12月５日 

株式会社三井住友銀行 3,000,000  -  - 3,000,000 1.265％ 平成32年６月26日 

株式会社三井住友銀行 2,500,000  -  - 2,500,000 1.033％ 平成34年６月27日 

株式会社新生銀行 5,000,000  -  - 5,000,000 1.397％ 平成31年４月５日 

株式会社新生銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.076％ 平成32年９月24日 

株式会社新生銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.134％ 平成36年12月５日 

株式会社あおぞら銀行 900,000  -  - 900,000 0.994％ 平成29年７月３日 

株式会社あおぞら銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.178％ 平成31年８月８日 

株式会社あおぞら銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 0.985％ 平成29年８月25日 

株式会社あおぞら銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.146％ 平成30年８月30日 

株式会社あおぞら銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 1.069％ 平成32年９月24日 
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借入先 

当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
(注２)(注３) 

返済期限 使途 摘要 

長期借入金（注１）            

(注４) 
無担保・

無保証 

株式会社日本政策投資銀行 2,900,000  - 100,000 2,800,000 3.190％ （注５） 

株式会社日本政策投資銀行 820,000  -  - 820,000 1.449％ 平成33年６月25日 

株式会社日本政策投資銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.188％ 平成33年12月３日 

株式会社日本政策投資銀行  - 2,000,000  - 2,000,000 1.056％ 平成37年３月24日 

みずほ信託銀行株式会社 4,000,000  -  - 4,000,000 1.093％ 平成29年３月30日 

みずほ信託銀行株式会社 3,000,000  -  - 3,000,000 1.076％ 平成32年２月４日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 5,000,000  -  - 5,000,000 1.184％ 平成29年８月29日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 0.924％ 平成27年８月31日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,000,000  - 1,000,000  - 0.843％ 平成27年６月26日 

株式会社福岡銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.170％ 平成28年７月７日 

株式会社福岡銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 0.902％ 平成27年10月９日 

株式会社福岡銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.911％ 平成31年９月24日 

明治安田生命保険相互会社 3,604,000  - 66,000 3,538,000 1.800％ （注６） 

明治安田生命保険相互会社  - 1,000,000  - 1,000,000 1.042％ 平成37年２月５日 

損害保険ジャパン日本興亜 
株式会社 

2,000,000  -  - 2,000,000 0.981％ 平成28年10月11日 

損害保険ジャパン日本興亜 
株式会社 

2,000,000  -  - 2,000,000 0.874％ 平成27年12月25日 

オリックス銀行株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 0.786％ 平成30年２月５日 

オリックス銀行株式会社 2,000,000  -  - 2,000,000 0.762％ 平成31年５月27日 

信金中央金庫 3,000,000  -  - 3,000,000 0.689％ 平成30年12月５日 

全国信用協同組合連合会 3,000,000  -  - 3,000,000 0.786％ 平成30年２月５日 

太陽生命保険株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 1.275％ 平成27年９月24日 

太陽生命保険株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 0.949％ 平成30年６月４日 

太陽生命保険株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 1.011％ 平成32年12月25日 

株式会社中国銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 0.902％ 平成27年10月９日 

株式会社中国銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.758％ 平成30年９月25日 

株式会社西日本シティ銀行 3,000,000  -  - 3,000,000 1.149％ 平成28年５月27日 

株式会社八十二銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.902％ 平成27年10月９日 

株式会社八十二銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.424％ 平成28年９月26日 

株式会社りそな銀行 2,000,000  -  - 2,000,000 1.093％ 平成29年３月30日 

株式会社伊予銀行 1,000,000  -  - 1,000,000 0.902％ 平成27年10月９日 

大同生命保険株式会社 1,000,000  - 1,000,000  - 1.666％ 平成27年２月５日 

大同生命保険株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 0.710％ 平成30年12月27日 

東京海上日動火災保険株式会社 1,000,000  -  - 1,000,000 0.710％ 平成30年12月27日 

農林中央金庫 1,000,000  -  - 1,000,000 0.440％ 平成29年12月５日 

住友生命保険相互会社 2,000,000  - 2,000,000  - 2.257％ 平成27年６月４日 

全国共済農業協同組合連合会 2,000,000  - 2,000,000  - 1.725％ 平成27年３月26日 
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借入先 

当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
(注２)(注３) 

返済期限 使途 摘要 

長期借入金（注１）            

(注４) 
無担保・

無保証 

株式会社東京都民銀行 
（注７）（注８） 

1,000,000  - 1,000,000  - 0.604％ 平成27年９月30日 

株式会社横浜銀行 
（注７）（注８） 

1,000,000  - 1,000,000  - 0.604％ 平成27年９月30日 

株式会社みなと銀行 
（注７）（注８） 

800,000  - 800,000  - 0.604％ 平成27年９月30日 

株式会社山口銀行 
（注７）（注８） 

500,000  - 500,000  - 0.604％ 平成27年９月30日 

株式会社千葉興業銀行 
（注７）（注８） 

100,000  - 100,000  - 0.604％ 平成27年９月30日 

合計 136,524,000 7,000,000 9,566,000 133,958,000        

 

（注１）長期借入金の貸借対照表日後５年以内における返済予定額は以下のとおりです。

 
１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

長期借入金 23,332,000 24,732,000 21,374,000 17,200,000 14,000,000 

（注２）平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第４位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払わ

れた融資手数料は含まれません。

（注３）短期借入金は変動金利による借入れです。長期借入金は（注７）に該当するものを除いて、全て固定金利による

借入れです。

（注４）資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）、借入金の返済資金及び投資法

人債の償還資金等です。

（注５）平成21年12月27日を初回として、以降６ヵ月ごと27日に各回100百万円を返済し、平成31年６月27日に2,100百万

円を返済します。

（注６）平成24年６月27日を初回として、以降６ヵ月ごと27日に各回66百万円を返済し、平成30年６月21日に3,208百万

円を返済します。

（注７）変動金利による借入れです。

（注８）平成27年３月11日に株式会社みずほ銀行から借り入れた短期借入金4,000百万円は、平成27年６月16日に期限前

弁済しています。平成27年５月20日に株式会社みずほ銀行から借り入れた短期借入金4,000百万円は、平成27年

６月16日に期限前弁済しています。平成27年５月20日に株式会社三井住友銀行から借り入れた短期借入金3,000

百万円は、平成27年６月16日に期限前弁済をしています。平成27年６月４日に株式会社三井住友銀行から借り入

れた短期借入金2,000百万円は、平成27年６月16日期限前弁済しています。平成27年３月26日に三井住友信託銀

行株式会社から借り入れた短期借入金2,000百万円のうち1,000百万円は、平成27年６月18日に期限前弁済してい

ます。平成24年３月30日に株式会社東京都民銀行から借り入れた長期借入金1,000百万円は、平成27年６月24日

に期限前弁済しています。平成24年３月30日に株式会社横浜銀行から借り入れた長期借入金1,000百万円は、平

成27年６月24日に期限前弁済しています。平成24年３月30日に株式会社みなと銀行から借り入れた長期借入金

800百万円は、平成27年６月24日に期限前弁済をしています。平成24年３月30日に株式会社山口銀行から借り入

れた長期借入金500百万円は、平成27年６月24日期限前弁済しています。平成24年３月30日に株式会社千葉興業

銀行から借り入れた長期借入金100百万円は、平成27年６月24日に期限前弁済しています。

 

- 191 -



２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

（平成27年６月30日現在）
 
Ⅰ 資産総額（千円） 418,778,869

Ⅱ 負債総額（千円） 202,685,957

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（千円） 216,092,911

Ⅳ 発行済数量（口） 873,000

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 247,529

（注）資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
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第６【販売及び買戻しの実績】

計算期間 発行日 発行口数（口） 発行済口数（口）

第22期計算期間

自 平成24年７月１日

至 平成24年12月31日

 平成24年７月30日 101,420 （44,000）   816,420 （44,000）

 平成24年８月29日 8,580      （0） 825,000 （44,000）

第23期計算期間

自 平成25年１月１日

至 平成25年６月30日

該当なし  825,000 （44,000）

第24期計算期間

自 平成25年７月１日

至 平成25年12月31日

該当なし  825,000 （44,000）

第25期計算期間

自 平成26年１月１日

至 平成26年６月30日

該当なし  825,000 （44,000）

第26期計算期間

自 平成26年７月１日

至 平成26年12月31日

該当なし  825,000 （44,000）

第27期計算期間

自 平成27年１月１日

至 平成27年６月30日

 平成27年６月16日 45,700   （0）  870,700 （44,000）

 平成27年６月24日 2,300   （0）  873,000 （44,000）

（注１）括弧内の数値は本邦外における発行口数及び発行済口数です。

（注２）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
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第７【参考情報】
 第27期計算期間の開始日から、本有価証券報告書の提出日までの間に以下の書類を関東財務局長に提出しました。

 

 平成27年３月26日  有価証券報告書（第26期：自平成26年７月１日 至平成26年12月31日）

 平成27年３月26日  訂正発行登録書

 平成27年６月１日  有価証券届出書（一般募集）

 平成27年６月１日  有価証券届出書（第三者割当）

 平成27年６月２日  有価証券届出書の訂正届出書（一般募集）

 平成27年６月２日  有価証券届出書の訂正届出書（第三者割当）

 平成27年６月９日  有価証券届出書の訂正届出書（一般募集）

 平成27年６月９日  有価証券届出書の訂正届出書（第三者割当）
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独立監査人の監査報告書 

 

 

    平成２７年９月２４日

日本プライムリアルティ投資法人    

役  員  会  御 中    

 

  新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 向   井    誠  印 

 

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 竹 之 内  和 徳  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法
人の経理状況」に掲げられている日本プライムリアルティ投資法人の平成２７年１月１日から平成２７
年６月３０日までの第２７期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等
変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監
査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、日本プライムリアルティ投資法人の平成２７年６月３０日現在の財産の状態並びに同日をもっ
て終了する計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。 

 

利害関係 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。 

以  上
 

（注１）上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別

途保管しています。

（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 




